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１．  地域公共ネットワークの整備にあたっての標準仕様の位置付け  

本標 準仕様は、 各地方公 共団体が地 域公共ネ ットワーク を整備す る際におい て、必要 又は参

考となる情報・基準等を標準的な仕様として策定したものである。  

本仕様の策定により、  

 

①地域公共ネットワーク整備における共通情報を提供することで、地域公共ネットワークの

整備が容易に着手可能  

②適正規模での設計・整備により、オーバースペックの回避・事業の効率的な実施が可能  

③国際標準・マルチベンダーに対応したネットワーク構築により、ネットワークの構築、更

新及び拡張の際の負担減が可能  

 

な どの効果が見込まれるところである。  

各地 方公共団体 の担当者 には、まず 管轄内の 既存システ ムを含め た情報化の 現状分析 、情報

化 ニ ー ズ の 把 握 ・ 課 題 の 分 析 、 実 現 す べ き サ ー ビ ス 内 容 の 検 討 、 接 続 箇 所 ・ 整 備 範 囲 の 検 討、

地 域公共ネットワークの将来計画の検討等を行い、的確な現状把握・事業計画策定の下で、本

仕 様を反映させた適切なシステム構築を実現することが求められる。  

また 、各地方公 共団体が 地域イント ラネット 基盤施設整 備事業等 の補助金交 付を申請 する際

の 採択要件については、本標準仕様を基に、別途策定することとする。  

なお 、当該資料 は各地方 公共団体が 、他の補 助事業や地 方単独事 業で地域公 共ネット ワーク

を 構築する際の参考資料として活用することも予定している。  

 

     当該資料は年１回程度改訂することとしているところである。  

これまでの策定及び改訂の経過は次のとおりである。  

     平成１４年１０月  策定  

平成１５年１０月  改訂  

平成１７年  １月  改訂  

平成１９年  ４月  改訂  

平成２１年  ７月  改訂  
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２．  地域公共ネットワークのイメージ  

     市町村内の学校、図書館、公民館、市役所等の公共施設間を、高速・超高速で接続し、キオ

スク端末やインターネットを経由して、住民に行政情報等を提供し、地域の行政、教育、福祉、

医療、防災等において、ＩＣＴ利活用の高度化に資するネットワーク。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インター
ネット

市役所
情報通信センター

保健所

保健医療情報システム図書館

地域公共ネットワーク

キヨスク端末等を
住民が利用

プロバイダ

小中高校等公民館等

教育・講習に活用

行政情報システム

防災情報システム

教育情報システム

駅舎

地域公共ネットワークのイメージ地域公共ネットワークのイメージ インター
ネット

市役所
情報通信センター

保健所

保健医療情報システム図書館

地域公共ネットワーク

キヨスク端末等を
住民が利用

プロバイダ

小中高校等公民館等

教育・講習に活用

行政情報システム

防災情報システム

教育情報システム

駅舎

地域公共ネットワークのイメージ地域公共ネットワークのイメージ
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３．  地域公共ネットワークの構築に関する標準仕様  

 ３．１  ネットワーク仕様  

 （１）  ネットワークの構成区分  

地域公共ネットワークを整備するにあたって、まずネットワークの構成区分について理解  

する必要があり、それを踏まえてネットワーク設計を行う必要がある。  

 

以下に、構成区分の内容を示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  1 地域公共ネットワークの構成イメージ  

   表  1 ネットワークの構成区分  

構 成 区 分  内 容  

セ ン タ ー 施 設  ・地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク の 情 報 発 信 拠 点 と な る 施 設 で あ り 、サ ー バ や 送 受 信 装 置 等 の セ ン タ ー 装 置 が 設 置 さ れ る 。 

・ イ ン タ ー ネ ッ ト と の 接 続 を 行 う 場 合 の 拠 点 に も な る た め 、 高 い 信 頼 性 が 求 め ら れ る 。  

一 次 施 設  ・ セ ン タ ー 施 設 と 接 続 さ れ る 施 設 で あ り 、 他 の 施 設 へ の 中 継 拠 点 に も な る 施 設 。  

・ 施 設 内 の 通 信 と 同 時 に 、配 下 の 施 設 か ら の 通 信 を ス ト レ ス な く 行 う こ と も 必 要 で あ り 、高 度 な ネ ッ ト ワ ー ク 設

備 が 求 め ら れ る 。  

二 次 施 設  ・ セ ン タ ー 施 設 と 接 続 さ れ る 施 設 で あ り 、 他 の 施 設 へ の 中 継 を し な い 施 設 。  

・ ネ ッ ト ワ ー ク 設 備 と し て は 、施 設 内 で 提 供 す る サ ー ビ ス 要 件 の み を 考 慮 す れ ば よ い の で 、一 次 施 設 ほ ど 高 度 な

設 備 は 求 め ら れ な い 。  

基 幹 網  ・ セ ン タ ー 施 設 と 一 次 施 設 ま た は 一 次 施 設 間 を 接 続 す る ネ ッ ト ワ ー ク 。  

・一 次 施 設 内 で 提 供 さ れ る サ ー ビ ス と 、配 下 の 一 次 施 設 お よ び 二 次 施 設 で 提 供 さ れ る サ ー ビ ス に よ っ て 構 成 が 決

め ら れ る 。  

・複 数 の 施 設 が 収 容 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク で あ る た め 、各 施 設 に お け る サ ー ビ ス を 安 定 し た 品 質 で 提 供 す る た め の

高 い 信 頼 性 と 高 速 性 が 求 め ら れ る 。  

支 線 網  ・ セ ン タ ー 施 設 と 二 次 施 設 、 ま た は 一 次 施 設 と 二 次 施 設 を 接 続 す る ネ ッ ト ワ ー ク 。  

・ 二 次 施 設 で 提 供 さ れ る サ ー ビ ス に よ っ て 構 成 が 決 め ら れ る 。  

・ 一 般 的 に は 基 幹 網 ほ ど 高 度 な 信 頼 性 は 求 め ら れ な い 。  

施 設 内 Ｌ Ａ Ｎ  ・ セ ン タ ー 施 設 や 一 次 施 設 、 二 次 施 設 に お け る 構 内 の ネ ッ ト ワ ー ク 。  

・ 各 施 設 に 設 置 さ れ る 拠 点 装 置 が 接 続 さ れ 、 当 該 施 設 内 で 提 供 さ れ る サ ー ビ ス に よ っ て 構 成 が 決 め ら れ る 。  

基幹網  支線網  

二 次 施 設  一 次 施 設  

セ ン タ ー 施 設  

二 次 施 設  

二 次 施 設  

二 次 施 設  

二 次 施 設  

二 次 施 設  

一 次 施 設  

一 次 施 設  

 イ ン タ ー ネ ッ ト  



 

 6 

 

 （２）  ネットワークの構築手法  

地域 公共ネット ワークを 整備する上 では、ま ずネットワ ーク構成 を決定する ため、ネ ットワ

ークの構築手法を検討する必要がある。以下に示す、ネットワークの構築手法の選定基準を元

に、実現し ようとするアプリケーションや、地域特性、経済性等を十分に考慮して最適な構築

手 法を選択する必要がある。  

なお 、自らネッ トワーク を構築する 場合又は 通信事業者 等のネッ トワークを 利用する 場合の

経 済性の比較に際しては、  

 

・  光ファイバの総延長を簡略化した方法で見積もることによって借上げ経費の  

積算が不正確  

・  システム改修を正しく見積もらず借上げ経費を過大に積算  

・  自らネットワークを構築する場合において減価償却費及び維持管理を積算に含めない  

 

といった誤った積算にならないよう注意する必要がある。  

 

 

   ①  概 要  

地域 公共ネット ワークの 構成区分の うち、基 幹網及び支 線網を構 築する際の 手法とし ては、

地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク を 整 備 し よ う と す る 地 方 公 共 団 体 等 が 自 ら ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る 場

合と、通信事業者等のネットワークを利用する場合とに大別できる。  

  表  2 構築手法の代表的区分  

 地 方 公 共 団 体 自 ら ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る 場 合  通 信 事 業 者 等 の ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 す る 場 合  

概  要  

地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク を 整 備 し よ う と す る 地 方 公 共

団 体 等 が 独 自 に ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 し 、 資 産 と し て 保

有 し な が ら 各 種 の サ ー ビ ス を 実 施 し よ う と す る も の 。  

 地 方 公 共 団 体 等 が 新 規 に ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す

る の で は な く 、通 信 事 業 者 等 が 提 供 す る ネ ッ ト ワ ー

ク サ ー ビ ス を 利 用 し た り 、通 信 事 業 者 等 が 保 有 す る

ネ ッ ト ワ ー ク を 借 り 受 け て 地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク

を 実 現 し よ う と す る も の 。  

メ リ ッ ト  

・ 地 方 公 共 団 体 が 必 要 と す る 帯 域 が 確 実 に 確 保 で き る  

・ ネ ッ ト ワ ー ク 設 計 の 自 由 度 が 高 い  

・回 線 の 保 守 、運 用 に 関 し て 利 用 者（ 地 方 公 共 団 体 ）

が 自 ら 行 う 必 要 が な い  

・ 短 期 間 で 開 通 可 能 。  

・需 要 の 増 加 に 応 じ て 回 線 契 約 を 増 す こ と で 、 効率

的 な 整 備 が 可 能 。  

デ メ リ ッ

ト  

・ ト ポ ロ ジ 等 の 設 計 か ら 、 す べ て 自 前 で 行 う 必 要 が あ

る 。  

・複 雑 な 手 続 き を 踏 む 必 要 が あ る 。（ 電 柱 の 共 架 申 請 な

ど ）  

・ 初 期 費 用 が 高 価 。  

・ 工 事 に あ る 程 度 の 期 間 が か か る 。  

・ 回 線 の 保 守 、 運 用 に 関 し て 利 用 者 （ 地 方 公 共 団 体 ）

が 準 備 す る 必 要 が あ る 。  

・ 一 般 的 に は 、「 地 方 公 共 団 体 自 ら ネ ッ ト ワ ー ク を

構 築 す る 場 合 」 に 比 べ て 経 常 費 用 が 高 い 。  

・設 計 を す る 際 に 、事 業 者 の サ ー ビ ス 内 容 に よ る 制

約 が あ る 。  

代 表 的 な  

構 築 手 法  

・ 光 フ ァ イ バ ネ ッ ト ワ ー ク  

・ 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク （ １８Ｇ Ｈ ｚ 帯 、 光 無 線 。離 島 の 場 合 、

衛 星 通 信 を 含 む ）  

 

な ど  

・ 通 信 事 業 者 に よ る 通 信 サ ー ビ ス  

・ ダ ー ク フ ァ イ バ （ 光 フ ァ イ バ 心 線 貸 し ）  

・ Ｃ Ａ Ｔ Ｖ  

な ど  
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参考として、ネットワークの代表的な構築手法とその特徴を以下に示す。  

 表  3 ネットワークの構築手法と特徴  

項 目  自 ら ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る 場 合  通 信 事 業 者 等 の ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 す る 場 合  

代 表 的 な  
構 築 手 法  

光 フ ァ イ バ  
ネ ッ ト ワ ー ク  

無 線  
ネ ッ ト ワ ー ク  

衛 星 （ 回 線 借 用 ） 
通 信  

サ ー ビ ス  

ダ ー ク フ ァ イ バ  
(光 フ ァ イ バ  

心 線 貸 し )  

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ  

概  要  

光 フ ァ イ バ に よ る
ネ ッ ト ワ ー ク 。 メ

デ ィ ア コ ン バ ー タ
や ス イ ッ チ な ど の
ネ ッ ト ワ ー ク 機 器

が 対 向 に 接 続 さ れ
る 。  

無 線 ネ ッ ト ワ ー ク 装
置 に よ り 構 築 す る ネ

ッ ト ワ ー ク 。 規 格 に
よ っ て 免 許 等 が 必 要
な も の と 、 不 要 な も

の が あ る 。 地 域 イ ン
ト ラ ネ ッ ト 等 の 伝 送
路 と し て は 1 8 G H z 帯

等 の 周 波 数 を 使 用 す
る シ ス テ ム が あ る 。  
ま た 、 光 無 線 技 術 を 利

用 し た も の もあ る 。 

衛 星 通 信 回 線
を 借 り 、「 自 ら ネ

ッ ト ワ ー ク を 構
築 す る 場 合 」と 同
様 に 利 用 す る 。  

通 信 事 業 者 が 提
供 す る 通 信 サ ー

ビ ス 。目 的 に 応 じ
て 様 々 な 商 品 が
あ る 。  

※ 代 表 的 な 通 信
サ ー ビ ス に つ い
て は 参 考 資 料 １

に 示 す 。  

光 フ ァ イ バ の 余
り 心 線 を 借 り 、

「 自 ら ネ ッ ト ワ
ー ク を 構 築 す る
場 合 」 と 同 様 に

利 用 す る  

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 網 を 利
用 し て デ ー タ 通

信 を 行 う た め
の 、 ケ ー ブ ル モ
デ ム 、 セ ン タ ー

モ デ ム 等 か ら 成
る 、 Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ
( * 3 )に よ り 構 築

す る ネ ッ ト ワ ー
ク 。  
ま た 、 放 送 と の

併 用 が 可 能 。  

メ リ ッ ト  

・ 経 常 費 用 が 安 価 。  
・ 敷 設 ル ー ト や ネ ッ ト ワ ー ク 設 計 の 自 由

度 、 拡 張 性 に 優 れ る 。  

・中 程 度 の 初 期 費
用 で 構 築 が 可

能 。  
・ 有 線 /無 線 が 敷

設 で き な い 山

間 部・離 島 等 の
遠 隔 地 も 通 信
可 能 。  

・ 同 報 性 に 優 れ 、
一 回 の 送 信 で
エ リ ア 内 全 て

の 地 点 に 同 じ
情 報 が 届 く 。  

・少 な い 初 期 費 用
で 構 築 が 可 能 。 

・サ ー ビ ス エ リ ア
内 の 地 域 で は 、
短 期 間 で 開 通

可 能 。  
・新 技 術・サ ー ビ

ス の 導 入 が 随

時 選 択 可 能 。  

・ 少 な い 初 期 費
用 で 構 築 が 可

能 。  
・ ネ ッ ト ワ ー ク

設 計 の 自 由

度 、 拡 張 性 に
優 れ る 。  

・ 拠 点 数 に 対 し
て  

コ ス ト の 増
加 が 少 な い 。  

・ 放 送 に よ る 緊

急 情 報 、 防 災
情 報 な ど の
利 用 が 可 能 。  

デ メ リ ッ ト  

・ 初 期 費 用 が 高 価 。 

・ 工 事 に あ る 程 度
の 期 間 が か か
る 。  

・ 敷 設 経 路 の 確 認
や 手 続 き が 必
要 。  

・ 設 計 し な け れ ば
な ら な い 範 囲 が
大 き い 。  

・ 光 フ ァ イ バ ネ ッ
ト ワ ー ク の 保
守 、 運 用 に 関 し

て 利 用 者 （ 地 方
公 共 団 体 ） が 整
備 す る 必 要 が あ

る 。  

・ 規 格 に よ っ て は 他

方 式 に 比 べ 最 大 通
信 速 度 が 低 速 、 セ
キ ュ リ テ ィ 面 も 劣

る 。（ な お 、光 無 線
は 高 速 通 信 が 可 能
で あ り 、 セ キ ュ リ

テ ィ 面 も 優 れ る 。） 
・ 規 格 に よ っ て は 電

波 状 況 に よ り 通 信

速 度 が 変 化 し た
り 、 通 信 不 能 に な
る 場 合 が あ る 。  

・経 常 費 用 が 高 価  

・通 信 速 度 が 最 大
数 十 ～ 百 M b p s
程 度 に と ど ま

る 。  

・経 常 費 用 が 高 価  

・事 業 者 の サ ー ビ
ス 内 容 に よ っ
て は 、設 計 に 制

約 が 生 じ る 。  

・ 経 常 費 用 が 高

価  
・ ダ ー ク フ ァ イ

バ  

に 関 し て は 、
設 計 し な け れ
ば な ら な い 範

囲 が 大 き い 。
（「 自 ら ネ ッ
ト ワ ー ク を 構

築 す る 場 合 」
と 同 様 ）  

・ 提 供 さ れ る ル

ー ト が 限 ら れ
る 。  

・ 工 事 に あ る 程

度 の 時 間 が か
か る 。  

・ 通 信 速 度 が 、

一 般 的 に 最
大 3 0 ～
4 0 M b p s 程 度

に と ど ま る 。  
・ 上 り 下 り 非 対

称  

の ネ ッ ト ワ
ー ク と し て
構 築 さ れ る

ケ ー ス が 多
い た め 配 慮
が 必 要 。  

機 能 ・ 高 速 性  光 フ ァ イ バ に 接 続
す る 機 器 に よ り 選
択 。  

1 0 0 M b p s 、 1 G b p s 、
2 . 4 G b p s 等  

規 格 に よ る 。  
2 M b p s 、 1 1 M b p s 、
5 4 M b p s 、 1 5 6 M b p s 、

1 0 0 M b p s 以 上 ( * 1 )な
ど  
（ 光 無 線 は 、

1 0 M b p s , 1 0 0 M b p s , 1 5 5
M b p s , 6 2 2 M b p s , 1 . 2 5 G
b p s な ど ）  

借 用 帯 域 に よ る  
6 4 K b p s～ 1 0 0 M b p s  

通 信 事 業 者 が 提
供 す る サ ー ビ ス
に よ る 。  

 

光 フ ァ イ バ に 接
続 す る 機 器 に よ
り 選 択 。  

1 0 0 M b p s、1 G b p s、
2 . 4 G b p s 等  

Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ の 性 能
に よ る 。  
下 り １ ～ 1 0 M b p s  

上 り 0 . 1 ～
1 M b p s  
程 度 で 運 用 し て

い る ケ ー ス が 多
い 。  

信 頼 性  施 設 間 を ル ー プ 状
に 接 続 し た 迂 回 回
線 の 確 保 な ど 高 信

頼 ネ ッ ト ワ ー ク を
構 築 可 能 。  

規 格 に よ っ て は 、 周
囲 環 境 の 影 響 を 受 け
る 可 能 性 有 り 。（ 他 無

線 Ｌ Ａ Ｎ と の 周 波 数
共 用 に よ る 速 度 低 下
な ど 。 な お 、 光 無 線 は

他 機 器 と の 干 渉 は ほ と
ん ど な い 。）  

赤 道 直 下
3 6 , 0 0 0 k m 上 空 に
あ る た め 、災 害 に

強 い 。  

ネ ッ ト ワ ー ク の
信 頼 性 向 上 の た
め に 通 信 サ ー ビ

ス を 追 加 利 用 す
る こ と に よ り 、高
信 頼 ネ ッ ト ワ ー

ク を 構 築 可 能 。  

施 設 間 を ル ー プ
状 に 接 続 し た 迂
回 回 線 の 確 保 な

ど 高 信 頼 ネ ッ ト
ワ ー ク を 構 築 可
能 。  

Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ に 依 存
す る 。 ト ポ ロ ジ
と し て は ス タ ー

型 し か 組 め な い
場 合 が 多 い 。  
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セ キ ュ リ テ ィ  高 い 。  無 線 の た め 盗 聴 等 へ

の 配 慮 、対 策 が 必 要 。
（ 光 無 線 は 、 光 ビ ー ム
の た め 、 盗 聴 さ れ に く く

秘 匿 性 に 優 れる 。 ）  

高 い 。  高 い 。  Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ に 依 存

す る 。  

地 域 性  制 限 無 し 。  環 境 条 件 に よ り 回 線
速 度 、信 頼 性 が 変 化 。 

制 限 無 し 。  サ ー ビ ス エ リ ア に 制 限 有 り 。（ 通 信 事 業 者 の サ ー ビ ス
内 容 に よ る ）  

経 済 性  
[初 期 費 用 ]  

高 価  安 価  中 程 度  安 価  安 価  小 型 Ｃ Ｍ Ｔ
Ｓ を 利 用 す
る 場 合 は 安

価  

経 済 性  
[経 常 費 用 ]  

安 価 （ 光 フ ァ イ バ
及 び 機 器 の 維 持 要

件 に 応 じ て 費 用 が
決 定 さ れ る ）  

安 価  高 価  高 価 （ 回 線 速 度 、 回 線
数 に よ っ て 月 額 利 用 料

金 が 決 定 さ れ る ）  

高 価 （ 光 フ ァ
イ バ 利 用 心 数

及 び 距 離 に 応
じ て 月 額 利 用
料 金 が 決 定 さ

れ る ）  

安 価 な 場 合
が 多 い が 、Ｃ

Ａ Ｔ Ｖ 事 業
者 の 価 格 設
定 に よ る 。  

適 性  
基 幹 網  ◎  △ ( * 2 )  ○  ○  ◎  △  

支 線 網  ○  ○  ○  ◎  ○  ◎  

◎ ： 非 常 に 適 し て い る   ○ ： 適 し て い る   △ ： 一 般 に は 適 さ な い  

( * 1 )高 速 無 線 L A N が 平 成 1 9 年 5 月 に 制 度 化 予 定 。  

( * 2 ) 1 8 G H z 帯 の 周 波 数 を 使 用 す る シ ス テ ム に つ い て は 、地 域 イ ン ト ラ ネ ッ ト 等 の 伝 送 路 と し て 使 用 さ れ 、通 信 速 度 も 高 速 で あ

る こ と か ら 「 ○ 」 と す る 。 ま た 、 光 無 線 も 通 信 速 度 が 高 速 で あ る こ と か ら 「 ○ 」 と す る 。  

( * 3 )Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ ：  C a b l e  M o d e m  T e r m i n a t i o n  S y s t e m、  ケ ー ブ ル モ デ ム を 集 約 し て デ ー タ 通 信 を 行 う た め の セ ン タ ー 装 置 。  

 

   ネットワークの構築手法は、光ファイバネットワークに代表される有線ネットワークと、衛星

回 線を含む無線ネットワークに分けられるが、その選定にあたっては様々な項目により総合的に

判 断する必要がある。以下に主な判断指標を示す。  

 

表  4  有線ネットワークと無線ネットワークの主な判断指標  

判 断 指 標  地 方 公 共 団 体 自 ら ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る 場 合  通 信 事 業 者 等 の ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 す る 場 合  

物理的要因 
河 川 ・ 海 洋 ・ 山 間 地 域 な ど の地 理 的 要 因 や 、 ビル ・ 道

路 ・ 鉄 道 な ど の 障 害 物 に よる有 線 ル ー ト 確 保 の 可 否  

通 信 事 業 者 に よる 通 信 サ ー ビ ス 提 供 の 有 無  

回 線 借 用 の 場 合 の 空 き 回 線 の 有 無  

必 要 帯 域  

拠 点 数 や 拠 点 密 度 に よる 必 要 帯 域 確 保 の 可 否  

無 線 局 免 許 取 得 及 び 同 時 利 用 時 の 必 要 帯 域 確 保

の 可 否  

通 信 事 業 者 に よる 通 信 サ ー ビ ス メ ニ ュ ー の 有 無  

回 線 借 用 の 場 合 の ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 特 性 等  

コ ス ト  イ ニ シ ャ ル コ ス ト お よ び ラ ン ニン グ コ ス ト の 比 較  

保 守 性  保 守 お よ び 災 害 等 緊 急 時 対 応 の 容 易 性  

セキュリティ 求 め ら れる セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ルに 応 じ た 媒 体 の選 択  
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   ②  自 らネットワークを構築する場合  

前項 のネットワ ークの構 築手法のう ち、特に 、自らネッ トワーク を構築する 場合及び ダーク

ファイバを採用する場合は、以下に示すネットワークの接続形態と特徴を参考にし、地域特性

等を踏まえた効率的なトポロジを検討する必要がある。  

 

施設 間のネット ワークの 構成として は、施設 間をループ 状に接続 する方法と スター状 に接続

す る方法、バス状に接続する方法の３つの接続形態がある。信頼性を考慮すると、光ファイバ

断 線時に迂回ルートを確保できるループ型が望ましい。ただし、山間部など、ループ構成がと

れ ない地域については、スター型とすることが望ましい。以下にそれぞれの特徴及び比較を示

す 。（トポロジについては参考資料９を参照。）  

   表  5 ネットワークの接続形態と特徴  

項 目  ル ー プ 型  ス タ ー 型  バ ス 型  

接 続 形 態  

   

地 域 性  住 宅 や 集 落 が 分 散 し て い る 地

域 、 災 害 対 策 が 重 要 課 題 で あ る

地 域 に 適 し て い る 。  

住 宅 が 一 部 に 密 集 し て い る 地 域

等 に 適 し て い る 。  

細 長 い 地 域 な ど で 、 ル ー プ 型 、

ス タ ー 型 が 採 用 し に く い 地 域 に

適 用 さ れ る 。  

信 頼 性  大  中  小  

全 施 設 間 が ル ー プ 型 で 接 続 さ れ

て い る た め 信 頼 性 は 高 い 。  

あ る 区 間 の 光 フ ァ イ バ 障 害 時 に

は 正 常 ル ー ト を 迂 回 し て 通 信 が

継 続 可 能 （ ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 に

自 動 迂 回 機 能 及 び 迂 回 時 間 を 短

縮 す る た め の 機 能 が 必 要 ）  

各 施 設 間 は 光 フ ァ イ バ が １ 回 線

の み で 接 続 さ れ て い る た め 、 光

フ ァ イ バ 障 害 時 に は 通 信 不 可 と

な る た め 左 記 と 比 較 す る と 信 頼

性 は 劣 る 。 信 頼 性 を 向 上 さ せ る

た め に は 別 途 迂 回 用 の 回 線 を 設

け る 必 要 が あ る 。  

各 施 設 間 は 光 フ ァ イ バ が １ 回 線

の み で 接 続 さ れ て お り 、 光 フ ァ

イ バ 障 害 時 に は 複 数 の 施 設 で 通

信 不 可 と な る お そ れ も あ る た め

左 記 と 比 較 す る と 信 頼 性 は 劣

る 。 信 頼 性 を 向 上 さ せ る た め に

は 別 途 迂 回 用 の 回 線 を 設 け る 必

要 が あ る 。  

適

性  

基 幹 網  ◎  ◎  △  

支 線 網  －  ◎  －  

     ◎ ： 非 常 に 適 し て い る   ○ ： 適 し て い る   △ ： 一 般 に は 適 さ な い  

※ 各 接 続 形 態 の 適 性 は 、 一 般 的 な 評 価 で あ り 、 実 際 に は 地 形 に よ る と こ ろ が 大 き い 。
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以 下に、各接続形態を効率的に組み合わせた、一般的なネットワーク構成例を示す。  

    表  6 ネットワーク構成例  

分 類  概 要  ネ ッ ト ワ ー ク 構 成 例  

ス タ ー 型  

ネ ッ ト ワ ー ク  

（ 中 継 地 点 な し ）  

 

他 の 施 設 へ の 中 継 を 行 う「 一 次 施 設 」

に あ た る 拠 点 が な く 、「 セ ン タ ー 施

設 」 か ら 直 接 「 二 次 施 設 」 へ と 接 続

す る 。 通 常 ス タ ー 型 の ト ポ ロ ジ で あ

る 場 合 が 多 い 。  

 

 

 

 

 

 

ス タ ー 型  

ネ ッ ト ワ ー ク  

（ 中 継 地 点 あ り ）  

ス タ ー 型 の ト ポ ロ ジ や バ ス 型 の ト ポ

ロ ジ を と る 場 合 が 多 い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ル ー プ ＋ ス タ ー

型 ネ ッ ト ワ ー ク  

セ ン タ ー 装 置 を 設 置 す る 「 セ ン タ ー

施 設 」、 他 の 施 設 へ の 中 継 点 と な る

「 一 次 施 設 」、他 の 施 設 へ の 中 継 を し

な い 「 二 次 施 設 」 か ら 構 成 さ れ る 。

ル ー プ 型 ト ポ ロ ジ と ス タ ー 型 ト ポ ロ

ジ 等 の 組 み 合 わ せ に な っ て い る 場 合

が 多 い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構 成 区 分  セ ン タ ー 施 設  一 次 施 設  二 次 施 設  

 

なお 、山間部や 河川・鉄 道等を挟ん だ地点間 などで地理 的にケー ブル敷設が 難しい場 合、無

線 ネットワークの活用が考えられるが、整備コスト及び運用コストを考慮し選択する必要があ

る 。  

また 、離島につ いては、 衛星、無線 、海底光 ケーブル等 の中から 、整備コス ト及び運 用コス

ト を考慮し選択する必要がある。  

 

   ③  通 信事業者のネットワークを利用する場合  

通信 事業者のネ ットワー クを利用す る場合は 、以下の点 に留意し 、ネットワ ーク設計 を行う

必要がある。  

①  地域公共ネットワークとして十分な通信速度やサービスレベルの確保  

②  通信サービスの契約内容  

③  通信事業者が指定する接続要件  

④  必要となるネットワーク機器  
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   ④  情報通信ネットワークの安全性・信頼性  

情 報通信ネ ットワ ーク における 安全・ 信頼 性対策全 般にわ たり 、基本的かつ総括的

な指標となる「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」（昭和６２年郵政省告示第７

３号）を参考とし、ネットワークの安全・信頼性対策を実施することが望ましい。  
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 （３）  物理仕様  

   ①  ネ ットワークの必要帯域  

基本 的なネット ワークの 構築手法や 構成の検 討後、利用 目的に応 じたネット ワーク毎 の必要

帯域を確定させることになる。以下の算出基準に従い、必要な帯域を算出することが必要であ

る。  

 

    a. アプリケーション種別と必要帯域  

ネットワークの必要帯域を算出するにあたっては、ネットワークで利用されるアプリケ

ーション毎に想定される高度利用を前提とし、表  7 に示す最大必要帯域を基準とする。  

  表  7 アプリケーション毎の必要帯域  

端 末 種 別  
適 用  

ア プ リ ケ ー シ ョ ン  
想 定 さ れ る 高 度 利 用 (例 )  形 式 種 別  最 大 必 要 帯 域  同 時 利 用 率  

住 民 開 放 端 末  地 域 情 報 提 供  ・ ポ ー タ ル サ イ ト  H T M L、 W e b D B  5 0 0 K b p s  2 5 %  

地 域 映 像 情 報  ・ ポ ー タ ル サ イ ト  M P E G 4  1 . 5 M b p s  2 5 %  

行 政 情 報 提 供  ・ ポ ー タ ル サ イ ト  

・ Ｐ Ｄ Ｆ に よ る 文 書 公 開  

H T M L、  

P D F  

5 0 0 K b p s  2 5 % ( * 1 )  

施 設 予 約  ・静 止 画 に よ る 情 報 提 供 と W e b ア プ リ

ケ ー シ ョ ン に よ る 予 約 受 け 付 け  

H T M L、 W e b D B  

静 止 画 等  

5 0 0 K b p s  2 5 %  

図 書 検 索  ・静 止 画 に よ る 情 報 提 供 と W e b ア プ リ

ケ ー シ ョ ン に よ る 予 約 受 け 付 け  

H T M L、 W e b D B  

静 止 画 等  

5 0 0 K b p s  2 5 %  

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ  ・ G I S を 利 用 し た コ ミ ュ ニ テ ィ 支 援  X M L 等  5 0 0 K b p s  2 5 %  

行 政 相 談 端 末  行 政 相 談  ・ Ｔ Ｖ 会 議 を 利 用 し た 行 政 相 談  M P E G 4  1 . 5 M b p s  2 5 %  

I T 学 習 端 末  学 校 教 育  

パ ソ コ ン 授 業  

・Ｔ Ｖ 会 議 を 利 用 し た 交 流 学 習 、イ ン

タ ー ネ ッ ト を 活 用 し た 調 べ 学 習  

M P E G 4  1 . 5 M b p s  5 0 %  

生 涯 教 育  ・ ｅ － ラ ー ニ ン グ  M P E G 4  1 . 5 M b p s  5 0 %  

情 報 入 力 端 末  コ ン テ ン ツ  

作 成 ・ 入 力  

・公 開 可 否 管 理 及 び 公 開 ス ケ ジ ュ ー ル

に 伴 っ た 各 種 コ ン テ ン ツ 入 力  

H T M L、 X M L  

W e b D B、 P D F  

開 発 言 語  他  

5 0 0 K b p s  2 5 %  

職 員 受 付 端 末  公 開 メ ニ ュ ー  

全 体 管 理  

利 用 者 ア ク セ ス  

管 理  

・ ポ ー タ ル サ イ ト  

・Ｔ Ｖ 会 議 を 利 用 し た 行 政 相 談 受 付 な

ど  

H T M L、 X M L  

W e b D B、 P D F  

M P E G 4  

開 発 言 語  他  

1 . 5 M b p s  2 5 %  

福 祉 ・ 医 療 端 末  健 康 管 理  

ヘ ル ス チ ェ ッ ク  

・ 遠 隔 問 診 な ど  H T M L、 W e b D B  

M P E G 2  

6 M b p s  2 5 %  

監 視 端 末  防 災 情 報  ・リ ア ル タ イ ム 動 画 伝 送 に よ る 災 害 監

視  

M P E G 2  6 M b p s  1 0 0 %  

I P 電 話 端 末  行 政 相 談  ・ I P 電 話 を 利 用 し た 行 政 相 談  音 声  

（ G . 7 1 1 , G . 7 2 9

等 ）  

～ 9 0 k b p s  

  / 1 通 話  

（ * 2）  

 

( * 1 )同 時 利 用 率 2 5 %は 企 業 の イ ン ト ラ ネ ッ ト 設 計 時 に お け る 標 準 値 。 防 災 、  教 育 に つ い て は 利 用 頻 度 か ら 考 察 し た

推 定 値 。  
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そ の 他 、数 十 M b p s 以 上 の 帯 域 を 必 要 と す る ア プ リ ケ ー シ ョ ン と し て 、M P E G 2 に よ る 高 精 細 画 像 の 伝 送 等 が あ る 。

（ 医 療 分 野 等 で 利 用 ）  

( * 2） I P 音 声 電 話 に 必 要 な 帯 域 幅 は 、 圧 縮 に 利 用 す る 方 式 に よ り 異 な る 。 ま た 、 全 通 話 数 の 合 計 で 算 出 す る 必 要 が  

あ る 。  

 

 

    b. 必要帯域の算出  

【 支線網の必要帯域】  

 

支線網の必要帯域は、二次施設で利用する各種別の端末において、提供されるアプリケ

ーションの最大必要帯域のうちもっとも大きい値を適用し、その総和とする。ただし、同

じ種別の端末台数が多い場合（同時利用率×端末台数が１を超える場合）は、同時利用率

を考慮し、（最大必要帯域）×（同時利用率）×（端末台数）とする。  

また、必要帯域は、双方向による通信形態も考えられるため、基本的には、「上り」「下

り」同等の帯域を確保することが望ましいが、ＣＡＴＶ等の非対称ネットワークについて

はそれぞれの特性を考慮した検討が必要である。  

支線網における必要帯域の算出式を以下に示す。  

 

            n 

支線網の必要帯域  ＝  Σ［ Max{（適用帯域） ア プ リ 1

基幹網の必要帯域は、一次施設に集約される支線網（一次施設～二次施設間）の必要帯

域の総和と一次施設そのもので必要とされる帯域をベースとして算出する。算出の方法は、

トラフィックの特性上、基幹網をループ型で構成する場合とスター型で構成する場合で異

，… }］ｊ  

           j=1 

   ※ j は該当施設における利用端末の種別を示す。  

 

なお、アプリケーション毎の（適用帯域）は、以下の式で示される。  

 

適用帯域  ＝  Max［（最大必要帯域），｛（最大必要帯域）×（同時利用率）×（端末台数）｝］ 

 

上記式より、必要帯域を算出した後、ネットワーク機器の製品規格及び経済性に照らし、

ネットワーク機器の実行スループットを考慮した上で利用可能な最小規格を選択する。  

 

例）以下のケースにおいて必要帯域を算出する。  

・住民開放端末（最大必要帯域 500Kbps/利用率 25%、最大必要帯域 1.5Mbps/利用率 25%）： 2 台  

・行政相談端末（最大必要帯域 1.5Mbps/利用率 25%）：  2 台  

・ IT 学習端末（最大必要帯域 1.5Mbps/利用率 50%）：  10 台  

・監視端末（最大必要帯域 6Mbps/利用率 100%）：  1 台  

 

支線網の必要帯域  ＝［ Max{500Kbps， 1.5Mbps}］＋［ 1.5Mbps］  

＋［ 1.5Mbps×50%×10 台］＋［ 6Mbps］  

     ≒  17Mbps 

（ネットワーク機器の規格により 100Mbps の伝送容量が必要と判断する。）  

 

【 基幹網の必要帯域】  
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なる算出式を用いる。  

 

 

     i. ループ型で構成する場合  

ループ型で構成する場合は、ループを構成する基幹網に全てのトラフィックが集中する

ため、各支線網と各一次施設で必要とされる帯域の総和を必要帯域とする。ループ型の場

合の算出式を以下に示す。  

         ｍ                  ｎ  

 必要帯域  ＝  Σ［（一次施設の必要帯域）ｉ］  ＋  Σ［（支線網の必要帯域）ｊ］  

        ｉ =1                ｊ =1 

   ※ i は各一次施設、  j は一次施設に接続する支線網を示す。  

 

一次施設E

一次施設B

一次施設A

一次施設D 一次施設C

センター施設

二次
施設

二次
施設

二次
施設Ｚ1

Ｚ2

Ｚ3
基幹網の帯域＝Ｘ

・
・
・

基幹網の帯域： Ｘ ＝ Ｙ1+Ｙ2+Ｙ3+…Ｚ1+Ｚ2+Ｚ3+…

Ｙ1

Ｙ2Ｙ3Ｙ4

Ｙ5

二次
施設

二次
施設

二次
施設

・・・

Ｚ4Ｚ5Ｚ6

 

図  2 ループ型での帯域算出例  

上記式より、必要帯域を算出した後、ネットワーク機器の製品規格及び経済性に照らし、

ネットワーク機器の実行スループットを考慮した上で利用可能な最小規格を選択する。  

 

例）以下のケースにおいて必要帯域を算出する。  

・一次施設Ａ～Ｅの必要帯域：（ 2Mbps,1.5Mbps,2Mbps,1.5Mbps,2Mbps）  

・支線網 Z1～ Z6 の必要帯域（ 1.5Mbps,2Mbps,1.5Mbps， 2Mbps,1.5Mbps,30Mbps）  

 

基幹網の必要帯域  ＝  （ 2 + 1.5 + 2 + 1.5 + 2）＋（ 1.5 + 2 + 1.5 + 2 + 1.5 + 30）  

         ＝  47.5Mbps 

（ネットワーク機器の規格により 100Mbps の伝送容量が必要と判断する。） 

        

     ii. スター型で構成する場合  

スター型で構成する場合は、センター施設と一次拠点間でトラフィックが一次施設毎に

分散するため、一次施設に集約する支線網の帯域と一次施設内の帯域を総和したものを必

要帯域とする。スター型の場合の算出式を以下に示す。  

 

                      ｎ  

 必要帯域  ＝  （一次施設の必要帯域）  ＋  Σ［（支線網の必要帯域）ｉ］  

                      ｉ =1 

   ※ i は一次施設に接続する支線網を示す。  
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基幹網の帯域＝Ｘ

一次施設D

センター施設

一次施設C 一次施設B
二次
施設

二次
施設

一次施設A

二次
施設

Ｚ1

Ｚ2

Ｚ3

Ｙ1

基幹網の帯域： Ｘ ＝ Ｙ1+Ｚ1+Ｚ2+Ｚ3+…  

図  3 スター型での帯域算出例  

 

上記式より、必要帯域を算出した後、ネットワーク機器の製品規格及び経済性に照らし、

ネットワーク機器の実行スループットを考慮した上で利用可能な最小規格を選択する。  

 

例）以下のケースにおいて必要帯域を算出する。  

・一次施設Ａの必要帯域：（ 2Mbps）  

・支線網 Z1～ Z3 の必要帯域（ 1.5Mbps,2Mbps,30Mbps）  

 

基幹網の必要帯域  ＝  （ 2）＋（ 1.5 + 2 + 30）  

         ＝  35.5Mbps 

（ネットワーク機器の規格により 100Mbps の伝送容量が必要と判断する。） 

 

   ②  基 幹網、支線網の光ファイバ心線数  

光フ ァイバを自 設する際 の心線数に ついては 、通信トラ フィック の種類や、 ネットワ ークの

二重化対策等を考慮し、必要な心線数を算出する必要がある。心線数に関しては、論理仕様の

項で述べられるネットワーク論理分割技術の活用や経済性を考慮し、適正な水準にする必要が

ある。民間通信事業者等への開放目的がある場合は、当該事業者と開放範囲、開放地域を協議

し、必要な心線の仕様及び心線数を算出する必要がある。  

 

一般的な光ファイバの必要心線数の算出式を以下に示す。  

 

    a. 通信トラフィックによって心線を物理的に分ける場合  

（必要心線数）  ＝  ［ (基本心線数 ) × （通信トラフィックの種類）  

ｎ  

＋  Σ｛ (高度利用のための心線数 )i｝］×（信頼性向上指数）＋（予備心線数） 

i=1 

       ※ i は高度利用する通信トラフィックの種類  

    b. 通信トラフィックを論理分割する場合  

（必要心線数）  ＝｛（基本心線数）＋（高度利用のための心線数）｝  

×（信頼性向上指数）＋（予備心線数） 

 

上記式より、必要心線数を算出した後、一般的に提供されている光ファイバの規格単位

（主として４心単位）及び経済性に照らし、最小の心線数を適正心線数として選択する。  

 

… 
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（適正心線数）  ＝  必要心線数に最も近い４の倍数（≧必要心線数）  

  民間事業者等へ開放する光ファイバは、利用用途、セキュリティを考慮し、地域公共ネ

ットワークで利用する光ファイバと心線を物理的（テープ単位・心線単位）に分けるべき

である。  

 

●基本心線数・・・ネットワーク機器間を接続し、安定した通信を行うために必要な光ファ

イバ心線数の最小単位は２心とし、シングルモード型光ファイバを利用

する。（参考資料３）ただし、１心型のネットワーク機器を使用する場合

は、基本心線数は 1 心とする。  

 

●通信トラフィックの種類・・・通信上のセキュリティやトラフィックの干渉などを考慮し

通 信 ト ラ フ ィ ッ ク の 種 類 ご と に 光 フ ァ イ バ の 心 線 を 使 い

分けることを可能とする。  

表  8 通信トラフィックの種類（例）  

一 般 公 開 系 ネ ッ ト ワ ー ク  地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク ア プ リ ケ ー シ ョ ン 、 W e b  等  

情 報 登 録 用 ネ ッ ト ワ ー ク  行 政 情 報 の 入 力  等  

防 災 用 ネ ッ ト ワ ー ク  河 川 監 視 動 画 伝 送  等  

学 校 教 育 用 ネ ッ ト ワ ー ク  学 校 間 交 流 、 Ｔ Ｖ 会 議  等  

民 間 事 業 者 開 放 用  ケ ー ブ ル テ レ ビ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト ア ク セ ス  等  

 

●高度利用のための心線数・・・ネットワーク機器の経済性を考慮し、複数心線を束ねて高

速通信を行う（リンクアグリゲーション）場合に必要とな

る心線数であり、以下の式で表される。なお、高度利用を

行わない場合は、“０”とする。  

 

（基本心線数）×｛（必要帯域／ネットワーク機器の規格）－１｝  

た だ し 、 必 要 帯 域 は 、 通 信 ト ラ フ ィ ッ ク に よ っ て 心 線 を 物 理 分 割 す る 場 合 は 、

通信トラフィック毎の帯域とする。また、ネットワーク機器の規格は実行スルー

プットであり、（必要帯域／ネットワーク機器の規格）は切り上げの整数とする。 

 

●信頼性向上指数・・・ネットワーク機器の二重化やネットワーク経路の二重化などを考慮

した心線数を確保する。（２．０以下）  

 

 

●民間開放するため心線数・・・  あらかじめケーブルテレビ事業者、高速・超高速インタ

ーネットアクセス事業者への開放を目的とする場合、開放

先候補となる事業者と協議し、必要となる心線の仕様及び

心線数を算出する。  

 

      民間に開放する心線としては、サービス提供事業者の施設から各住宅を結ぶア

クセス回線に利用する場合（図 4）とサービス提供事業者の施設間の中継伝送に

利用する場合（図 5）の２つに分類される。また、地域イントラネット基盤施設

整 備 事 業の 補 助金 を活 用 す る場 合 の考 え方 に つ いて は （ 参 考 資 料 １ ３ ） に 示 す 。 
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図 4 アクセス回線利用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 中継伝送利用  

 

＜アクセス回線用心線＞  

   例）アクセス回線用心線として以下のケースにおける、光ファイバの心線数を算出す

る。  

     ・世帯数：５００世帯（中心部２００世帯、郊外２００世帯、山間部１００世帯） 

     ・加入見込み：１００％  

     アクセス回線用光ファイバの方式は、各家庭を１心の光ファイバで接続するシン

グルスター方式と、最大６４に分岐するＰＯＮ（ Passive Optical Network）方式が

ある。  

         

    【シングルスター方式】  

     ・基本心線数：１心  

     ・予備心線数：ケーブルルート（方面）単位に４心（１テープ）  

     （必要心線数）＝ [（世帯数）ｘ（基本心線） ]＋予備心線数  

            ＝ [５００ｘ１ ]＋ [４ｘＮ ]＝５００＋１２＝５１２  

（Ｎ＝３の場合） 

     （適正心線数）＝必要心線数に最も近い４の倍数（≧必要心線数）  

            ＝５１２  

    【ＰＯＮ方式】  

     ・基本心線数：１  

     ・予備心線数：ケーブルルート（方面）単位に４心（１テープ）  

・分岐の考え：最大３２分岐（センタ内４分岐、屋外８分岐）  
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・収容効率 （ ※ １ ）：中心部（密集地域）１００％、郊外（散在地域）５０％、  

山間部等２５％ （ ※ ２ ）  

               （ ※ １ ） １ つ の ８ 分 岐 カ プ ラ に 接 続 で き る 世 帯 数 の 割 合  

               （ ※ ２ ） 例 え ば 、 山 間 部 等 で は 、 カ プ ラ の 収 容 範 囲 に 世 帯 が 少 な い た め 、 ８ 分 岐 カ プ ラ の う ち  

２ 分 岐 し か 使 用 で き ず 、 ６ 分 岐 分 が 未 収 容 と な る こ と を 示 す 。  

     （必 要心線 数）＝ [（中心部世帯数）ｘ（基本心線） ]÷[（屋外分岐数）ｘ（中心

部収容効率） ]＋ [（郊外世帯数）ｘ（基本心線） ]÷[（屋外分

岐数）ｘ（郊外収容率） ]＋ [（山間部世帯数）ｘ（基本心線） ]

÷[（屋外分岐数）ｘ（山間部収容率） ]＋予備心線数  

            ＝ [２００ｘ １ ]÷[８ｘ１００％ ]＋ [２００ｘ１ ]÷[８ｘ５０％ ]

＋ [１００ｘ１ ]÷[８ｘ２５％ ]＋ [４ｘＮ ] 

＝１２５＋１２（Ｎ＝３の場合）＝１３７  

     （適正心線数）＝必要心線数に最も近い４の倍数（≧必要心線数）  

＝１４０  

 

    中心部、郊外、山間部の分類については、地域特性、地域事情にあわせる。  

 

＜中継伝送用心線＞  

        例）中継伝送用心線として算出する心線数は、センター拠点とサブセンター拠点（中  

         継点）間での通信用、放送用として必要となる光ファイバ心線の最大数とする。  

          また、サブセンターの設置目的は、地域特性によるもの、事業主体の事情による

もの等様々であるが、例えば、放送の観点から見て、  

          （ 1）集落までの伝送距離が長いため、伝送路損失等品質を保証（増幅）する場合  

          （ 2）離れた大きな居住地区をカバーする場合（多分配のための増幅）  

          （ 3）地域区分（行政区分など）が異なり自主放送番組を差替える場合  

   等の目的で設置されることもあり、必要心線数は当該目的を考慮した上で算出する

必要がある。  

 

・必要システム数： 1 

・多 ch 放送用： 1 心  

・自主放送差替用： 3 心（番組伝送 1 心＋制御 2 心）  

・番組中継用： 2 心  

・通信用： 2 心  

・ネットワーク監視用： 2 心  

（必要心線数）＝多ｃｈ放送用 1 心＋自主放送差替用 3 心＋番組中継用 2 心  

＋通信用 2 心＋ネットワーク監視用 2 心  

＝ 10 心  

           （適正心線数）＝必要心線数に最も近い４の倍数（≧必要心線数）  

                  ＝ 12 心  
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       ＜ケーブルテレビ事業者に開放する場合＞  

        実際のケーブル敷設では、河川、大規模道路、鉄道などが敷設ルートの障害となるの  

       で、地域での集落形態などを考慮して心線数を設定する必要がある。地方都市になるほ

ど住宅間距離が長くなり、また、集落が長くなるため分配容量が減少する。また、住宅

団地、工業団地などの開発計画も考慮した設計が必要である。  

        スター型配線においてもケーブルルートが制限されるので途中でケーブル分岐が行わ

れ外観的にはツリー型構造となる。ネットワーク構築費用構成から見ると、ケーブル敷

設費用の比率が高く、予めファイバ心数を多く入れておくことが一般的である。  

 

【光ハイブリッドケーブルテレビシステム】  

 光ハイブリッドケーブルテレビシステムでは、ある世帯数をグルーピングしてセ

ルを構成し、その 1 セルに対して 1 光ファイバ回線を設け、セル内は同軸ケーブル

によるツリー型配線となる。セルサイズによりミニセル型（ FTTC 型）と普通セル型

（ HFC 型 ）と がある。  

 

－  FTTC 型光ハイブリッドケーブルテレビシステム（ミニセル型）  

           ・世帯数： 500 世帯  

・加入見込み： 1.0（ 100％）  

・光ファイバ分岐：なし（シングルスター型）  

・ミニセルサイズ： 60 世帯  

・必要システム数： 500÷60＝ 8.3≒ 9 sys 

・基本心線数： 4 心（放送 1 心＋通信 2 心＋予備 1 心）  

（必要心線数）＝（必要システム数）×（基本心線数）  

＝ 9 sys×4 心＝ 36 心  

           （適正心線数）＝必要心線数に最も近い４の倍数（≧必要心線数）  

                  ＝ 36 心  

 

－  HFC 型光ハイブリッドケーブルテレビシステム（普通セル型）  

・世帯数： 500 世帯  

・加入見込み： 1.0（ 100％）  

・光ファイバ分岐：なし（シングルスター型）  

・セルサイズ： 300 世帯  

・必要システム数： 500÷300＝ 1.7≒ 2 sys 

・基本心線数： 4 心（放送 1 心＋通信 2 心＋予備 1 心）  

（必要心線数）＝（必要システム数）×（基本心線数）  

＝ 2 sys×4 心＝ 8 心  

           （適正心線数）＝必要心線数に最も近い４の倍数（≧必要心線数）  

                  ＝ 8 心  

 

【 FTTH 型ケーブルテレビシステム】  

・世帯数： 500 世帯  

・加入見込み： 1.0（ 100％）  

・光ファイバ分岐： 16 分岐（パッシブダブルスター型）  

・必要システム数： 500÷16＝ 31.3≒ 32 

・基本心線数： 4 芯（放送 1 心＋通信 2 心＋予備 1 心）  

（必要心線数）＝（必要システム数）×（基本心線数）  
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＝ 32sys×4 心＝ 128 心  

           （適正心線数）＝必要心線数に最も近い４の倍数（≧必要心線数）  

                  ＝ 128 心  

 

＜波長・帯域単位で開放する場合＞  

光ファイバ等を波長・帯域単位で開放する場合には、地方公共団体は電気通信事業の

登録又は届出を行うことが必要である。  

光ファイバ等を波長・帯域単位で開放する場合は、当該光ファイバ網の所有者が波長・

帯域を発生させる波長分割多重化装置（ WDM 装置）等を含め、伝送路設備全体を支配・

管理している状態と認められる。  

したがって、この場合は電気通信事業者側ではなく、所有者側、すなわち地方公共団

体が、電気通信事業の登録又は届出を行い、ネットワークの安全・信頼性を確保し、一

般利用者の利益を保護するため、その伝送路設備について、設備の損傷等の防止、利用

者の通信内容の漏えいの防止といった技術基準への適合を維持しなければならない。  

（ 出 典 ： 地 方 公 共 団 体 が 整 備 ・ 保 有 す る 光 フ ァ イ バ 網 の 電 気 通 信 事 業 者 へ の 開 放 に 関 す る 標 準 手 続  第 ２ 版  

（ 平 成 1 6年 6月  総 務 省  ／ h t t p : / / w w w . s o u m u . g o . j p / j o h o _ t s u s i n / p d f / h i k a r i _ 0 4 0 6 . p d f）)  

 

●予備心線数・・・心線の断裂や緊急時の利用等を想定した予備心線を考慮する。(4 心程度 ) 

例）以下のケースにおける、光ファイバ心線数を算出する。  

・基本心線数：２心  

・通信トラフィックの種類：一般公開用、情報登録用  

・必要帯域：一般公開用（ 110Mbps）、情報登録用（ 30Mbps）  

・信頼性向上指数：１．５  ・予備心線数：４心  

なお、論理分割の場合は、高度利用を行うこととし、物理分割の場合は一般公開用の

み高度利用を行うこととする。その場合のネットワーク機器の規格は１００ Mbps とする。 

 

通信トラフィックによって心線を物理的に分ける場合  

高度利用のための心線数（一般公開用）＝  2 ×（  110 / 100 – 1 ）＝  2 

必要心線数  ＝  ｛（ 2 × 2）＋  2｝× 1.5 ＋  4 

      ＝  13（よって適正心線数は 16 心となる）  

 

通信トラフィックを論理分割する場合  

高度利用のための心線数  ＝  2 × （ 140 / 100 – 1）＝  2 

必要心線数  ＝  （ 2 ＋  2）× 1.5 ＋  4 

        ＝  10（よって適正心線数は 12 心となる）  

上記算出式は、１対１の施設間の心線数の算出となっており、複数の施設を集約する一

次施設などに関しては、一次施設に合計で引き込まれる物理的な引き込み心線数が多くな

るので、注意が必要である。  
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図  6 複数の施設との接続イメージ  

 

上記のようなケースでは、一次施設Ａへの物理的な引き込み心線数は、  

１２＋１２＋１２＋１２＋１６  ＝  ６４（心）   となる。  

 

なお、ダークファイバを利用する場合も、上記と同様な算出式で必要心線数の算出が可能

であるが、信頼性向上指数や予備心線数については、保守条件等により必ずしも考慮しなく

ても良いので、サービス内容をよく確認して心線数を決定する必要がある。  

また、地域公共ネットワークを開放する場合には、「地方公共団体が整備・保有する光ファ

イバ網の電気通信事業者への開放に関する標準手続（第２版）」（平成 16 年 6 月  総務省／

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pdf/hikari_0406.pdf ）に留意する必要がある。  

１ ２ 心  

１ ２ 心  

１ ２ 心  

１ ６ 心  

二次施設Ａ  

二次施設Ｃ  

二次施設Ｂ  

二次施設Ｄ  

１ ２ 心  

一次施設Ａ  センター施設  

６ ４ 心  

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pdf/hikari_0406.pdf�
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   ③  施 設内ＬＡＮ構成  

施設内ＬＡＮを構築 する際は、以下の選 択基準を踏まえて、 実現しようとするア プリケーシ

ョンや、建物の構造、経済性等を十分に考慮して、最適な構築手法を選択する必要がある。  

 

    a. 施設内ＬＡＮの構成例  

施設内ＬＡＮのネットワーク方式は、イーサネット方式（後述の表  12 参照）であるこ

とが望ましい。  

施設内ＬＡＮの一般的な構成の例を以下に示す。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図  7 施設内ＬＡＮの構成イメージ  

 

    表  9 施設内ＬＡＮの構成区分  

機 器 種 別  概 要  

基 幹 網 接 続 装 置  

支 線 網 接 続 装 置  

基 幹 網 お よ び 、 支 線 網 の 引 き 込 み 点 に 設 置 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 。 基 幹 網 お よ び 支 線 網 の

回 線 の 種 類 に よ り 、 対 応 し た 機 器 を 用 意 す る 必 要 が あ る 。  

ゲ ー ト ウ ェ イ 機 器  フ ァ イ ア ウ ォ ー ル や ル ー タ 等 、 外 部 か ら の 不 正 な ア ク セ ス を 遮 断 し た り 、 Ｎ Ａ Ｔ ( * 1 )機 能 を

持 つ 機 器 を 選 定 す る 。 上 記 基 幹 網 接 続 装 置 、 支 線 網 接 続 装 置 と 同 一 の 機 器 で 処 理 さ れ る 場 合 も

あ る 。  

ス イ ッ チ  複 数 の Ｐ Ｃ 等 の 端 末 を Ｌ Ａ Ｎ に 接 続 す る た め 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 分 岐 さ せ る 役 割 を 持 つ 。 Ｌ ３

ス イ ッ チ 、 Ｌ ２ ス イ ッ チ 、 リ ピ ー タ Ｈ Ｕ Ｂ な ど 、 施 設 内 Ｌ Ａ Ｎ の 設 計 に よ り 最 適 な 機 器 を 選 択

す る 必 要 が あ る 。  

無 線 Ｌ Ａ Ｎ 装 置  無 線 技 術 を 用 い て デ ー タ 伝 送 す る た め 、 Ｌ Ａ Ｎ ケ ー ブ ル 等 を 使 用 す る 必 要 が な い 。  

メ デ ィ ア コ ン バ ー タ  同 一 施 設 内 で も 、 建 物 間 な ど で は 光 フ ァ イ バ が 利 用 さ れ 、 そ の 際 は メ デ ィ ア コ ン バ ー タ で 接

続 さ れ る 。（ 光 フ ァ イ バ を 収 容 す る イ ン タ ー フ ェ ー ス を 持 っ た ス イ ッ チ で 接 続 さ れ る 場 合 も あ

る 。）  

( * 1 )  Ｎ Ａ Ｔ （ N e t w o r k  A d d r e s s  T r a n s l a t i o n）： プ ラ イ ベ ー ト ア ド レ ス で 構 成 さ れ て い る 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ と イ ン タ ー ネ ッ ト 接

続 す る た め の グ ロ ー バ ル ア ド レ ス を 相 互 変 換 す る 機 能 。  

P C 等  

無 線 L A N  
ア ク セ ス ポ イ ン ト  

メ デ ィ ア コ ン バ ー タ  メ デ ィ ア コ ン バ ー タ  

ス イ ッ チ 等  

P C 等  

無 線 L A N
付 P C 等  

ス イ ッ チ 等  

3Com

基 幹 網 接 続 装 置  

支 線 網 接 続 装 置  

CISCOSYSTEMS

ゲ ー ト ウ ェ イ 機 器  

P C 等  

※  ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 に つ い て は 、

ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 仕 様 の 項 に て

触 れ る 。  

※  施 設 の 建 物 設 計 に よ っ て 無 線 、

有 線 を 有 効 に 使 い 分 け る 。  
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    b. 有線ＬＡＮと無線ＬＡＮの比較  

施設内ＬＡＮを整備する上での、有線ＬＡＮと無線ＬＡＮの選択基準を以下に示す。  

   表  10 有線ＬＡＮと無線ＬＡＮの比較  

 有 線 Ｌ Ａ Ｎ  無 線 Ｌ Ａ Ｎ  

概  要  

Ｌ Ａ Ｎ ケ ー ブ ル を 用 い て デ ー タ 伝 送 を 行 う 。  無 線 技 術 を 利 用 し た デ ー タ の 送 受 信 。 一 般 的 に は 、

有 線 Ｌ Ａ Ｎ と 接 続 し て い る ア ク セ ス ポ イ ン ト と 、Ｐ Ｃ

間 で 通 信 を 行 う 。  

メ リ ッ ト  

・ 回 線 の 高 速 化 が 可 能 。  

・ 有 線 の た め 、 通 信 の 信 頼 性 が 高 い 。  

・機 器 の 接 続 に お い て 異 な る メ ー カ ー 同 士 で あ っ て

も ほ と ん ど の 場 合 相 互 接 続 可 能 。  

・ ケ ー ブ ル 敷 設 を 敷 設 す る 必 要 が な い た め 、工 事 費 が

安 価 で 、 迅 速 な Ｌ Ａ Ｎ 構 築 が 可 能 。  

・ 無 線 の 届 く 範 囲 で の 端 末 設 置 場 所 が 自 由 。  

・ 壁 な ど の 障 害 物 の 効 果 に よ り 、ア ク セ ス ポ イ ン ト の

稠 密 な 設 置 が 可 能 。  

デ メ リ ッ ト  

・配 線 が わ ず ら わ し く 、場 合 に よ っ て は ケ ー ブ ル 敷

設 工 事 を 要 す る 。  

・ 端 末 の 移 動 に ケ ー ブ ル の 制 限 が あ る 。  

・ネ ッ ト ワ ー ク 変 更 を 行 う 場 合 、再 工 事 が 必 要 と な

る 。  

・ 壁 な ど の 障 害 物 に 通 信 距 離 が 左 右 さ れ る 。  

・ 電 波 を 利 用 し た も の は 、規 格 に よ っ て は 、他 の 電 化

製 品 等 の 干 渉 を 受 け や す く 、 通信 品 質 が 不 安 定 に な

り や す い 。（ 光 無 線 は 、 他 の 電 化 製 品 等 の 干 渉 を 受

け な い 。）  

・ 高 速 通 信 に は 不 向 き 。（ 光 無 線 は 高 速 通 信 可 能 ）  

・ 規 格 や 製 造 元 が 異 な る と 互 換 性 が な い 場 合 が あ る 。 

・通 常 の イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 時 に お け る セ キ ュ リ テ ィ

対 策 に 加 え 、 電波 の 盗 聴 や 不 正 接 続 に 対 す る セ キ ュ

リ テ ィ 対 策 （ E S S - I D、 W P A、 I E E E 8 0 2 . 1 x、 Ｍ Ａ Ｃ ア

ド レ ス フ ィ ル タ リ ン グ ） 等 が 必 要 。  

（ 光 無 線 は 、 セ キ ュ リ テ ィ 面 で優 れ て い る ）  

伝 送 媒 体  Ｕ Ｔ Ｐ 、 光 フ ァ イ バ 等  電 波 、 赤 外 線 光 等  

伝 送 規 格  
I E E E 8 0 2 . 3 な ど  I E E E 8 0 2 . 1 1 a、 b、 g、 n な ど （ 光 無 線 は A R I B - S T D - T 5 0

な ど ）  

伝 送 速 度  

イ ー サ ネ ッ ト  ( 1 0 M b p s / 1 0 0 M b p s / 1 G b p s 等 )  

※ 既 に 1 0 ギ ガ ビ ッ ト ・ イ ー サ ネ ッ ト が 製 品 化 さ れ

つ つ あ る 。  

2 M b p s / 1 1 M b p s / 5 4 M b p s / 1 0 0 M b p s 以 上 ( * )等 （ 光 無 線 は

1 0 M b p s ､ 1 . 2 5 G b p s 等 ）  

※ 電 波 状 態 に よ り 通 信 速 度 が 変 動 す る 。  

※ 技 術 革 新 及 び 周 波 数 の 再 分 配 に よ り 、高 速 化 対 応 の

可 能 性 あ り 。  

（ 光 無 線 は 1 0 M b p s ､ 1 0 0 M b p s 、 1 5 5 M b ps 、 6 2 2 M b ps 、

1 . 2 5 G b p s 等 ）  

( * )高 速 無 線 L A N が 平 成 1 9 年 5 月 に 制 度 化 予 定 。  
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   ④  ネ ットワーク機器  

    a. ネットワーク機器の種類と特徴  

地域公共ネットワークで一般的に使用する代表的なネットワーク機器の特徴を以下に示

す。  

  表  11 ネットワーク機器の種類と特徴  

分 類   装 置 名  特 徴  対 象  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設  

 

 

間  

 

 

接  

 

 

続  

 

 

用  

 

 

機  

 

 

器  

1  メ デ ィ ア コ ン バ ー タ  光 フ ァ イ バ と Ｕ Ｔ Ｐ の 信 号 を 変 換 す る 装 置 。 1 心 で 接 続 す る 製 品 と 、 ２ 心

を 使 っ て 接 続 す る 製 品 が あ る 。  
全 施 設  

2  Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ  Ｃ Ａ Ｔ Ｖ の 同 軸 網 を 使 っ て デ ー タ 通 信 を 行 う た め の 装 置 。Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 局 側 に

置 か れ る Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ と 、 加 入 者 側 に 置 か れ る ケ ー ブ ル モ デ ム の 間 で 通 信 を 行

う 。  

全 施 設  

3  衛 星 モ デ ム  V S A T (※ 1 )衛 星 通 信 を 使 っ て デ ー タ 通 信 を 行 う た め の 装 置 。  

ベ ー ス バ ン ド 信 号 を 衛 星 通 信 に 使 用 可 能 な 無 線 に 変 換 す る 。  
全 施 設  

4  ル ー タ  レ イ ヤ ３ の ル ー テ ィ ン グ を 行 う た め の 装 置 。各 種 イ ン タ フ ェ ー ス（ Ｌ Ａ Ｎ 、

Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 、専 用 線 等 ）毎 に 製 品 が 販 売 さ れ て い る 。上 述 の レ イ ヤ ３ ス イ ッ チ

と 機 能 が 類 似 し て お り 、一 般 的 に は レ イ ヤ ３ ス イ ッ チ よ り 制 御 機 能（ Ｑ ｏ Ｓ 、

フ ィ ル タ リ ン グ 等 ） に 優 り 、 性 能 は 劣 る 。  

全 施 設  

5  W A N 高 速 化 装 置  主 に「 T C P」の 流 れ を 滞 ら せ な い よ う コ ン ト ロ ー ル す る 装 置 。 W A N で 結 ば れ

る 両 拠 点 に 設 置 す る こ と で 、 W A N 回 線 で 起 こ る 遅 延 を 抑 制 す る 。効 率 的 な デ

ー タ の や り と り が 可 能 と な り 、 ス ル ー プ ッ ト を 向 上 さ せ る 。  

全 施 設  

6  帯 域 制 御 装 置  ネ ッ ト ワ ー ク 内 を 行 き 交 う 通 信 デ ー タ に 対 し て 、デ ー タ 量 を 一 定 に 制 限 し

た り 、必 ず 一 定 量 の デ ー タ 通 信 が 行 え る よ う に 通 信 帯 域 を 確 保 し た り す る 装

置 。  

セ ン タ ー 施 設  

7  Ｇ Ｅ － Ｐ Ｏ Ｎ  Ｏ Ｌ Ｔ

装 置  

光 フ ァ イ バ 加 入 者 通 信 網 に お け る 、 電 話 局 側 の 終 端 装 置 。 下 り （ セ ン タ ー

か ら 加 入 者 方 向 ） に 1 4 9 0 n m、 上 り （ 加 入 者 か ら セ ン タ ー 方 向 ） に 1 3 1 0 n m の

波 長 を 割 り 当 て た W D M（ W a v e l e n g t h  D i v i s i o n  M u l t i p l e x i n g： 波 長 多 重 ） 方

式 を 使 っ て 、 １本 を 複 数 の 光 フ ァ イ バ の よ う に 扱 い な が ら 通 信 を 行 う 。 伝送

距 離 は 最 大 2 0 k m  

セ ン タ ー 施 設

/一 次 施 設  

8  Ｗ Ｄ Ｍ 装 置  光 フ ァ イ バ に よ る 超 高 速 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る た め の 装 置 。光 フ ァ イ バ

の 中 を 、 波長 を 多 重 化 し た 光 を 通 す こ と に よ り 、一 対 の 光 フ ァ イ バ を 擬 似 的

に 複 数 本 あ る よ う に 利 用 で き る 装 置 。 主 と し て 基 幹 網 の 接 続 に 利 用 さ れ る 。 

セ ン タ ー 施 設  

/一 次 施 設  

9  Ａ Ｔ Ｍ 交 換 機  

 

Ａ Ｔ Ｍ ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る た め の 交 換 機 。基 幹 網 の 接 続 、も し く は Ａ

Ｔ Ｍ 方 式 を 採 用 す る 既 存 ネ ッ ト ワ ー ク と の 接 続 の 際 に 利 用 さ れ る 。  

セ ン タ ー 施 設  

/一 次 施 設  

10  ハ イ エ ン ド ル ー タ  ル ー タ の 中 で も 、特 に 超 高 速 の 処 理 能 力 を 持 つ も の や 、高 速 ネ ッ ト ワ ー ク

系 の イ ン タ ー フ ェ ー ス（ １ ０ ギ ガ ビ ッ ト・イ ー サ ネ ッ ト 、Ｓ Ｏ Ｎ Ｅ Ｔ ／ Ｓ Ｄ

Ｈ 等 ） を搭 載 可 能 な も の を 言 い 、 主と し て 基 幹 網 を 接 続 す る 場 合 に 利 用 さ れ

る 。  

セ ン タ ー 施 設  

/一 次 施 設  

11  Ｇ Ｅ － Ｐ Ｏ Ｎ  Ｏ Ｎ Ｕ

装 置  

光 フ ァ イ バ 加 入 者 通 信 網 に お い て 、パ ソ コ ン な ど の 端 末 機 器 を ネ ッ ト ワ ー

ク に 接 続 す る た め の 装 置 。屋 内 に 設 置 す る 屋 内 設 置 型 と 屋 外 に 設 置 す る 屋 外

設 置 型 が あ り 、屋 外 設 置 型 は 、Ｖ - O N U も 有 し V i d e o と D a t a を 混 合 し 屋 内 に

デ ー タ 伝 送 す る 方 式 と な る 。ま た 、そ の 場 合 、屋 内 へ の 通 信 に 、同 軸 ケ ー ブ

二 次 施 設  
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ル（ 既 存 の テ レ ビ 用 ア ン テ ナ 等 ）を 利 用 す る も の も あ る 。屋 外 機 器 へ の 電 源

の 供 給 は 屋 内 か ら 供 給 す る こ と も で き る 。  

12  海 底 光 伝 送 端 局 装 置  接 続 さ れ る 陸 上 シ ス テ ム と の 整 合 性 を と る た め の 装 置 。一 般 に 陸 上 に 設 置

さ れ る 。 光 多 重 対 応 （ W DM 等 ） 装 置 と す る こ と に よ り 、 伝 送 容 量 や 帯 域 の 増

大 を 図 る こ と が で き る 。  

基 幹 網  

（ 海 底  

ケ ー ブ ル ）  

13  海 底 光 増 幅 中 継 器  超 高 速 多 重 伝 送 技 術 や 大 容 量 化 波 長 多 重 技 術 を 用 い る 際 に 、減 少 し た 光 信

号 を 増 幅 さ せ る た め に 設 置 さ れ る 装 置 。 必要 な 電 力 は 、 陸揚 局 に 設 置 す る ケ

ー ブ ル 給 電 装 置 か ら 直 流 電 流 で 供 給 さ れ る 。  

基 幹 網  

（ 海 底  

ケ ー ブ ル ）  

施  

 

設  

 

内  

 

Ｌ  

 

Ａ  

 

Ｎ  

 

用  

 

機  

 

器  

14  ハ ブ ／ ス イ ッ チ  一 本 の Ｌ Ａ Ｎ ケ ー ブ ル を 複 数 に 分 岐 す る た め の 装 置 。  全 施 設  

15  レ イ ヤ ２ ス イ ッ チ  

(※ 2 )  

バ ー チ ャ ル Ｌ Ａ Ｎ を 構 成 す る た め の ス イ ッ チ 。レ イ ヤ ３ の ル ー テ ィ ン グ 機

能 を 持 た な い た め 、 通 常 レ イ ヤ ３ ス イ ッ チ よ り 安 価 。  
全 施 設  

16  レ イ ヤ ３ ス イ ッ チ  

(※ 2 )  

レ イ ヤ ３ の ル ー テ ィ ン グ 機 能 を も っ た ス イ ッ チ 。レ イ ヤ ２ ス イ ッ チ の 機 能

を 兼 ね 備 え た も の も あ る 。 後述 の ル ー タ と 機 能 が 類 似 し て お り 、 一般 的 に は

ル ー タ よ り 性 能 は 優 り 、 制 御 機 能 （ Ｑ ｏ Ｓ 、 フ ィ ル タ リ ン グ 等 ） に 劣 る 。  

全 施 設  

1 7  シ ャ ー シ 型 ス イ ッ チ  

(※ 2 )  

シ ャ ー シ に 、ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス モ ジ ュ ー ル を 組 み 込 む こ と に よ

り 、上 述 の 、レ イ ヤ ２ ス イ ッ チ 、レ イ ヤ ３ ス イ ッ チ 、レ イ ヤ ４ ス イ ッ チ 等 に

な る 。 処理 速 度 が 高 速 で 、 イン タ ー フ ェ ー ス の 追 加 が モ ジ ュ ー ル 単 位 で で き

る た め 、大 規 模 な ネ ッ ト ワ ー ク に 適 し て お り 、セ ン タ ー 装 置 の 接 続 や 、基 幹

網 の 接 続 に 利 用 さ れ る 。ま た 、制 御 部 等 も モ ジ ュ ー ル で 構 成 さ れ る た め 、信

頼 性 向 上 の 構 成 （ 制 御 部 の 二 重 化 等 ） が と れ る 。  

セ ン タ ー 施 設  

/一 次 施 設  

1 8  レ イ ヤ ４ ス イ ッ チ  レ イ ヤ ４ の ル ー テ ィ ン グ 機 能 を も っ た ス イ ッ チ 。 Ｈ Ｔ Ｔ Ｐ （ レ イ ヤ ４ ） の

み 、 ＵＲ Ｌ フ ィ ル タ リ ン グ サ ー バ に ル ー テ ィ ン グ す る 、 等の 用 途 で 利 用 さ れ

る 。  

セ ン タ ー 施 設  

1 9  負 荷 分 散 装 置  サ ー バ 等 の 負 荷 を 分 散 す る た め に 、複 数 台 の サ ー バ を 仮 想 的 に 1 台 に 見 せ

か け 、 ア ク セ ス 毎 に 通 信 を 分 散 す る 装 置 。  
セ ン タ ー 施 設  

2 0  無 線 Ｌ Ａ Ｎ 装 置  Ｌ Ａ Ｎ を 無 線 化 す る た め の 装 置 。免 許 を 必 要 と し な い 、I E E E 8 0 2 . 1 1 シ リ ー

ズ の 無 線 Ｌ Ａ Ｎ が 主 流 。 光 無 線 技 術 な ど を 利 用 し た も の も あ る 。  
施 設 内 Ｌ Ａ Ｎ  

2 1  呼 制 御 サ ー バ  I P 電 話 サ ー ビ ス を 実 現 す る 中 核 と な る ソ フ ト ウ エ ア ま た は 装 置 。電 話 網 の

交 換 機 に 相 当 す る 機 能 を I P 網 上 で 実 現 す る 。  
全 施 設  

サ  

 

ー  

 

バ  

 

機  

 

器  

2 2  フ ァ イ ア ウ ォ ー ル  

専 用 機  

専 用 の 筐 体 に フ ァ イ ア ウ ォ ー ル ソ フ ト が 搭 載 さ れ た も の 。サ ー バ に フ ァ イ

ア ウ ォ ー ル ソ フ ト を 搭 載 し た 構 成 よ り も 、 処理 速 度 が 高 速 で 、 専用 Ｏ Ｓ に よ

り 高 い 安 全 性 を 実 現 す る 製 品 が 数 多 く 出 現 し て お り 、ス イ ッ チ や ル ー タ と 同

じ よ う に 取 り 扱 え る た め 、 近年 、 ファ イ ア ウ ォ ー ル ソ フ ト よ り も 人 気 が で て

い る 。  

セ ン タ ー 施 設  

2 3  キ ャ ッ シ ュ サ ー バ  

専 用 機  

専 用 の 筐 体 に キ ャ ッ シ ュ サ ー バ ソ フ ト が 搭 載 さ れ た も の 。イ ン タ ー ネ ッ ト

の 接 続 回 線 が 低 速 な 場 合 で も ネ ッ ト サ ー フ ィ ン を 快 適 に 行 う た め に 、ホ ー ム

ペ ー ジ コ ン テ ン ツ な ど を キ ャ ッ シ ン グ す る 機 能 を 実 装 し て い る 。サ ー バ に キ

ャ ッ シ ン グ ソ フ ト を 搭 載 し た 構 成 よ り も 、 処理 速 度 が 高 速 で 、 専用 Ｏ Ｓ に よ

り 高 い 安 全 性 を 実 現 す る 製 品 が 数 多 く 出 現 し て お り 、ス イ ッ チ や ル ー タ と 同

じ よ う に 取 り 扱 え る た め 、 近年 、 キャ ッ シ ュ サ ー バ ソ フ ト よ り も 人 気 が で て

い る 。  

セ ン タ ー 施 設  

(※ 1 ) V S A T  ＝  V e r y  S m a l l  A p e r t u r e  T e r m i n a l  、 超 小 型 地 球 局  

(※ 2 )ス イ ッ チ（ レ イ ヤ ２ ス イ ッ チ 、レ イ ヤ ３ ス イ ッ チ 、シ ャ ー シ 型 ス イ ッ チ ）は 施 設 間 接 続 用 機 器 と し て も 利 用 可  

能 。  
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    b. 通信インターフェースと高速化手法  

ネットワーク機器を選定する上では、必要な伝送容量に照らして、通信インターフェー

スを選択する必要がある。以下に、一般的な通信インターフェースの規格を示す。  

表  12 ネットワーク機器の通信インターフェース規格

ケーブル種別 UTPケーブル
同軸ケーブル

（CATV）
通信方式 イーサネット ATM PON イーサネット CMTSによる独自方式
伝送速度 100Mbps

1Gbps
10Gbps

最大622Mbps 1Gbps 100Mbps 下り30Mbps
上り10Mbps

通信インターフェース規格 ファスト・イーサネット
　・100BASE-FX
ギガビット・イーサネット
　・1000BASE-SX
　・1000BASE-LX
  ・10GBASE-SR
  ・10GBASE-LR
  ・10GBASE-ER
  ・10GBASE-CX4
  ・10GBASE-LX    など

ATM IEEE802.3ah ファスト・イーサネット
　・100BASE-TX
ギガビット・イーサネット
　・1000BASE-T

DOCSIS

伝送距離 ファスト・イーサネット
　・短距離型：2km
　・長距離型：15km
ギガビット・イーサネット
　・1000BASE-SX：2km
　・1000BASE-LX：10km
  ・10GBASE-SR：　300m
　・10GBASE-LR：　10Km
　・10GBASE-ER：　40Km
　・10GBASE-CX4：　15m
　・10GBASE-LX：　300m
　・その他長距離型
　　　　　   　　　　：70km
 など

短距離型：2km
中距離型：15km
長距離型：40km

20km 100m CMTSにより様々

扱い易さ ◎ ○

光ファイバ

有線LANで最も普及してい
る。耐ノイズ性能に劣り長
距離伝送に向かないが、
扱いが容易で拡張性に優
れており、低コストでLANを
構築することが可能。

ケーブルが細くて軽く、大容量のデータを伝送することが可能で、信号の減衰も少な
いが、折り曲げに弱く、ケーブルの接続に専用コネクタが必要。

特徴

主な用途

主に音声、映像信号の伝
送に用いられる。外部への
電磁波の漏れが少なく、あ
る程度の折り曲げが可能
であるが、配線の自由度が
低い。

△

拠点間の通信
・大容量通信を必要とする拠点間の通信

フロア内のLAN構築 CATV等による音声、映像
信号の伝送

 

※ 伝 送 距 離 は 、 一 般 的 な 環 境 下 に お け る 距 離 で あ り 、 実 際 の 伝 送 距 離 は ケ ー ブ ル の 品 質 や ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 性 能 に よ る 。 

 

さらに、バックボーンに接続するネットワーク機器を高速化する手法として、以下のよ

うな技術がある。大規模な公共ネットワークにおいては、以下のような高速化手法の検討

が必要な場合もある。  

  表  13 バックボーンの高速化手法  

高 速 化 手 法  特  徴  

ギ ガ ビ ッ ト・イ ー サ ネ ッ ト に よ る  

リ ン ク ア グ リ ゲ ー シ ョ ン  

・ 幹 線 に 2 G b p s 程 度 以 上 の 帯 域 が 必 要 な 場 合 に 検 討 さ れ る 手 法  

・ ギ ガ ビ ッ ト ・ イ ー サ ネ ッ ト を 物 理 的 に 束 ね て お り 、 一 系 の 故 障 時 に も 通 信 が 停 止

し な い た め 、 信 頼 性 向 上 の 面 で 優 れ て い る 。  

Ｗ Ｄ Ｍ  

・ 通 信 事 業 者 に よ る 1 0 0 G b p s 程 度 の バ ッ ク ボ ー ン と し て の 実 績 あ り 。  

・ ４ 波 ～ ８ 波 を 光 多 重 す る 小 型 の 製 品 が 市 場 に 流 通 し て い る 。  

・ 幹 線 に 1 0 G b p s 弱 の 帯 域 が 必 要 な 場 合 に 検 討 さ れ る 手 法  

・ シ ャ ー シ 型 ス イ ッ チ の 通 信 モ ジ ュ ー ル と し て も 提 供 さ れ て い る 。  
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１ ０ ギ ガ ビ ッ ト ・ イ ー サ ネ ッ ト  
・ 幹 線 回 線 と し て 採 用 さ れ て い る 実 績 が 少 な い 。  

・ こ れ か ら の 手 法 と 考 え ら れ る 。  

Ｓ Ｏ Ｎ Ｅ Ｔ ／ Ｓ Ｄ Ｈ  

・ O C 1 9 2 (約 1 0 G b p s )は 、 通 信 事 業 者 の バ ッ ク ボ ー ン と し て 採 用 さ れ て い る 。  

・ そ の 他 O C 3 ( 1 5 5 M )、 O C 1 2 ( 6 2 2 M )、 O C 4 8 ( 2 . 4 G )と 市 場 に 製 品 が 流 通 し て い る 。  

・ A T M  o v e r  S O N E T で 帯 域 制 御 な ど 、 通 信 品 質 の 高 い 豊 富 な 機 能 を 実 現 可 能 。  

・ 機 器 が 高 価 で あ る た め 、 こ れ か ら の 手 法 と し て は 、 検 討 の 余 地 を 残 す 。  

Ｍ Ｐ Ｌ Ｓ  

（ M u l t i  P r o t o c o l  

L a b e l  S w i t c h i n g）  

・ 通 信 事 業 者 の バ ッ ク ボ ー ン な ど で 利 用 さ れ る 方 式 で 、 バ ッ ク ボ ー ン 内 を 、 Ｉ Ｐ ア

ド レ ス を 使 わ ず に 、ラ ベ ル に よ り 高 速 に ス イ ッ チ ン グ す る 方 式 。Ｍ Ｐ Ｌ Ｓ 網 内 で 通

信 を 論 理 的 に 分 割 す る Ｍ Ｐ Ｌ Ｓ － Ｖ Ｐ Ｎ の 機 能 は 、通 信 事 業 者 の 通 信 サ ー ビ ス の バ

ッ ク ボ ー ン の 機 能 と し て 注 目 さ れ て い る 。  

 

    c. ネットワーク機器の信頼性について  

ネットワーク機器の内、重要なものについては、信頼性の向上を検討する必要がある。  

     表  14 ネットワーク機器の信頼性向上のための手法  

手 法  概 要  

ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 二 重 化  
ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の ト ラ ブ ル 時 に 、ス タ ン バ イ 機 へ の 切 り 替 え を 行 う 。ス タ ン バ イ 用 の

ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 を 追 加 で 用 意 す る 必 要 が あ る 。  

電 源 の 二 重 化  

電 源 ユ ニ ッ ト の 二 重 化 に よ り 、電 源 ユ ニ ッ ト ト ラ ブ ル 時 に 対 処 可 能 。ま た そ れ ぞ れ の 電

源 ユ ニ ッ ト を 別 系 統 の 電 源 系 統 に 接 続 す る こ と に よ り 、電 源 系 統 ト ラ ブ ル 時 に も 対 処 可

能 。  

回 線 の 二 重 化  

ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 間 を 、複 数 の 経 路 で 接 続 し 、１ 系 統 が 通 信 不 能 に な っ て も 、残 り の 経

路 で 継 続 し て 通 信 を 可 能 に す る 。ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 に 、通 信 不 能 時 の 回 線 切 り 替 え の 機

能 が 必 要 。  

そ の 他 部 品 の 二 重 化  
ス イ ッ チ に よ っ て は 、Ｃ Ｐ Ｕ や バ ッ ク プ レ ー ン な ど の 二 重 化 が 可 能 な 機 器 も あ り 、Ｃ Ｐ

Ｕ の 故 障 時 な ど に ス タ ン バ イ の Ｃ Ｐ Ｕ に 自 動 的 に 切 り 替 わ る 。  

Ｕ Ｐ Ｓ  

電 源 ト ラ ブ ル の 際 の 、 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 突 然 の シ ャ ッ ト ダ ウ ン に よ る 故 障 を 防 ぐ た

め 、一 定 時 間 バ ッ テ リ 電 源 に よ る 継 続 運 転 し 、正 常 な シ ャ ッ ト ダ ウ ン 処 理 を 行 う 。突 然

の 電 源 断 が 望 ま し く な い ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 に つ い て は 検 討 が 必 要 。  

設 定 デ ー タ の バ ッ ク ア ッ プ  

ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 設 定 内 容 の バ ッ ク ア ッ プ 。機 器 故 障 に よ る 設 定 内 容 を 失 っ た 場 合 な

ど に そ な え て 、運 用 中 の 設 定 内 容 を 保 存 し て お く 必 要 が あ る 。設 定 変 更 を 行 っ た 際 な ど

は そ の 都 度 バ ッ ク ア ッ プ を 取 る こ と が 望 ま し い 。  
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   ⑤  無 線ネットワークの種類と特徴  

地域公共ネットワークで無線ネットワークを活用する際は、以下に示す方式と特徴を考

慮した設計を行う必要がある。  

 

表  15 無線ネットワークの種類と特徴  

 
2 . 4 G H z 帯  

5 . 6 G H z 帯  
5 G H z 帯  

6 . 5／ 7 . 5 G H z

帯  
1 2 G H z 帯  1 8 G H z 帯  

2 2 /  2 6 /  3 8 G H z 帯

(※ 1 )  

伝 送 可 能 距 離  5 k m 程 度  

（ ※ 2）  

3 k m 程 度  3 0～ 5 0 k m  

程 度  

1 0 k m 程 度  1 0 k m 程 度  P - P： 最 大 3 k m 程

度  

P - M P：最 大 1 k m 程

度  

伝 送 速 度 （ 仕 様

値 ）  
1 M b p s  

～ 5 4  M b p s  

1 0 0 M b p s 以 上

（ ※ 3）  

6 M b p s  

～ 5 4  M b p s  

1 0 0 M b p s 以 上

（ ※ 3）  

3 M b p s  

～ 2 0 8  M b p s  

3 M b p s  

～ 2 0 8  M b p s  

6 M b p s～ 1 5 6  M b p s  

周 波 数  2 4 0 0  

～ 2 4 8 3 . 5 M H z  

5 4 7 0  

～ 5 7 2 5 M H z  

4 9 0 0  

～ 5 0 0 0  M H z  

5 0 3 0  

～ 5 0 9 1  M H z  

   （ ※ 4） 

6 5 7 0  

～ 6 8 7 0  M H z  

（ 6 . 5  G H z）  

7 4 2 5  

～ 7 7 5 0  M H z  

（ 7 . 5  G H z）  

1 2 . 2  

～ 1 2 . 5 G H z  

1 7 . 7  

～ 1 9 . 7  G H z  

2 2 . 1 4 - 2 3 G H z  

2 5 . 2 5 - 2 7 G H z  

3 8 . 0 5 - 3 9 . 5 G H z  

変 調 方 式  ス ペ ク ト ラ ム

拡 散 方 式  
直 交 周 波 数 分

割 多 重 方 式  
等  

直 交 周 波 数 分

割 多 重 方 式  
直 接 拡 散 ス ペ

ク ト ラ ム 拡 散

方 式  
振 幅 変 調 方 式  
位 相 変 調 方 式  
周 波 数 変 調 方

式  
等  

位 相 変 調 方 式 （ 4 相 ）  

直 交 振 幅 変 調 方 式 （ 1 6 値 ～ 1 2 8

値 ）  

等  

位 相 変 調 方 式

（ 4 相 以 上 ）  

周 波 数 偏 位 変

調 方 式  

（ 4 値 以 上 ）  

直 交 振 幅 変 調

方 式  

（ 1 6 値 以 上 ）  

直 交 周 波 数 分

割 多 重 方 式  

P - M P：  

G M S K  

位 相 変 調 方 式

（ 4 値 ）  
直 交 振 幅 変 調

方 式  
（ 1 6～ 6 4 値 ）  
直 交 周 波 数 分

割 多 重 方 式  
P - P：  

周 波 数 偏 位 変

調 方 式 （ 4 値 ）  

位 相 変 調 方 式

（ 4 相 ）  

直 交 振 幅 変 調

方 式  
免 許 ( ※ 2 ) ／ 無

線 従 事 者  
不 要 ／ 不 要  基 地 局 ： 必 要

／ 必 要  
端 末：不 要（ 一

部 の 高 出 力 端

末 は 必 要 ） ／

不 要  

必 要 ／ 必 要  必 要 ／ 必 要  基 地 局 ： 必 要 ／ 必 要  
端 末 ： 必 要 ／ 不 要  

ｺ ｽ ﾄ  ｲ ﾆ ｼ ｬ ﾙ  低  低  高  高  低  

ﾗ ﾝ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ  低  低  中  中  低  

メ リ ッ ト  ・ 初 期 費 用 ・

経 常 費 用 と

も に 安 価 。  
・ 通 信 設 備 が

小 型 で 、 設

置 が 容 易 。  

・ 初 期 費 用 ・

経 常 費 用 と

も に 安 価 。  
・ 電 波 干 渉 が

生 じ に く

い 。  
・ 通 信 設 備 が

小 型 で 、 設

置 が 容 易 。  

・ 電 波 干 渉 が

生 じ に く

い 。  
・ 最 大 伝 送 速

度 が 速 い 。  
・ 伝 送 距 離 が

長 い 。  

・ 電 波 干 渉 が

生 じ に く

い 。  
・ 最 大 伝 送 速

度 が 速 い 。  

・ 電 波 干 渉 が 生 じ に く い 。  
・ 最 大 伝 送 速 度 が 速 い 。  
・通 信 設 備 が 小 型 で 、設 置 が 容 易 。 
・ 通 信 品 質 が 良 い  



 

 29 

デ メ リ ッ ト  ・ 電 波 干 渉 に

よ る 伝 送 速

度 の 低 下 が

あ る 。  
・ セ キ ュ リ テ

ィ 強 化 が 必

要  

・ 伝 送 距 離 が

短 い 。  
 

・ 初 期 費 用 が 高 価 。  
・ 通 信 設 備 が 大 型 で 、 設 置 に 日

数 が か か る 。  

・ 降 雨 減 衰 の 影 響 を 受 け や す い 。  

(※ 1 )電 気 通 信 事 業 者 用 の 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム に 影 響 を 及 ぼ さ な い 範 囲 で 公 共 業 務 用 等 に も 使 用 可 能 。  

(※ 2 )利 用 形 態 に よ り 、 数 十 m～ 数 十 k m ま で 伝 送 可 能 。  

(※ 3 )高 速 無 線 L A N が 平 成 1 9 年 5 月 に 制 度 化 予 定 。  

(※ 4 ) 4 . 9～ 5 . 0 G H z： 平 成 1 7 年 1 2 月 1 日 か ら 三 大 都 市 圏 で 登 録 制 度 が 導 入 。 平 成 1 9 年 1 2 月 以 降 、 全 国 展 開 を 予 定  

   5 . 0 3～ 5 . 0 9 1 G H z： 平 成 2 4 年 1 1 月 3 0 日 ま で の 暫 定 使 用 。  

 

 

       離島など特殊な地形においては、中継系無線と中継海底光ケーブルを以下のような観点

で比較検討する必要がある。  

 

表  16 中継系無線と中継系海底光ケーブルの比較表  

 無 線  海 底 光  

伝 送 可 能 距 離  数 百 m～ 5 0 k m 程 度  ～ 1 5 0 k m（ 無 中 継 ）  

※ ）増 幅 中 継 に よ り 数 千 k m の 中 継 が

可 能  

伝 送 速 度 （ 帯 域 ）  ～ 1 5 6 M b p s  ～ 4 0 G b p s  

設 置 ・ 敷 設 に お け る 特 記 事 項  －  最 大 水 深 8 , 0 0 0 m 程 度 ま で 可 能  

免 許 、 許 認 可 事 項  基 地 局 、 端 末 と も 免 許 ま た は 登 録 が

必 要 な 場 合 あ り  

関 係 機 関 、 漁 業 者 へ の 届 出 や 承 諾 が

必 要  

コ ス ト （ イ ニ シ ャ ル ）  低  
※ ） 帯 域 に よ り 大 型 通 信 設 備 が 必 要

な 場 合 は 高 価  

高  
※ ） 海 底 ケ ー ブ ル 敷 設 、 端 局 装 置 等

特 殊 設 備 及 び 技 術 が 必 要  

コ ス ト （ ラ ン ニ ン グ ）  低  低  
※ ） 保 守 内 容 に よ り 高 価 に な る 場 合

が あ る  

メ リ ッ ト  ・ 初 期 費 用 、 運 用 保 守 費 用 が 安 価 で

あ る  
・ 設 置 や 保 守 が 容 易 で あ る  

・ 高 速 、 広 帯 域 サ ー ビ ス が 実 現 で き

る  
・ 通 信 品 質 が よ い  
・ 気 象 条 件 に 左 右 さ れ な い  

デ メ リ ッ ト  ・ 伝 送 距 離 が 短 い  
・ 電 波 干 渉 に よ る 伝 送 速 度 の 低 下 が

あ る  
・ 気 象 （ 降 雨 減 衰 等 ） の 影 響 を 受 け

や す い  

・ 初 期 費 用 、 運 用 保 守 費 用 が 高 価 で

あ る  
・ 故 障 復 旧 に 時 間 が か か る  
・ 船 舶 に よ る 錨 や 底 引 き 網 等 に よ る

ケ ー ブ ル 破 損 、 切 断 の 可 能 性 が あ る  
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   ⑥  衛 星通信ネットワークの特徴  

          地域公共ネットワークで衛星通信ネットワークを活用する場合、以下に示す方式と特徴を考

慮して検討をすすめる必要がある。  

 

                                表  17 衛星通信ネットワークの種類と特徴  

 

 4 / 6 G H z 帯  

( C バ ン ド )  

1 2 / 1 4 G H z 帯  

（ K u バ ン ド ）  

1 2 / 1 4 G H z 帯  

（ K u バ ン ド ）  

サ ー ビ ス  衛 星 専 用 線  衛 星 専 用 線  回 線 共 用 プ ラ ン  

伝 送 可 能 距 離  日 本 全 国  日 本 全 国  日 本 全 国  

伝 送 速 度  

 

数 M b p s～ 数 十 M b p s  数 M b p s～ 数 十 M b p s  

 

5 1 2 k b p s～ 2 M b p s（ 上 り ）  

2 . 5～ 3 0 M b p s（ 下 り ）  

周 波 数  3 . 7 - 4 . 2 G H z  

（ 衛 星 = >地 球 ）  

5 . 8 G H z - 6 . 3 G Hｚ  

（ 地 球 = >衛 星 ）  

1 2 . 2 5 - 1 2 . 7 5 G H z  

（ 衛 星 = >地 球 ）  

1 4 . 0 G H z - 1 4 . 5 G Hｚ  

（ 地 球 = >衛 星 ）  

1 2 . 2 5 - 1 2 . 7 5 G H z  

（ 衛 星 = >地 球 ）  

1 4 . 0 G H z - 1 4 . 5 G Hｚ  

（ 地 球 = >衛 星 ）  

変 調 方 式  Q P S K、 ８ P S K  Q P S K、 ８ P S K  Q P S K、 ８ P S K  

免 許 ／ 無 線 従 事 者  要  

 

要  

基 地 局 ※  

 V S A T 以 外 は 必 要  

端 末 ※  

 V S A T 以 外 は 必 要  

不 要  

イ ニ シ ャ ル コ ス ト  中  中 ～ 高  低  

ラ ン ニ ン グ コ ス ト  中  中 ～ 高  低  

メ リ ッ ト  ・ 伝 送 速 度 を 自 由 に 選

べ る  

・ 降 雨 減 衰 の 影 響 を ほ

と ん ど 受 け な い  

・ 衛 星 専 用 回 線 と し て

は 安 価  

・ 伝 送 速 度 を 自 由 に 選 べ る  

・  電 波 干 渉 が 生 じ に く い  

・  距 離 、地 形 に よ る 制 約 が

ほ ぼ 皆 無  

・ 拠 点 数 に 対 し て コ ス ト の

増 加 が 少 な い  

・  初 期 費 用 、ラ ン ニ ン グ 費 用

と も に 安 価  

・  地 球 局 が 小 型 で 設 置 が 容 易  

・  電 波 干 渉 が 生 じ に く い  

・  距 離 、地 形 に よ る 制 約 が ほ

ぼ 皆 無  

・  拠 点 数 に 対 し て コ ス ト の 増

加 が 少 な い  

・  ア ン テ ナ 径 が 7 4 c m 相 当 と

小 型 で あ る 。（ 一 部 地 域 を 除 く ） 

デ メ リ ッ ト  ・ 電 波 干 渉 に よ る 影 響

を 除 く た め 、設 置 場 所 が

限 定 さ れ る こ と が あ る  

・ 地 球 局 ア ン テ ナ が 比

較 的 大 型 と な る  

・ 衛 星 に よ る 伝 播 遅 延

が 2 5 0 m s あ る  

・ 降 雨 減 衰 の 影 響 を 受 け る  

・ 地 球 局 ア ン テ ナ が 比 較 的

大 型 と な る  

・  衛 星 に よ る 伝 播 遅 延 が

2 5 0 m s あ る  

・ 周 波 数 帯 を 共 用 す る 地 球

局 が 増 加 す る と 利 用 の 制 約

(伝 送 速 度 の 低 下 等 )を 受 け

る こ と が あ る (共 用 回 線 の 場

合 )  

・  降 雨 減 衰 の 影 響 を 受 け る  

・  衛 星 に よ る 伝 播 遅 延 が

2 5 0 m s あ る  

・  ベ ス ト エ フ ォ ー ト 型 の た め

帯 域 保 障 さ れ な い  

・  周 波 数 帯 を 共 用 す る 地 球 局

が 増 加 す る と 利 用 の 制 約 (伝 送

速 度 の 低 下 等 )を 受 け る こ と が

あ る (共 用 回 線 の た め ) 
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 （４）  論理仕様  

地域 公共ネット ワークで は、経済性 に優れた ネットワー クを構築 するため、 インター ネット

技術を最大限に利用する。具体的には、インターネット技術のベースとなる通信規格、ネット

ワーク方式の採用や、柔軟で安全なネットワークを構成するための機能などを考慮した設計を

行う必要がある。  

 

   ①  通 信上の規格およびプロトコル  

高度 な住民サー ビスを提 供するため のアプリ ケーション は、通信 の標準規格 である“ インタ

ーネットプロトコル（ Internet Protocol）”の利用を前提に作られている。従って、地域公共

ネ ッ ト ワ ー ク に お い て は 、“ Ｉ Ｐ ” に よる 通 信 が 可 能 な ネ ッ ト ワ ー ク で あ る こ と が 必 須 条 件と

なる。また、ＩＰを利用することで様々なベンダーのネットワーク機器が利用可能となり、最

適な機器を安価に導入することが可能となる。  

下記にＩＰを利用した代表的なプロトコルを示す。  

     表  18 主要なインターネットプロトコル  

プ ロ ト コ ル 名  説 明  

S M T P、P O P 3、I M A P 4  な ど  電 子 メ ー ル プ ロ ト コ ル  

H T T P、 H T T P S  な ど  W W W サ ー バ と ブ ラ ウ ザ 間 で デ ー タ 転 送 す る プ ロ ト コ ル  

S N M P  ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 用 プ ロ ト コ ル  

F T P  フ ァ イ ル 転 送 プ ロ ト コ ル  

R T P  イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 音 声 通 信 を 行 う た め の プ ロ ト コ ル  

 

 

なお、重点計画 -2006（平成 18 年７月 26 日  ＩＴ戦略本部）において、電子政府システムの

IPv6（ Internet Protocol version6：アドレス長が 128bit）対応化について、「各府省は、原

則として 2008 年度までに、各情報システムの新たな開発（導入）又は更改に合わせて、情報

通 信機器及びソフトウェアの IPv6 対応を図る。」とされていることから、国のネットワークに

接続する可能性を考慮すると、地域公共ネットワークにおいても、プライバシーとセキュリテ

ィの保護がしやすい次世代のアドレス体系である IPv6 の適用も視野に入れ、機器を選択する

ことが望ましい。参考資料５に IPv6 の概要を示す。  

なお、 IPv4 から IPv6 へ移行する場合は、「平成 16 年度  総務省 IPv6 移行実証実験に基づく

『 IPv6 移行ガイドライン』」（平成 17 年 8 月  総務省／  

http://www.v6trans.jp/jp/pdf/H16_IPv6_Guidelines(JP).pdf ） 

等を参考とすることが望ましい。  

http://www.v6trans.jp/jp/pdf/H16_IPv6_Guidelines(JP).pdf�
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   ②  ネ ットワークの方式  

施設間を接続するネットワーク方式には、イーサネット方式（ 100Mbps、1Gbps、10Gbps 等）、

ＡＴＭ方式（ 156Mbps、 622Mbps）、ＰＯＳ方式（ 2.4Gbps、 10Gbps 等）等が存在する。地域公共

ネットワークでは、経済性に優れた方式であるイーサネット方式を採用する。  

ただ し、既存 ネットワー クがＡＴ Ｍ方式であ る場合の ネットワー ク増設や 、 1Gbps 以 上の 大

容量ネットワークが必要な場合は、この限りではない。即ち、ＡＴＭ方式の増設ではＡＴＭ方

式、 1Gbps 以上の大容量ネットワークではＰＯＳ方式を適用する場合がある。以下にそれぞれ

の特徴を示す。  

    表  19 ネットワーク機器の、通信インターフェースの規格  

方 式  特 徴  

イ ー サ ネ ッ ト 方 式  ビ ル 、 事 業 所 内 の 構 内 な ど 、 限 ら れ た 空 間 で コ ン ピ ュ ー タ を 接 続 す る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス

テ ム で 、 低 価 格 で 最 も 普 及 し て い る 方 式 。 最 近 で は 、 1 0 0 M b p s、 1 G b p s な ど 、 高 速 で 長 距 離

伝 送 が 可 能 な 規 格 が 利 用 さ れ て い る 。  

Ａ Ｔ Ｍ 方 式  送 信 情 報 を A T M セ ル と 呼 ば れ る ブ ロ ッ ク に 分 割 し 、 高 速 伝 送 を 実 現 す る 方 式 。 通 信 速 度

と し て は 、 1 5 5 M b p s、 6 2 2 M b p s が 提 供 さ れ て い る 。  

Ｐ Ｏ Ｓ 方 式  光 フ ァ イ バ を 使 っ た 通 信 回 線 上 に 、 送 信 情 報 を 直 接 伝 送 す る 方 式 。 具 体 的 に は 、 S O N E T

と 呼 ば れ る 伝 送 技 術 を 利 用 す る 。 S O N E T で は 2 . 4 G b p s、 1 0 G b p s の 高 速 伝 送 が 可 能 。  
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   ③  ネ ットワークの論理分割とセキュリティ  

地域 公共ネット ワーク内 部のセキュ リティを 確保する方 法として は、ＶＰＮ やバーチ ャルＬ

ＡＮ等により、ネットワークを論理的に分割する方法と、配線を別系統にするなどして物理的

にネットワークを分割する方法がある。情報の重要度とネットワークの柔軟性を考慮し、最適

な方法を適用する必要がある。  

基本 的にはＶＰ Ｎやバー チャルＬＡ Ｎの技術 が確立して いるため 、ネットワ ークの柔 軟な構

成 が実現可能な論理分割を前提にし、必要に応じて物理分割を併用することが望ましい。  

 

    a. ＶＰＮやバーチャルＬＡＮにより論理的にネットワークを分割する場合  

最小限の配線で、様々なネットワークを収容するためには、ＶＰＮやバーチャルＬＡＮ

の技術を適用して、論理的にネットワークを分割する。この方法では、1 つのフロアに様々

な業務が混在する場合でも、配線を個別に設けることなく、柔軟な構成を組むことが可能

となる。  

また、特定の端末で複数の業務やサービスを利用する際においても、ＶＰＮやバーチャ

ルＬＡＮで分割されたネットワーク間の制御を行うことにより、柔軟な対応が可能である。

ただし、高度な論理分割を行う場合は、障害時の切り分け等のネットワーク管理が複雑に

なることを考慮する必要がある。特にセキュリティが要求されるネットワークについては、

しっかりしたネットワーク管理者を置く必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

      図  8 バーチャルＬＡＮ／ＶＰＮ（ＶＲＦ）によるネットワーク分割  

 

    b. 物理的にネットワークを分割する場合  

住民情報などの秘匿性の高い情報を、専用の端末、専用のサーバで利用する場合は、物

理的にネットワークを分割することも可能である。ただし、ネットワーク間の連携におい

て柔軟な対応がとりにくいため、適用範囲は限定される。  

 

 

 

 

 

 

 

図  9 物理的なネットワーク分割  

 

ス イ ッ チ  光 収 容 装 置  光 収 容 装 置  
光 フ ァ イ バ  

情 報 管 理  
サ ー バ  

情 報 提 供  
サ ー バ  

Ｉ Ｔ 学 習  

ス イ ッ チ  光 収 容 装 置  光 収 容 装 置  情 報 管 理  ｻ ｰ ﾊ ﾞ  
情 報 提 供  ｻ ｰ ﾊ ﾞ  

教 育 用  
サ ー バ  

情 報 入 力  
端 末  
住 民 開 放  
端 末  

端 末  

バ ー チ ャ ル L A N / V P N ( V R F ) ( 一 般 公 開 用 )  

 

バ ー チ ャ ル L A N / V P N ( V R F ) ( 情 報 登 録 用 )  

 

バ ー チ ャ ル L A N / V P N ( V R F ) ( 教 育 用 )  
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表  20 ネットワーク分割の手法と特徴  

 セ キ ュ リ テ ィ  I P ア ド レ ス の 重 複  そ の 他  

物 理 的 な ネ ッ ト ワ ー ク 分 割  高 い  可  回 線 及 び 機 器 保 守 コ ス ト が 高 い  

V P N（ V R F） に よ る ネ ッ ト ワ

ー ク 分 割  

物 理 的 な ネ ッ ト ワ ー ク 分 割

と ほ ぼ 同 等 に 高 い  

可  ハ ー ド ウ ェ ア を 共 有 す る が 、 ル ー テ

ィ ン グ 情 報 は 独 立 し て 持 つ こ と が で

き る 為 、 セ キ ュ リ テ ィ は 物 理 的 分 割

と ほ ぼ 同 等 と 言 え る 。  

バ ー チ ャ ル L A N に よ る ネ ッ

ト ワ ー ク 分 割  

機 器 の ア ク セ ス リ ス ト 等 に

依 存  

不 可  ハ ー ド ウ ェ ア を 共 有 可 能 だ が 、 ル ー

テ ィ ン グ 情 報 は ひ と つ 、 セ キ ュ リ テ

ィ は 機 器 の ア ク セ ス リ ス ト に 依 存 す

る 。  

 

なお、利用者の利便性向上のため、論理的あるいは物理的に分割されたネットワーク間で情

報 のやりとりを行う場合には、セキュリティを確保する観点から、地域公共団体が策定する情

報 セキュリティポリシーに従い、情報の重要度に応じて、適切な接続を行う必要がある。  
具体的には、特定の業務ネットワーク間で通信を許可するアクセス制御や、ファイアウォー

ルを介したユーザ認証、通信ログの管理を行うなど、情報セキュリティポリシーに則したネッ

トワークの防御、および故障切分（分界点）が可能な構成とする必要がある。  
 

   ④  品 質に係る留意事項  

地域 公共ネット ワークに 適用される アプリケ ーションに よっては 、緊急性が 高く、サ ービス

を確実に実行するための高い品質がネットワークに求められる。こうした品質を確保するため

には、帯域制御、優先制御の機能をネットワークに具備する必要がある。  

下記にこれらの機能概要を示す。  

 

    a. 帯域制御機能  

業務やアプリケーション毎などに回線の帯域を予め割り当てる機能として提供されるの

が一般的である。  

この機能を利用することで、例えば 100Mbps の回線に対し、あるアプリケーションの通

信を 30Mbps、その他の通信を 70Mbps と割り当てることが可能となり、特定のアプリケー

ションの通信品質を確保することが可能となる。  

 

    b. 優先制御機能  

回線にトラフィックを送信する際にトラフィックの競合が生じた場合に、予め決められ

た優先度に基づきトラフィックを送信する機能として提供されるのが一般的である。  
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 （５）  インターフェース仕様  

地域 公共ネット ワークと 地方公共団 体内の既 存システム 、県域ネ ットワーク 等の接続 は、ゲ

ートウェイを介して行う。接続に際しては、インターフェース、プロトコル、セキュリティな

どを考慮した上で、ネットワークを設計する必要がある。  

 

   ①  イ ンターネットとの接続  

イン ターネット との接続 は、接続に かかる経 常費用を圧 縮する観 点から、イ ンターネ ット利

用拠点のトラフィックを、センター施設に集約して接続することが望ましい。その際には、接

続するための条件（特に接続インタフェース）やセキュリティ等を考慮した設計を行う必要が

ある。  

 

   ②  他 の地域公共ネットワーク等との接続  

他の 地域公共ネ ットワー クや都道府 県が整備 する情報ハ イウェイ 等と接続す る場合は 、相互

接続するための条件（特に接続インタフェース）やセキュリティ等を考慮した上で接続を行う

必要がある。  

基本 的には、地 域公共ネ ットワーク や情報ハ イウェイ等 とのイン ターフェー スを確保 できる

ゲートウェイ装置（ルータ、ファイアウォール等）を介して接続し、ネットワーク防御、およ

び故障切分（分界点）が可能な構成とする必要がある。  

 

a.  ネットワークポリシー  

 

他の 地域公共ネ ットワー ク等と接続 する場合 は、双方の ネットワ ークポリシ ーに違い がある

場合があるため、十分に調整した上で、ネットワークポリシーの見直し等を検討する必要があ

る。  

 

b.  セキュリティ  

 

他の 地域公共ネ ットワー ク等と接続 する場合 は、双方の セキュリ ティ対策レ ベルに違 いがあ

る場合があるため、双方のセキュリティ対策レベルが落ちないよう考慮しながら、十分調整の

上、接続を検討する必要がある。  

 

c.  IP アドレス体系  

 

地域 公共ネット ワーク等 の中で、プ ライベー トＩＰアド レスを使 用しており 、相互接 続先の

地域公共ネットワーク等が同じプライベートＩＰアドレスを使用している場合は、事前にいず

れかのプライベートＩＰアドレス体系を変更しておく必要があるため、十分に調整した上で接

続を検討する必要がある。  

 

d.  プロトコル  

 

他の 地域公共ネ ットワー ク等と接続 する場合 は、接続先 のネット ワークで使 用してい るプロ

トコルを確認し、必要に応じてプロトコル変換用のゲートウェイ装置等を用意することも検討

する必要がある。  
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e.  通信速度  

 

他の 地域公共ネ ットワー ク等と接続 する場合 は、双方の ネットワ ークの通信 速度を十 分に考

慮 した上で相互接続に用いる通信速度を決定する必要がある。  

 

   ③  イ ンターネット・データ・センター等との接続  

イン ターネット ・データ ・センター を利用す る際は、イ ンターネ ット・デー タ・セン ターが

指定する接続要件や、必要となる機器、契約内容等に留意し、地域公共ネットワークとして十

分 な サ ー ビ ス レ ベ ル や セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル が 確 保 で き る こ と を 十 分 に 考 慮 し た 上 で 利 用 す る

必要がある。  

 

   ④  既 存システムとの接続  

既存 システムと 地域公共 ネットワー クを接続 する場合は 、特にセ キュリティ を考慮す る必要

があり、情報の重要度に応じて適切な接続を行う必要がある。具体的には、既存システムから

地域公共ネットワークへのアクセスを、業務用のバーチャルＬＡＮのみに許可するアクセス制

御や、ファイアウォールを介したユーザ認証を行うなどして、ネットワーク防御、および故障

切分（分界点）が可能な構成とする必要がある。  

また 、既存シス テムが地 域公共ネッ トワーク の標準プロ トコルで ある“ＩＰ ”以外で 動作す

る場合は、ゲートウェイ装置（ルータなど）に既存プロトコルと“ＩＰ”の変換機能を実装す

る必要がある。さらに、アプリケーションレベルでの通信パラメータ（ポート番号など）の変

換が必要な場合は、アプリケーションゲートウェイ（レイヤ４～７スイッチなど）を介して接

続する必要がある。  
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 ３．２  サービス提供設備仕様  

 （１）  拠点装置仕様  

地域 公共ネット ワークで 提供される サービス は、拠点装 置を介し て利用する 。適正機 能を持

った端末を、必要台数導入するため、以下の基準に従って設計を行う必要がある。  

 

   ①  拠 点装置に求められる機能  

拠点 装置は、表  20 の端 末種別に示 すものに 大別される が、各端 末に求めら れる機能 につい

て、下記に整理する（なお、バリアフリーへの対応については、参考資料６を参照）。  

    表  21 拠点装置の機能・性能  

端 末 種 別  項 目  機 能 等  

住 民 開 放 端 末  想 定 さ れ る 設 置 場 所  ・ 支 所 ／ 支 庁 、 公 民 館 、 図 書 館 、 そ の 他 人 の 集 ま り や す い 施 設 な ど  

基 本 機 能 と し て 実 装 す る

こ と が 望 ま し い も の  

・ い た ず ら 防 止 機 能  

・ 状 態 復 元 機 能  

・ 障 害 検 知 、 通 信 監 視 機 能  

・ 自 動 Ｏ Ｎ ／ Ｏ Ｆ Ｆ 機 能  

オ プ シ ョ ン と し て 実 装 す

る こ と が 考 え ら れ る も の  

・ Ｔ Ｖ 会 議 形 式 に よ る 行 政 相 談 機 能  

・ Ｉ Ｃ カ ー ド に よ る 認 証 機 能  

行 政 相 談 端 末  想 定 さ れ る 設 置 場 所  ・ 支 所 /支 庁 、 公 民 館 な ど 。 た だ し 、 プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し た 場 所 に 設 置 す

る こ と が 望 ま し い 。  

基 本 機 能 と し て 実 装 す る

こ と が 望 ま し い も の  

・ 音 声 通 話 機 能  

・ 状 態 復 元 機 能  

・ 障 害 検 知 、 通 信 監 視 機 能  

オ プ シ ョ ン と し て 実 装 す

る こ と が 考 え ら れ る も の  

・ Ｔ Ｖ 会 議 形 式 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 機 能  

・ 音 声 や 画 像 の 録 音 、 録 画 機 能  

・ 利 用 者 情 報 の 検 索 機 能 （ デ ー タ ベ ー ス と の 連 携 ）  

・ フ ァ イ ル 転 送 機 能  

・ Ｉ Ｃ カ ー ド に よ る 認 証 機 能  

I T 学 習 端 末  想 定 さ れ る 設 置 場 所  ・ 公 民 館 、 学 校 な ど  

基 本 機 能 と し て 実 装 す る

こ と が 望 ま し い も の  

・ イ ン タ ー ネ ッ ト の 参 照  

・ 教 材 の 参 照  

・ フ ィ ル タ リ ン グ 機 能  

・ い た ず ら 防 止 機 能  

・ 状 態 復 元 機 能  

オ プ シ ョ ン と し て 実 装 す

る こ と が 考 え ら れ る も の  

・ Ｔ Ｖ 会 議 形 式 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 機 能 （ カ メ ラ 、  ス ピ ー カ な ど ）  

情 報 入 力 端 末  想 定 さ れ る 設 置 場 所  ・ 支 所 /支 庁 、 公 民 館 な ど  

基 本 機 能 と し て 実 装 す る

こ と が 望 ま し い も の  

・ Ｂ Ａ Ｓ Ｉ Ｃ 認 証 の 他 に 利 用 者 権 限 を 認 識 す る 機 能  

（ Ｉ Ｃ カ ー ド に よ る 認 証 機 能 ）  

・事 前 コ ン テ ン ツ 登 録 ／ 公 開 ス ケ ジ ュ ー ル 登 録 ／ ロ グ 管 理 に よ る コ ン テ ン ツ

復 元 機 能  

・ 音 声 通 話 機 能  

・ 障 害 検 知 、 通 信 監 視 機 能  

オ プ シ ョ ン と し て 実 装 す

る こ と が 考 え ら れ る も の  

・ Ｔ Ｖ 会 議 形 式 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 機 能  

・ 音 声 や 画 像 の 録 音 、 録 画 機 能  

・ 利 用 者 情 報 の 検 索 機 能 （ デ ー タ ベ ー ス と の 連 携 ）  

・ フ ァ イ ル 転 送 機 能  

・ コ ン テ ン ツ 特 性 に 応 じ た 各 種 情 報 機 器 （ ス キ ャ ナ 等 ）  

・ テ キ ス ト 及 び イ メ ー ジ デ ー タ の コ ン テ ン ツ 変 換 機 能  

そ の 他  拠 点 装 置 一 般 に つ い て は 、 バ リ ア フ リ ー 対 応 が 求 め ら れ る こ と か ら 、 視 覚 、 聴 覚 な ど の 感 覚 能 力 、 体

格 、 筋 力 な ど の 身 体 能 力 、 理 解 、 把 握 な ど の 認 知 能 力 に 配 慮 し 、 操 作 が 負 担 と な ら な い よ う に 配 慮 し な

け れ ば な ら な い 。 例 え ば 、 次 の 代 替 機 能 を 実 装 す る こ と が 望 ま し い 。  

・ キ ー ボ ー ド の 代 替 （ 音 声 入 力 機 能 な ど ）  

・ デ ィ ス プ レ イ の 代 替 （ 音 声 読 み 上 げ 機 能 な ど ）  

・ タ ッ チ パ ネ ル の 代 替 （ テ ン キ ー な ど ）  
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   ②  拠 点装置に求められる性能  

拠点 装置の性能 について は、地域公 共ネット ワークとし て実現す るアプリケ ーション の特性

をふまえ、ＣＰＵやメモリ、ハードディスク等について、適正なスペックの製品を選定する必

要があるが、経済性を考慮のうえ、導入時点で一般的な汎用クラスのものを基準とする。  

 

（参考値）  

CoreⅡ Duo プ ロ セッサ T5500  相当以上  

メモリ              1GB 以上  

ハードディスク         40GB 以上  

 

   ③  拠 点装置の導入基準  

拠点 装置の導入 基準は、 各端末の利 用形態に 合わせた導 入台数を 基本とする が、この ほか利

用見込み数、利用頻度及び周辺世帯数などを考慮することとする。  

また、拠点装置の導入にあたっては、機器の性能向上を考慮することが望ましい。  

さら に近年では 、端末が 保持してい る情報を サーバ側に 保管し、 端末側の保 有情報を 極小化

す るシンクライアントシステムが普及しつつある。シンクライアントシステムでは、サーバ側

で 情 報 管 理 を 行 う た め 、 複 数 の 住 民 に よ っ て 操 作 さ れ た 端 末 画 面 を 初 期 の 状 態 に 復 元 し た り、

端 末故障時の入れ替えが容易になるなど、運用面でのメリットが期待できる他、端末側に情報

が 残らないので、端末の盗難などによる情報漏洩を防ぐことができる。特に、職員が取り扱う

情 報入力端末については、情報漏洩対策の一環として、シンクライアントシステムと端末にロ

グオンするための生体認証機能などを具備したシステムを導入し、セキュリティの強化を図る

ことが望ましい。  

各端末の利用形態と導入台数の目安を下記に示す。  

     表  22 端末の利用形態と導入台数の目安  

端 末 の 種 類  利 用 形 態  導 入 台 数 の 目 安  

住 民 開 放 端 末  住 民 が 公 共 施 設 で 利 用  

原 則 と し て 地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す る 公 共 施 設（ 学 校 を 除

く ） 当 た り １ 台 を 目 安 と す る が 、 見 込 ま れ る 利 用 頻 度 、 利 用 形 態 等

に 応 じ て 、 設 置 台 数 を 決 定 す る も の と す る 。  

行 政 相 談 端 末  住 民 が 公 共 施 設 で 利 用  

住 民 が 使 用 す る 端 末 に つ い て は 、地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す

る 公 共 施 設 数 （ 学 校 を 除 く ） 当 た り １ 台 を 目 安 と す る が 、 見 込 ま れ

る 利 用 頻 度 、利 用 形 態 等 に 応 じ て 、設 置 台 数 を 決 定 す る も の と す る 。 

Ｉ Ｔ 学 習 端 末  
生 徒 が 学 校 、 公民 館 の Ｉ Ｔ 学 習

で 利 用  

見 込 ま れ る 利 用 頻 度 、 利 用 形 態 等 に 応 じ て 、 設 置 台 数 を 決 定 す る

も の と す る 。  

情 報 入 力 端 末  
役 所・役 場 の 担 当 者 が 庁 舎 で 利

用  

見 込 ま れ る 利 用 頻 度 、 利 用 形 態 等 に 応 じ て 、 設 置 台 数 を 決 定 す る

も の と す る 。  
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 （２）  センター装置仕様  

地域 公共ネット ワークで サービスを 安定して 提供するた め、セン ター装置の 設計を以 下の基

準に従って実施する必要がある。  

 

   ①  セ ンター装置に求められる機能  

セン ター装置に 求められ る機能とし ては、基 本機能とサ ービスに 応じて追加 するオプ ション

機能があるが、オプション機能は、地域公共ネットワークとして実現するアプリケーションの

特性をふまえ、選択、追加する必要がある。また、インターネット向け（外部向け）や地域公

共ネットワーク向け（内部向け）など、サービスを提供する範囲に応じて、導入台数を検討す

る必要がある。下記にセンター装置の種別と機能を示す。  

 

   表  23 センター装置の種別と機能  

セ ン タ ー 装 置 に 求 め ら れ る 機 能  
機 能 を 実 現 す る  

サ ー バ 種 別  

地 域 公 共 ﾈｯﾄ ﾜ ｰ ｸ向 け  

（ 内 部 向 け ）  

ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ向 け  

（ 外 部 向 け ）  

・ Ｗ ｅ ｂ に よ る ホ ー ム ペ ー ジ 公 開 機 能  

・ ド メ イ ン 名 と ア ド レ ス 変 換 機 能  
・ メ ー ル 送 受 信 機 能  
・ 代 理 ア ク セ ス ／ キ ャ ッ シ ュ 機 能  

・ セ キ ュ リ テ ィ ／ ウ ィ ル ス 対 策 ／ 認 証 機 能  
・ ウ ィ ル ス 検 出 ／ 駆 除 ／ キ ッ ク バ ッ ク 機 能  
・ 各 種 ア プ リ ケ ー シ ョ ン サ ー ビ ス  

・ ネ ッ ト ワ ー ク 監 視 ／ 侵 入 検 知 機 能  
・ 大 容 量 デ ー タ の 送 受 信 機 能  
・ 暗 号 化 に よ る デ ー タ 保 護 通 信 機 能  

・ ア ク セ ス 集 中 時 の レ ス ポ ン ス 低 下 回 避 機 能  
・ 合 併 及 び 広 域 連 携 活 用 で の ド メ イ ン 管 理 機 能  

・ Ｗ Ｗ Ｗ サ ー バ  

・ Ｄ Ｎ Ｓ サ ー バ  
・ Ｍ ａ ｉ ｌ サ ー バ  
・ Ｐ ｒ ｏ ｘ ｙ サ ー バ  

・ Ｆ ｉ ｒ ｅ Ｗ ａ ｌ ｌ サ ー バ  
・ Ｖ ｉ ｒ ｕ ｓ 駆 除 装 置  
・ ア プ リ ケ ー シ ョ ン サ ー バ  

・ ネ ッ ト ワ ー ク 監 視 サ ー バ  
・ Ｆ Ｔ Ｐ サ ー バ  
・ 暗 号 化 装 置  

・ Ｓ Ｌ Ｂ サ ー バ  
・ Ｌ Ｄ Ａ Ｐ サ ー バ  

○  

○  
○  
○  

－  
○  
○  

○  
△  
△  

△  
△  

○  

○  
○  
○  

○  
○  
○  

○  
△  
△  

△  
△  

○ ； 基 本 機 能 、 △ ； オ プ シ ョ ン 機 能  

 

さら に、センタ ー装置で は、地域公 共ネット ワークの基 本サービ スを提供す るため、 ハード

ディスク、電源の二重化など、信頼性に配慮した機器を選定することが望ましい。  

     表  24 センター装置の信頼性向上のための手法  

手 法  概 要  

Ｕ Ｐ Ｓ  

電 源 ト ラ ブ ル の 際 の 、 セ ン タ ー 装 置 の 突 然 の シ ャ ッ ト ダ ウ ン に よ る 故 障 を 防 ぐ た め 、 一 定 時 間

バ ッ テ リ 電 源 に よ る 継 続 運 転 し 、 正 常 な シ ャ ッ ト ダ ウ ン 処 理 を 行 う 。 突 然 の 電 源 断 が 望 ま し く な

い セ ン タ ー 装 置 に つ い て は 検 討 が 必 要 。  

Ｒ Ａ Ｉ Ｄ  

複 数 の ハ ー ド デ ィ ス ク を 利 用 し て 、 ミ ラ ー リ ン グ や ス ト ラ イ ピ ン グ 等 の 処 理 を 行 う こ と に よ っ

て 、 ハ ー ド デ ィ ス ク の 信 頼 性 や 処 理 能 力 を 向 上 さ せ る 手 法 。 Ｒ Ａ Ｉ Ｄ － ５ で は 、 最 低 ３ 本 の ハ ー

ド デ ィ ス ク で 構 成 さ れ 、 １ 本 の ハ ー ド デ ィ ス ク が 故 障 し て も 、 残 り の ハ ー ド デ ィ ス ク か ら デ ー タ

を 復 元 す る こ と が 出 来 る 。  

ミ ラ ー リ ン グ  
２ 台 の サ ー バ 間 で デ ー タ を コ ピ ー し あ っ て 、 常 に 同 じ 状 態 に し て お く 技 術 。 １ 台 の サ ー バ が 故

障 し た 場 合 で も 、 も う １ 台 の サ ー バ に 同 じ デ ー タ が あ る の で 、 早 期 の サ ー ビ ス 復 旧 が 可 能 。  

負 荷 分 散  

１ 台 の サ ー バ に 対 す る 接 続 要 求 を 、 複 数 台 の サ ー バ で 分 散 し て 処 理 す る 手 法 。 同 時 ア ク セ ス が

か な り 多 い 場 合 で も 、 大 型 サ ー バ を 用 意 せ ず 、 安 価 な 小 型 サ ー バ を 複 数 台 用 意 し て 負 荷 分 散 す る

構 成 が 可 能 。  

デ ー タ の  

バ ッ ク ア ッ プ  

定 期 的 に サ ー バ の デ ー タ の バ ッ ク ア ッ プ を 取 っ て お く こ と に よ り 、 サ ー バ が 故 障 し て デ ー タ を

消 失 し た 場 合 で も 、 復 元 す る こ と が 可 能 。 現 状 で は Ｄ Ａ Ｔ な ど の テ ー プ メ デ ィ ア に バ ッ ク ア ッ プ

を 取 る の が 一 般 的 だ が 、 デ ー タ 量 が 大 容 量 に な る と 、 膨 大 な バ ッ ク ア ッ プ 時 間 が か か る た め 、 別

の サ ー バ に バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 保 存 す る 方 式 や 、 サ ー バ に ス ト レ ー ジ 装 置 を 接 続 し 、 ス ト レ ー

ジ 装 置 内 の バ ッ ク ア ッ プ 領 域 に デ ー タ を 保 存 す る 方 式 が 取 り 入 れ ら れ て い る 。  
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   ②  セ ンター装置に求められる性能  

セン ター装置の 性能につ いては、地 域公共ネ ットワーク として実 現するアプ リケーシ ョンの

特性をふまえ、ＣＰＵやメモリ、ハードディスク等について、適正なスペックの製品を選定す

る必要がある。  

 

【ＣＰＵ】  

 

センター装置のＣＰＵは、経済性を考慮のうえ、導入時点で一般的な汎用クラスのもの

を基準とし、それ以上のものや複数のＣＰＵを搭載するような場合については、販売元や

システム設計者と協議の上、最適なものを選定することが望ましい。  

 

【メモリ】  

 

センター装置のメモリは、［搭載するＯＳの販売元等の推奨値］と［搭載するソフトウェ

アの販売元等の推奨値］を足した容量に、安全率（通常１．５～２．０）を考慮した値を

基準とし、メモリの製品規格及び経済性に照らし、利用可能な最小規格を選択する。それ

以上の容量を搭載するような場合については、販売元やシステム設計者と協議のうえ、最

適なものを選定することが望ましい。  

ただし、ソフトウェアが複数搭載される場合は、［搭載するソフトウェアの推奨値］は、

搭載されるソフトウェアのうち最大の値を適用することとする。  

 

【ハードディスク】  

 

ハードディスクの必要容量を算出するためには、搭載するＯＳやソフトウェアが必要と

する容量をそれぞれ算出する必要がある。  

ハードディスクの必要容量の算出式を以下に示す。  

 

必要容量  ＝  ［（ＯＳが必要とするディスク容量）  

n 

＋  Σ｛（ソフトウェアが必要とするディスク容量） i｝  

         i=1 

           ＋  （ユーザデータとして使用するディスク容量）］× （安全性指数）  

   ※ i は搭載するソフトウェアの種別を示す。  

 

上記 式より、必 要容量を 算出した後 、サーバ 製品のハー ドディス ク容量の規 格及び経 済性に

照らし、最適な構成を選択する。ただし、表  24 に示す、「ＲＡＩＤ」を採用した場合など、搭

載するハードディスク容量と、実際に利用できるハードディスク容量が異なる場合においては、

実際に利用できるハードディスク容量が上記算出式を満たすよう、注意が必要である。  

  

●ＯＳが必要とするディスク容量  

 

ＯＳが必要とするディスク容量については、インストールに必要なディスク容量、ＯＳ

の作業用に使用するディスク容量（一時ファイル、設定情報等）等があるが、基本的には

販売元等の推奨値による。  
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●ソフトウェアが必要とするディスク容量  

 

ソフトウェアが必要とするディスク容量については、インストールに必要なディスク容

量、ソフトウェアの作業用に使用するディスク容量（一時ファイル、設定情報等）等があ

るが、基本的には販売元等の推奨値による。  

 

●ユーザデータなどが使用するディスク容量  

 

ユーザデータなどが使用するディスク容量については、地域公共ネットワークとして利

用されるデータ量を算出することになるが、代表的なセンター装置における算出の目安を

以下に示す。  

（参考）  

・ＷＷＷサーバ   ：  部局あたり 150MB 程度  

・Ｍａｉｌサーバ  ：  職員あたり最大 50～ 100MB 程度  

・Ｐｒｏｘｙサーバ：  職員あたり最大 10MB 程度  

 ・動画蓄積サーバ  ：  動画１時間あたり 700MB 程度（ MPEG4）  

 

●安全性指数・・・ハードディスク使用量が、ピーク時に１００％に達する、もしくは近づ

くと、サーバが安定動作できない可能性があるため、安全性を考慮した

設計にする必要がある。（１．２～２．０）  

 

例）以下のケースにおいてハードディスクの必要容量を算出する。  

・ＯＳのインストールに必要なディスク容量・・・・  40000MB 

・ソフトウェア 1 が利用するディスク容量・・・・・   2000MB 

・ソフトウェア 2 が利用するディスク容量・・・・・    500MB 

・ソフトウェア 3 が利用するディスク容量・・・・・  20000MB 

・ユーザデータなどが使用するディスク容量・・・・・ 100MB × 1000 人  

・安全性指数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.2 

 

必要容量  ＝  ｛ 40000MB ＋（ 2000MB + 500MB + 20000MB）＋（ 100 × 1000）｝× 1.2 

     ＝  195000MB ≒  200GB 

      

なお 、ハードデ ィスクに データのバ ックアッ プを取る場 合は、上 記以外に、 なお、ハ ードデ

ィスクにデータのバックアップを取る場合は、上記以外に、別途バックアップ用のディスク容

量を考慮する必要がある。また、バックアップを含むデータ容量が 1,000GB（ 1TB）を超える場

合には、サーバに接続するストレージ装置の導入を検討する必要がある。ただし、過去データ

のバックアップなど、情報の長期保管が必要とされる場合は、テープメディアやＭＯ、ＣＤ－

Ｒ／ＲＷなどの外部記憶媒体の導入を検討する必要がある。  
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   ③  セ ンター装置の導入基準  

装置 の導入形態 は、運用 管理を考慮 してセン ター施設へ の集中設 置が望まし い。ただ し、基

幹網をループで接続した際、トラフィックの集中拠点がセンター施設以外にも存在する場合は、

ト ラ フ ィ ッ ク 集 中 拠 点 に サ ー ビ ス を 複 製 配 信 す る キ ャ ッ シ ュ サ ー バ を 配 置 す る こ と も 可 能 で

ある。その際、データ整合性の問題を考慮し、その有効性・妥当性および運用方針などを事前

に検討しておくことが必要である。下記にキャッシュサーバの設置基準を示す。  

 

一次施設E

一次施設B

一次施設A

一次施設D 一次施設C

センター施設

二次
施設

二次
施設

二次
施設Ｚ1

Ｚ2

Ｚ3
基幹網の帯域＝Ｘ

Ｙ

・
・
・

□ 一次施設に集中する帯域 Ｘ0 ＝ Ｙ+Ｚ1+Ｚ2+Ｚ3＋…  
キャッシュサーバを設置する場合の導入基準：  （ X0／ X）≧ 40% (*1) 

 

( * 1 )  イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ に お け る ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の ア ク セ ス 率 で ユ ー ザ が「 ス ト レ ス を 感

じ 始 め た 」 と 思 わ れ る 経 験 値 を 適 用  

 

また 、基幹網を スターで 接続した場 合は、前 項２．１の （３）① で検討した 帯域の算 出式に

準じた帯域を確保し、センター施設で集中管理することが望ましい。下記にその際の算出式を

再掲する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、センター装置の導入にあたっては、機器の性能向上を考慮することが望ましい。  
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 ３．３  ファシリティ仕様  

フ ァシリティに関する仕様については、「地方公共団体における情報セキュリティ対策に関する

調査研究報告書」2.1 ファシリティ管理（平成１４年２月地方公共団体における情報セキュリティ

対策に関する調査研究会／ http://www.soumu.go.jp/singi/security.pdf）等を参考とすることが

望ましい。  
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４．  地域公共ネットワークの運用に関する考え方  

 ４．１  ネットワーク管理仕様  

 （１）  地域公共ネットワークの運用に必要となるネットワーク管理  

地域 公共ネット ワークを 適切に運用 していく ためには、 伝送路や 機器の情報 を管理装 置で一

元的に管理し、それらの情報を最新に維持することで、構築したネットワークの構成を常に正

確に把握できる状態にしておき、機器の増設やアプリケーションの追加、機器変更等に対応し

ていく必要がある。そのためには、地方公共団体の内部でネットワーク管理者を定め、次項に

示す管理項目に関する対応について、地方公共団体独自に、あるいは外部委託するなどして万

全な体制で行うことが望ましい。  

 

また 、ネットワ ーク管理 では、障害 発生個所 （機器、伝 送路など ）の特定を 的確に行 うこと

が ポイントとなる。機器の障害発生個所を特定するためには、機器の動作状況を収集、分析す

る 監視装置をネットワークに接続し、動作状況を伝達するプロトコルであるＳＮＭＰ (*1)をサ

ポートした機器でネットワークを構成することが望ましい。  

伝送 路の断線な ど、伝送 路の物理的 な障害個 所を特定す るために は、光ファ イバの状 態を距

離 方向にわたり解析する機器であるＯＴＤＲ (*2)を組み込んだ監視装置を伝送路に接続し、適

時、伝送路の状態を収集、分析することが可能な構成をとることが望ましい。  

 (*1)ＳＮ Ｍ Ｐ（ Simple Network Management Protocol）：ネットワーク上の各ホスト様々な  

      情報を自動的に収集して、ネットワーク管理を行うためのプロトコル。  

(*2)ＯＴＤＲ (Optical Time Domain Reflectmeter)：光ファイバの損失や反射などの光学的  

特性を長手（距離）方向にわたって測定、解析する機器。  

 

 （２）  ネットワーク管理項目  

ネットワーク管理項目とその内容を以下に示す。  

   表  25 ネットワーク管理項目  

管 理 項 目  内 容  

資 産 管 理  ネ ッ ト ワ ー ク の 物 理 的 配 置 、 ケ ー ブ ル ル ー ト 、 光 フ ァ イ バ 心 線 の 管 理 、 ソ フ ト ウ

ェ ア の 資 産 管 理 な ど を 行 う 。  

構 成 管 理  ネ ッ ト ワ ー ク を 構 成 す る ケ ー ブ ル や 機 器 の 接 続 構 成 、 機 器 の パ ラ メ ー タ （ 設 定 内

容 ） 管 理 、 Ｉ Ｐ ア ド レ ス の 管 理 、 割 り 振 り な ど を 行 う 。  

状 態 管 理  ネ ッ ト ワ ー ク の 稼 動 状 態 、 ロ グ の 監 視 、 管 理 な ど を 行 う 。  

障 害 管 理  利 用 者 か ら の 問 い 合 わ せ 受 付 、 管 理 、 ネ ッ ト ワ ー ク 障 害 の 検 出 、 通 知 、 障 害 状 況

の 把 握 、 障 害 原 因 の 特 定 、 障 害 履 歴 の 記 録 と 分 析 な ど を 行 う 。  

障 害 発 生 機 器 の 交 換 、 復 旧  

性 能 管 理  回 線 使 用 率 や ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 稼 働 率 な ど ネ ッ ト ワ ー ク の 稼 動 状 態 に お け る 性

能 デ ー タ の 把 握 と 、常 に 良 好 な パ フ ォ ー マ ン ス を 保 て る よ う に す る た め の 管 理（ ハ

ー ド ウ ェ ア の 増 設 等 ） を 行 う 。  
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 （３）  外部委託について  

外部 委託につい ては、地 域の電算セ ンター、 プロバイダ 及び民間 サービスな どの利用 が可能

である。  

なお外部委託する場合は、必ず委託業者への情報守秘を義務付ける必要がある。  

基本 的には契約 時に誓約 書等により ルールを 決めるなど 、情報守 秘義務を徹 底しなけ ればな

ら ない。  

表 26 ネットワークの管理項目と外部委託サービス  

管 理 項 目  外 部 委 託 サ ー ビ ス  

構 成 管 理  運 用 支 援 サ ー ビ ス  

状 態 管 理  遠 隔 監 視 サ ー ビ ス  

障 害 管 理  

復 旧 支 援 サ ー ビ ス  

性 能 管 理  性 能 管 理 サ ー ビ ス  

ネ ッ ト ワ ー ク 診 断 サ ー ビ ス  

 

ネッ トワーク障 害の際に は、正常系 のネット ワークから の遠隔ア クセスが出 来ないこ とが想

定されるので、電話回線を利用して、モデムなどでネットワーク機器やサーバに遠隔アクセス

する方式が取られる場合がある。この場合は、別途ネットワーク管理用に電話回線を開設する

必 要 が あ る 。 ま た 、 運 用 管 理 を 外 部 委 託 す る 場 合 に は 、 別 途 、 管 理 用 の ネ ッ ト ワ ー ク を 設 け、

外部の運用管理者による業務ネットワークへのアクセスを制限するなど、セキュリティに配慮

した構成を検討する必要がある。  
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 ４．２  セキュリティ仕様  

 （１）  情報セキュリティ対策の考え方  

地域 公共ネット ワークを 管理・運用 する地方 公共団体に おいては 、ネットワ ークに接 続され

ている情報システムは常に盗聴、侵入、破壊、改ざん等の脅威にさらされていることを認識し、

住民に対する行政サービスの安全性及び信頼性を確保するとともに、個人のプライバシーに関

する情報等、情報公開条例等で不開示とされている情報の機密の保持を確保しなければならな

い。  

特に 個人情報保 護法（※ ）を遵守し 、地域公 共ネットワ ーク内で 個人情報（ 名前、住 所、電

話 番 号 等の 個 人を 特定 で き る情 報 ）を 扱う 場 合 には 、 情報 漏洩 対 策 に万 全 を 期 す 必 要 が あ る 。 

（ ※ ）  「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 5 年 法 律 第 5 7 号 ）」  

    「 行 政 機 関 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 5 年 法 律 第 5 8 号 ）」  

    「 独 立 行 政 法 人 等 の 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 5 年 法 律 第 5 9 号 ）」  

（ 参 考 ） h t t p : / / w w w . s o u m u . g o . j p / g y o u k a n / k a n r i / h o r e i _ k i h o n . h t m l  

 

 

 （２）  情報セキュリティポリシーの実施サイクル  

情報 セキュリテ ィ対策は 、情報セキ ュリティ ポリシーを 策定する ことによっ て完結す る一過

性の取組みではなく、下記のように、情報セキュリティポリシーの策定及び策定後の日常的な

取組みによって確保される性質のものであることを十分に認識するべきである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図  10 情報セキュリティポリシーの実施サイクルイメージ  

 

なお、情報セキュリティ対策の詳細については、「地方公共団体における情報セキュリティポ    

リシーに関するガイドライン（平成 18 年 9 月策定）」（総務省自治行政局地域情報政策室  ／  

    http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060929_8_1.pdf）等を参考とすることが望ましい。 

 

 

策定  
基 本 方 針 ・ 対 策 基 準 （ ポ リ シ

ー）、実施手順の策定  

運用  
システムの監視、ポリシーの遵

守状況の確認、侵害時の対応策  

評価・見直し  
システムの監査、ポリシーの  

評価・見直し  

導入  
配布、教育、物理的、人的、  

技術的措置  
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 ４．３  保守仕様  

 （１）  地域公共ネットワークの運用に必要となる保守  

地域 公共ネット ワークを 適切に運用 していく ためには、 障害発生 時にネット ワーク管 理で特

定された障害個所を早期に復旧させることがポイントとなるため、十分な保守体制を整える必

要がある。そのためには、保守対象毎に、外部委託するのか、地方公共団体が自ら保守を行う

のかを効率的に決める必要がある。  

保守の手法と内容を以下に示す。  

  表  27 保守の手法と内容  

 地 方 公 共 団 体 が 自 ら 保 守 を 行 う  外 部 委 託 す る  

概

要 

予 備 機 な ど を 活 用 し て 、 地 方 公 共 団 体 自 ら が 保 守 を 行

う 。 ハ ブ ／ ス イ ッ チ ハ ブ や メ デ ィ ア コ ン バ ー タ な ど 、 複

雑 な 設 定 が 無 く 、 故 障 時 は 予 備 機 と 交 換 す る よ う な 機 器

に 関 し て は 、 自 ら 保 守 を 行 う ほ う が 、 低 コ ス ト で よ り 迅

速 な 対 応 が 可 能 な 場 合 が あ る 。  

民 間 の 保 守 サ ー ビ ス を 活 用 す る 方 法 。通 常 は 、機 器

や ソ フ ト ウ ェ ア は 販 売 元 と 契 約 し 、 シス テ ム 全 体 に 関

し て は 構 築 業 者 や 運 用 支 援 ・ 保 守 業 者 と 契 約 す る な

ど 、 目 的 に 応 じ て 選 択 可 能 。  

メ

リ

ッ

ト 

・ 経 常 費 用 が 安 い 。  

・ 自 ら 対 応 す る た め 、 保 守 要 員 の 到 着 を 待 つ こ と な く 保

守 作 業 を 行 う こ と も 可 能 。  

・ 専 門 家 が 保 守 を 行 う た め 信 頼 性 の 高 い 保 守 が 可 能 。 

・「 地 方 公 共 団 体 が 自 ら 保 守 を 行 う 」 場 合 に 比 べ 、 よ

り 深 刻 な ト ラ ブ ル に 対 応 可 能 。  

・ 保 守 を 行 う た め の 人 員 を 用 意 す る 必 要 が 無 い 。  

デ

メ

リ

ッ

ト 

・ 保 守 を 行 う た め の 人 員 が 必 要 。  

・ 予 備 機 を 用 意 す る 場 合 は 初 期 費 用 が 高 く な る 。  

・ 対 応 で き な い 深 刻 な ト ラ ブ ル が 発 生 し た 場 合 の 保 証 が

無 い 。  

・ 取 り 扱 い の 難 し い 機 器 に つ い て は 、 高 度 な 知 識 を 要 す

る 。  

・ 保 守 を 行 う た め の 機 材 等 を 用 意 す る 必 要 が あ る 場 合 が

あ る 。  

・ 手 厚 い サ ー ビ ス 、も し く は 高 度 な 装 置 ・ ソ フ ト ウ ェ

ア に な る ほ ど 、 経 常 費 用 が 発 生 。  

・ 委 託 先 が 複 数 に 分 か れ る 場 合 は 、ト ラ ブ ル 時 の 問 い

合 わ せ が 混 乱 す る 場 合 が あ る 。  

・ 保 守 作 業 を 行 う 際 に 、保 守 要 員 の 到 着 を 待 つ 必 要 が

あ る 。  

 

 （２）  保守対象設備  

保守対象設備の例を以下に示す。  

   表  28 保守対象設備（例）  

 地 方 公 共 団 体 が 自 ら 保 守 を 行 う  外 部 委 託 す る  

対 象 設 備  

レ イ ヤ ２ ス イ ッ チ 、 ル ー タ 、 ハ ブ ／ ス イ ッ チ ハ ブ 、

メ デ ィ ア コ ン バ ー タ 、無 線 Ｌ Ａ Ｎ 装 置 、Ｌ Ａ Ｎ ケ ー ブ

ル 、 衛 星 通 信 機 器 な ど  

シ ス テ ム 全 体 、光 フ ァ イ バ（ ※ ）、レ イ ヤ ２ ス イ ッ チ 、

レ イ ヤ ３ ス イ ッ チ 、 レ イ ヤ ４ ス イ ッ チ 、 シ ャ ー シ 型

ス イ ッ チ 、 ル ー タ 、 ハ イ エ ン ド ル ー タ 、 Ａ Ｔ Ｍ 交 換

機 、 Ｗ Ｄ Ｍ 装 置 、 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 専 用 機 、 キ ャ ッ

シ ュ サ ー バ 専 用 機 、 帯 域 制 御 装 置 、 負 荷 分 散 装 置 、

無 線 Ｌ Ａ Ｎ 装 置 、 Ｃ Ｍ Ｔ Ｓ 、 海 底 光 伝 送 端 局 装 置 、

海 底 光 増 幅 中 継 器 、 衛 星 通 信 機 器  な ど  

（ ※ ）  特 に 、 光 フ ァ イ バ を 自 ら 構 築 し た 場 合 は 、 敷 設 後 の メ ン テ ナ ン ス 、 故 障 時 の 対 応 に つ い て 自 治 体 自 ら が 実 施 す   

る の は 難 し い た め 、 ケ ー ブ ル 敷 設 工 事 請 負 会 社 等 と 保 守 業 務 委 託 契 約 を 結 ぶ な ど に よ り 対 応 す る こ と が 推 奨 さ れ る 。 
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 （３）  外部委託について  

外部委託については、各製品のメーカーおよび代理店、システム構築業者、運用支援・保守

業者などの利用が可能である。  

な お 、 契 約 す る 保 守 サ ー ビ ス に よ っ て は 、 委 託 業 者 へ の 情 報 守 秘 を 義 務 付 け る 必 要 が あ る 。

基 本的には契約時に誓約書等によりルールを決めるなど、情報守秘義務を徹底しなければなら

ない。  

表  29 一般的な保守サービスの内容  
保 守 サ ー ビ ス  内 容  

シ

ス

テ

ム

保

守 

オ ン サ イ ト 保 守  高  

↑  

保 守 レ ベ ル  

↓  

低  

・ シ ス テ ム ト ラ ブ ル 発 生 時 に 、技 術 者 が 現 地 に 出 向 き 、ト ラ ブ ル の 切 り 分 け 作 業 、復 旧

作 業 等 を 行 う 。  

リ モ ー ト  

メ ン テ ナ ン ス  

・ト ラ ブ ル 発 生 時 に 、メ ン テ ナ ン ス 会 社 が 、メ ン テ ナ ン ス 用 回 線 経 由 で シ ス テ ム に 接 続 、

リ モ ー ト で ト ラ ブ ル の 復 旧 を 行 う 。  

電 話 サ ポ ー ト  
・電 話 に よ る Ｑ ＆ Ａ 対 応 、ト ラ ブ ル 復 旧 の シ ス テ ム 操 作 、ト ラ ブ ル 切 り 分 け 等 の 技 術 サ

ポ ー ト を 行 う 。  

機

器

保

守 

オ ン サ イ ト 保 守  
高  

↑  

保 守 レ ベ ル  

↓  

低  

・ 故 障 し た 時 点 で 、現 地 に 技 術 者 が 出 向 き 、修 理 ・ 機 器 の 交 換 を 実 施（ 対 応 時 間 で レ ベ

ル が 異 な る ）。  

代 替 機 先 出 し  

セ ン ド バ ッ ク 保 守  
・ 故 障 し た 時 点 で 代 替 機 に よ る 運 用 を 行 い 、 故 障 機 器 の 修 理 完 了 時 に 再 交 換 す る 。  

セ ン ド バ ッ ク 保 守  ・ 故 障 し た 機 器 を 郵 送 し て 修 理 す る 。 修 理 完 了 ま で 運 用 に 支 障 が 発 生 。  

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

保

守 

オ ン サ イ ト 保 守  

高  

↑  

保 守 レ ベ ル  

↓  

低  

・ ソ フ ト ウ ェ ア ト ラ ブ ル 発 生 時 に 技 術 者 が 現 地 に 出 向 き 、 ト ラ ブ ル の 復 旧 作 業 を 行 う 。 

リ モ ー ト  

メ ン テ ナ ン ス  

・ト ラ ブ ル が 発 生 時 に 、メ ン テ ナ ン ス 会 社 が 、メ ン テ ナ ン ス 用 回 線 経 由 で シ ス テ ム に 接

続 、 リ モ ー ト で ト ラ ブ ル の 復 旧 を 行 う 。  

電 話 サ ポ ー ト  
・電 話 に よ る Ｑ ＆ Ａ 対 応 、ト ラ ブ ル 復 旧 の シ ス テ ム 操 作 、ト ラ ブ ル 切 り 分 け 等 の 技 術 サ

ポ ー ト を 行 う 。  

バ ー ジ ョ ン ア ッ プ

サ ポ ー ト  
・ ソ フ ト ウ ェ ア の バ ー ジ ョ ン ア ッ プ や 、 パ ッ チ （ ※ ） の 無 償 提 供 を 行 う 。  

ラ イ セ ン ス 更 新  
・ウ ィ ル ス 対 策 ソ フ ト な ど 、一 部 の ソ フ ト ウ ェ ア に つ い て は 、ソ フ ト ウ ェ ア を 継 続 的 に

利 用 す る 場 合 に 定 期 的 （ １ 年 毎 な ど ） に ラ イ セ ン ス 更 新 料 を 支 払 う 必 要 が あ る 。  

光

フ

ァ

イ

バ

保

守 

ケ ー ブ ル 巡 視 ・ 点 検  

・ ケ ー ブ ル 外 被 の 損 傷 、 ケ ー ブ ル 敷 設 状 況 等 の チ ェ ッ ク （ ケ ー ブ ル 本 体 、 接 続 部 （ ク ロ ー ジ ャ ー ）、

吊 り 線 、 ハ ン ガ ー 、 支 持 物 、 支 持 金 物 、 接 地 等 ）  

・ ケ ー ブ ル 地 上 高 や 他 の 建 設 物 と の 離 隔 な ど 技 術 基 準 、 関 係 法 令 と の 適 合 状 況 の チ ェ ッ ク 。  

＊ 巡 視 計 画 に つ い て は 地 域 特 性 等 を 考 慮 し 、 各 自 治 体 が 設 定 す べ き 。  

保 守 作 業  

・ 巡 視 結 果 に 基 づ く 手 直 し の 実 施 。  

・ 故 障 時 、 工 事 車 両 作 業 ミ ス や 災 害 に よ る 切 断 時 等 に お け る 調 査 お よ び 復 旧 作 業  

・ 道 路 拡 幅 等 に よ る ケ ー ブ ル 移 設 対 応 。  

・ ケ ー ブ ル 損 傷 や 老 朽 に よ る 張 り 替 え  

保 守 計 画 ・ 管 理  
・ 巡 視 、 点 検 計 画 の 作 成 ・ 実 施 管 理  

・ 保 守 作 業 の 計 画 作 成 ・ 実 施 管 理  

電 柱 共 架 費  

・ 光 フ ァ イ バ ケ ー ブ ル 等 の 敷 設 に お い て 、電 柱 等 に 架 設 す る 場 合 は 、架 設 す る 地 域 の 電 力 会 社 、Ｎ Ｔ

Ｔ と の 電 柱 共 架 の 手 続 き を し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 道 路 に 設 置 す る 場 合 な ど 法 令 上 の 手 続 き を

必 要 と す る 場 合 も あ る の で 注 意 す る こ と 。 共 架 費 用 は 地 域 に よ っ て 異 な り 、 ま た 共 架 の た め の 設 備

改 修 （ ト ラ ン ス 移 設 な ど の 電 柱 改 修 等 や 他 事 業 者 と の 調 整 ） が 必 要 （ 改 修 工 事 費 は 申 込 者 負 担 ） と

な る 場 合 が あ る た め 、 当 該 地 域 の 担 当 事 業 所 と 計 画 段 階 に お け る 事 前 の 調 整 が 必 要 で あ る 。  

（ ※ ）  パ ッ チ ： ソ フ ト ウ ェ ア の 不 具 合 や セ キ ュ リ テ ィ ホ ー ル が 発 見 さ れ た 場 合 に 、 そ れ を 修 正 す る た め に 提 供 さ れ る ソ      

フ ト ウ ェ ア 。 無 償 提 供 さ れ る 場 合 も あ る が 、 有 償 サ ポ ー ト を 契 約 し て い な い と 提 供 さ れ な い 場 合 も あ る 。 な お 、 バ

ー ジ ョ ン ア ッ プ 等 の ソ フ ト ウ ェ ア の 更 新 を 行 う 場 合 に は 、 別 途 適 用 作 業 や 検 証 作 業 が 発 生 す る 。
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（参考資料 １）  ネットワークの構築手法  

A． 光ファイバネットワーク  

 

地域内の庁舎や学校、各種施設に対して地方公共団体が自ら光ファイバを敷設するもの。光ファ

イバの敷設及び光ファイバ接続用の機器など全てを購入することとなる。通信事業者のネットワー

クサービスが提供エリア外の地域で超高速なネットワークを構築する場合に有効な方式。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  11 光ファイバネットワークの構成  
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速度：100Mbps，1Gbps
構成：ループ型･スター型の
　　　　どちらでも可能

利用者側設備
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利用者側設備

光収容装置

光ファイバ

光収容装置

光収容装置

光収容装置

光 収 容 装 置 ： 長 距 離 光 フ ァ イ バ を 直 接 収 容 す る Ｌ Ａ Ｎ 機 器 、 メ デ ィ ア コ ン バ ー タ 、 Ｗ Ｄ Ｍ 機 器 等  

(※ )ル ー タ の 他 に ス イ ッ チ で も 可  
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B． 通信サービス（例  広域イーサネットサービス）  

 

通信事業者が提供する 10BASE-T/100BASE-TX 等のＬＡＮインターフェースで地域内の庁舎や学校、

各種施設を接続し、あたかも 1 つのＬＡＮ（スイッチＨＵＢ）のように接続するサービス。  

イーサネットサービス（レイヤ２サービス）であるため TCP/IP 以外の一般的なＬＡＮプロトコル

も通信できるのが特徴。  

    表  30 広域イーサネットサービスの特徴  

項 目  内 容  

メ リ ッ ト  ・ 回 線 速 度 が 高 速 （ 1 0 M b p s、 1 0 0 M b p s な ど ）  

・ 経 常 費 用 も 従 来 の デ ジ タ ル 専 用 線 サ ー ビ ス に 比 べ る と 比 較 的 安 価 。  

・ ま た 従 来 の デ ジ タ ル 専 用 線 サ ー ビ ス と 違 い 経 常 費 用 が 接 続 距 離 に 依 存 し な い 。  

・ レ イ ヤ ２ サ ー ビ ス の た め 通 過 す る 通 信 プ ロ ト コ ル に 制 約 な し （ 通 常 の ス イ ッ チ H U B と 同 様 で あ り 、

T C P / I P 以 外 の プ ロ ト コ ル も 通 過 可 能 ）。  

・ 回 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 広 く 用 い ら れ て い る L AN イ ン タ ー フ ェ ー ス （ 1 0 B A S E - T / 1 0 0 B A S E - T X 等 ） で あ

り 特 別 な 機 器 が 不 要 で 機 器 費 用 を 抑 え る こ と が で き る 。  

・ 広 域 イ ー サ ネ ッ ト に 接 続 さ れ て い る 拠 点 同 士 で 直 接 通 信 が 可 能 。 ( n× n 通 信 )  

デ メ リ ッ ト  ・ 経 常 費 用 は 地 域 イ ン ト ラ ネ ッ ト 基 盤 施 設 整 備 事 業 等 の 対 象 外 で あ る た め 別 途 予 算 化 が 必 要 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  12 広域イーサネットサービスの構成  

 

O N U（ O p t i c a l  N e t w o r k  U n i t）： 通 信 サ ー ビ ス を 利 用 す る と き に 必 要 な 回 線 接 続 装 置  

O N U  

O N U  

O N U  

O N U  
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C．ダークファイバ（光ファイバ心線貸し）  

 

通信事業者等の光ファイバの空き心線を借り、自設の光ファイバと同様に利用すること。提供さ

れるのは一般に光ファイバと両端にメディアコンバータを組み合わせた形態であり、地方公共団体

はメディアコンバータ以下の通信機器を用意する必要がある。光ファイバの利用心数及び敷設距離

に応じて利用料金（経常費用）が決定される。  

自設で光ファイバネットワークを敷設する場合と同様に地方公共団体の要望に応じた施設間の接

続設計ができるのが他の通信サービスとの大きな違いである。  

なお、国土交通省が保有・整備している道路・河川用光ファイバは、保守・管理のため通信切断

されることがあるため、幹線ネットワークとして常時接続を維持するには、バックアップ通信回線

を確保する必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図  13 ダークファイバの構成図  

 

 

 

通信事業者提供範囲 利用者側設備利用者側設備

ルー タ（※）

ルータ(※)

ルータ(※)

ルータ(※)

（※）ルータの他にスイッチでも可

光収容装置：長距離光ファイバを直接収容するLAN機器

速度：100Mbps，1Gbps
構成：ループ型･スター型の
　　　　どちらでも可能

光収容装置

光ファイバ

光収容装置

光収容装置

光収容装置

通信事業者提供範囲 利用者側設備利用者側設備

ルー タ（※）

ルータ(※)

ルータ(※)

ルータ(※)

（※）ルータの他にスイッチでも可

光収容装置：長距離光ファイバを直接収容するLAN機器

速度：100Mbps，1Gbps
構成：ループ型･スター型の
　　　　どちらでも可能

光収容装置

光ファイバ

光収容装置

光収容装置

光収容装置
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D． ＣＡＴＶ  

 

ケーブルテレビ事業者の所有するケーブルテレビ網を利用したネットワーク。拠点側のケーブル

モデムとセンター側のセンターモデム間で通信を行うため、基本的にはケーブルモデムが設置され

ている、ケーブルテレビ事業者のセンターを経由してインターネットへ接続する。  

ネットワーク網は同軸や光ファイバ等、事業者により様々であり、自治体はこれらのネットワー

クを借りて通信を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  14 ケーブルテレビ網の構成図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  セ ン タ ー  

 モ デ ム  

ル ー タ  

ル ー タ  ( ※ )  

ル ー タ  

（ ※） ルータの他 にスイッチでも可  

通 信 事 業 者 提 供 範 囲  利 用 者 側 設 備  

ヘ ッ ド エ ン ド  

装 置  
ケーブルテレビ網  

ケ ー ブ ル モ デ ム  

ケ ー ブ ル モ デ ム  

ケ ー ブ ル モ デ ム  

( ※ )  

( ※ )  
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E． 無線ネットワーク  

 

有線の代わりにビル等の上に設置した基地局から各拠点まで無線で通信を行う。配線が不要であ

るため、網構成の自由度は高いが、障害物やノイズに対する影響が大きいため、サービス提供エリ

アに制限がある。  

 

■  Point to MultiPoint 

１つのアクセスポイントに、複数拠点の無線アンテナが接続される形態。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  15 無線ネットワークの構成図  

 

■  Point to Point 

無線アクセスポイント同士を、１対１で接続する形態。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  16 無線ネットワークの構成図  

 

なお、空港や図書館等の公共施設や商用施設等で行われている公衆無線 LAN サービス等（※）は

上記の「 point to MultiPoint」技術を活用したものである（５７ページコラム参照）。  

 

（ ※ ）「 公 衆 無 線 L A N サ ー ビ ス（ 通 信 事 業 者 が 提 供 す る 無 線 LA N サ ー ビ ス ）」及 び「 店 舗 開 放 型 無 線 L A N サ ー ビ

ス （ 店 舗 経 営 者 等 が 顧 客 に 無 線 L A N サ ー ビ ス 環 境 を 開 放 提 供 す る サ ー ビ ス ）」 を さ す 。  

（ ※） ルータの他 にス イ ッ チ で も 可  

 無 線  
ア ク セ ス  
ポ イ ン ト  

無  線  
アンテナ  

無 線 通 信 網  

無 線 通 信 網  

（ ※） ルータの他 にス イ ッ チ で も 可  

ル ー タ ( ※ )  

ル ー タ ( ※ )  

ル ー タ ( ※ )  

ル ー タ ( ※ )  

無  線  
アンテナ  

無  線  
アンテナ  

ル ー タ ( ※ )  

ル ー タ ( ※ )  

ル ー タ ( ※ )  無 線  
ア ク セ ス  
ポ イ ン ト  

無 線  
ア ク セ ス  
ポ イ ン ト  

無 線  
ア ク セ ス  
ポ イ ン ト  

無 線  
ア ク セ ス  
ポ イ ン ト  
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 F．離 島向け海底光ケーブルネットワーク  

 

 離島に対するネットワークの構築手法には、陸上無線や衛星無線によるネットワーク構築や橋梁  

等を利用した光ケーブル敷設によるネットワーク構築などがあるが、距離、気象による影響や帯域、  

コスト等の課題により無線による構築が困難な場合や、橋梁が無いなどの物理的要因により光ケー  

ブルでの構築が困難な場合には海底光ケーブルによるネットワークでの構築が有効な手法となる。  

 以下に、海底光ケーブルによる離島接続イメージを示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表  31  陸揚地及びルートの選定条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 然 条 件  

  

  

  

  

  

  

  

・  対 局 ル ー ト 長 を で き る だ け 短 く す る  

・  大 き な 河 川 の 河 口 付 近 は 避 け る  

・  岩 盤 が 露 出 し て い る 斜 面 、 海 溝 、 断 層 部 は で き る か ぎ り 避 け る  

・  2 5°以 上 の 急 斜 面 は 避 け る  

・  地 震 や 地 滑 り で の 影 響 を 考 慮 し 、 斜 面 を 長 く 横 切 る こ と は 避 け る  

・  埋 設 を 要 す る 浅 海 部 で は 、 埋 設 で き る 海 底 土 質 で あ る こ と  

・  海 潮 流 が 激 し く な い こ と  

・  陸 揚 局 を 新 設 す る 場 合 、 陸 揚 局 の 用 地 が 確 保 で き る こ と  

人 為 的 条 件  

  

  

  

  

・  関 門 局 ま で の 伝 送 路 が 経 済 的 に 構 築 で き る こ と  

・  底 曳 ト ロ ー ル な ど の 漁 業 が 行 わ れ て い な い こ と  

・  船 舶 に よ る 投 錨 の 恐 れ が な い こ と  

・  他 の ケ ー ブ ル や パ イ プ ラ イ ン な ど と の 近 接 交 差 は 避 け る  

・  漁 業 関 係 者 の 協 力 が 得 ら れ る こ と  

海 底 光 伝 送 端 局 装 置  海 底 光 伝 送 端 局 装 置  

海 底 光 増 幅 中 継 器  

一 次 施 設 へ  二 次 施 設 へ  

図  17 海底ケーブルネットワーク構成と増幅の仕組み  

信

号

光

パ

ワ

ー 

距     離  

※ １  
※ ２  

※  海底光 増幅中継器内 に増幅用 の光ファイ バ（エル ビウムドー プファイ バ： EDF）を配置 し（ ※

１ ）、さら に遠隔励起光 増幅 WDM技 術による ラマン増 幅（※２） を併用す ることによ り、これ まで

以上の長距離・大容量化を実現する技術も開発されている。  

陸 揚 局  陸 揚
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G. 衛星通信ネットワーク  

 

   衛星通信により整備する場合、通信事業者保有の衛星と地方自治体の衛星通信用地球局設備等を

組み合わせることによりネットワークを構築する。  

 
図  18 衛星通信ネットワークのイメージ  

 

     提 供サービス回線としては専用型サービスと共用型サービスがある。  

     衛星 通信は、距離に関係なくネットワークの構築ができ、拠点数が増えてもコストの増大が少な

い というメリットがある。一方、降雨等による回線稼動率の低下といった気象条件等の影響を受け

や すいといったデメリットがあり、アンテナサイズの決定には十分な検討が必要である。  

     通常 、地球局を構築する際には、目標とする回線稼動率を設定し利用する通信衛星と変復調器の

諸 元を用いて回線設計を実施し、アンテナ口径と送信電力制御装置の有無及び制御量を検討する。

以 下に代表的な仕様を示す。  

 

             表  32 衛星通信ネットワークの代表的仕様  

衛 星 局 の 代 表 的 仕 様  使 用 周 波 数 帯  K u バ ン ド  

偏 波 飽 和 E I R P  5 4 d B W～ 5 8 d B W  

G / T  8 d B / K～ 1 2 d B W  

S F D  - 9 9 d B W /㎡ ～ - 1 0 3 d B W /㎡ （ 最 大 利 得 時 ）  

地 球 局 の 代 表 的 仕 様  ア ン テ ナ 径 （ mφ ）  1 . 2  1 . 8  2 . 4  4 . 5  

送 信 ア ン テ ナ ゲ イ ン （ d B i）  4 2 . 8  4 5 . 9  4 9 . 0  5 3 . 9  

受 信 ア ン テ ナ ゲ イ ン （ d B i）  4 1 . 8  4 4 . 8  4 7 . 7  5 3 . 2  

導 波 管 ロ ス （ d B）  

導 波 管 ロ ス の 値 は 、 機 器 の 設 置 条 件 に よ り 異 な る 。  

0  0  0  5 . 5  

ア ン テ ナ ポ イ ン テ ィ ン グ ロ ス （ d B）  0 . 1  0 . 1  0 . 2  0 . 6  

シ ス テ ム 雑 音 温 度 （ K）  2 2 0  

デ ー タ 伝 送 回 線 の  

伝 送 諸 元  

伝 送 速 度  3 2 k b p s  ～  8 M b p s  

変 調 速 度  ４ 相 位 相 変 調 方 式  

目 標 回 線 稼 働 率  9 9 . 9 0 % /年 以 上 （ 親 局 － 子 局 間 、 双 方 向 ）  

9 9 . 8 5 % /年 以 上 （ 子 局 間 、 双 方 向 ）  

 

 

衛 星 を利 用 したネットワークでは、回 線 借 用 の他 に、通 信 事 業 者 が提 供 するインターネット接 続 サービスがあ
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る。１００BASE-TX 等 の LAN インターフェースで地 域 内 の庁 舎 や学 校 、各 種 施 設 を直 接 インターネットに接 続 で

きる。インターネットサービス（レイヤ２サービス）であるため、TCP/IP 他 のプロトコルや、VPN ネットワークでイントラ

ネットを構 築 できるのが特 徴 。  

 

 

 

 

 

表  33 衛星通信ネットワーク（回線共用型）の特徴  

項 目   

メ リ ッ ト  ・  回 線 速 度 が 高 速 （ 下 り３ ０Ｍ ｂ ｐ ｓ ／ 上 り ２Ｍ ｂ ｐ ｓ）  

・  経 費 が 従 来 の デ ジ タ ル専 用 回 線 サ ー ビ ス に 比 べる と 比 較 的 安 価  

・  接 続 場 所 を 選 ば な い  

・  レ イ ヤ ３ 、 I P ｖ ４ の 伝 送 サ ー ビス 。  

・  回 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 通 常 の Ｌ Ａ Ｎ イン タ ー フ ェ ー ス （ 1 0 0 B A S E - T X） で あ り 特 別 な 機 器 が 不 要  

・  V S A T 地 球 局 で あ り 設 備 が小 型 で あ る 。  

・  拠 点 同 士 の 接 続 も 可 能 （ ダ ブ ル ホ ッ プ ）  

・  イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 が サ ー ビ スに 含 ま れる た め 拠 点 整 備 が軽 微 と な る  

・  電 波 干 渉 が 生 じ にく い  

デ メ リ ッ ト  ・  衛 星 遅 延 が ある （ 約 ２ ５ ０ mse c ）  

・  経 常 費 用 と し て 回 線 料 の 予 算 化 が 必 要  

・  周 波 数 共 用 （ ベ ス ト エ フ ォ ー ト 型 ） のた め 帯 域 は 保 証 さ れ ない 。  

・  降 雨 に よ る 影 響 を 受 け る 。  

 

V S AT 地 球 局

 

 

衛 星 送 受 信 設 備

 

利 用 者 側 設 備 契 約  衛 星 通 信 事 業 者 提 供

 

 イ ン タ ー ネ ッ ト  

閉 域 網  

ル ー タ 、 ス イ ッ チ

 

図  19  衛 星 通 信 ネットワーク（回 線 共 用 型 ）の構 成  
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【 コラム】公衆無線ＬＡＮサービス等を地域公共ネットワーク上で適用する場合の活用事例  

 

 

公衆無線ＬＡＮサービス等は、無線ＬＡＮや Bluetooth 等の無線技術を用いて、インターネ

ット等のネットワークへの接続環境を不特定多数の利用者に提供するサービスの総称を指す。

無線ＬＡＮ機能を備えたＰＣ端末やＰＤＡ（携帯情報端末）の利用ユーザを対象に、携帯電話

よりも高速なネットワークアクセスの提供が可能である。地域公共ネットワークにおいて、こ

の公衆無線ＬＡＮサービス等を提供する例としては、以下のような事例が考えられる。  

 

・災害時の避難所など、公共施設内の住民等に対して広く情報提供を行う必要がある場合、

設置型の公共端末では順番待ちが発生し、情報の周知が困難である。そこで、利用地点に

公衆無線ＬＡＮサービス等のアクセスポイントを増設することにより、個人のＰＣ端末等

からアクセスが可能となり、情報の周知が容易になる。同時アクセス可能数やネットワー

ク帯域等の制限範囲内で、同時利用者数を増やすことが可能となる。  

 

・公共端末を利用する場合、サービスによっては利用者の個人情報や履歴情報が端末に保存

され、かつそれらの情報が保護されない状態におかれる可能性が高く、個人情報保護の観

点上望ましくない。そこで、公衆無線ＬＡＮサービス等により、利用者個人のＰＣ端末等

からサービスを利用することにより、公共端末における個人情報保護対策が行え、セキュ

リティの向上が期待できる。  

 

なお、適用に際しては、無線ＬＡＮの特徴を理解した上で、安全に利用できる環境整備に留

意する必要がある。活用においては、以下の資料を考慮することが望ましい。  

・「 安心して無線ＬＡＮを利用するために」 (総務省 ) 

（ http : / /www.soumu.go . jp / joho_tsus in / lan / index .html）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  20 公衆無線ＬＡＮサービス等の構成図  
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（参考資料 ２）  有線ＬＡＮ、無線ＬＡＮの種類  

表  34 地域公共ネットワーク、ラストワンマイル対策で活用される無線システム  

 

名 称  無 線 Ｌ Ａ Ｎ  高 出 力 無 線 Ｌ Ａ Ｎ  準 ミ リ 波 帯 Ｆ Ｗ Ａ  光 無 線  

利 用  

イ メ ー ジ  

① 無 線 ス ポ ッ ト  

② ラ ス ト ワ ン マ イ ル  

① ラ ス ト  

ワ ン マ イ ル  

② 拠 点 間 中 継  

① 拠 点 間 中 継  

（ 基 幹 回 線 ）  

② ラ ス ト  

ワ ン マ イ ル  

拠 点 間 中 継  

主 な 規 格  8 0 2 . 1 1 a  8 0 2 . 1 1 n  8 0 2 . 1 1 b  8 0 2 . 1 1 g  8 0 2 . 1 1 n  8 0 2 . 1 1 j  8 0 2 . 1 1 n   A R I B - S T D - T 5 0  

通 信 速 度  
5 0 M b p s  

程 度  

1 0 0 M b p s  

程 度  

1 0 M b p s  

程 度  

5 0 M b p s  

程 度  

1 0 0 M b p s  

程 度  

5 0 M b p s  

程 度  

1 0 0 M b p s  

程 度  

最 大 1 5 6 M b p s  1 0 M b p s  

～ 1 . 2 5 G b p s  

伝 搬 距 離  ～ 百 m  数 k m 程 度  数 k m 程 度  5 0 m～ 4 k m  

機 動 性  静 止 ・ 低 速 移 動  静 止  静 止  

電 力  小 （ 1 0 m W 以 下 ）  中 （ 5 0 m W 以 下 ）  中 (数 1 0 0 m W 程 度 ）   

周 波 数 の

利 用  

共 用  専 用  共 用  

免 許 制 度  免 許 不 要  登 録  免 許  免 許 不 要  

使 用  

周 波 数  

5 G H z 帯  2 . 4 G H z 帯  4 . 9 G H z 帯  

5 . 0 3 G H z 帯  

1 8 G H z 帯  

2 6 G H z 帯  

8 0 0 n m 帯  

1 5 5 0 n m 帯  

(※ 1 ) 8 0 2 . 1 1 n が 平 成 1 9 年 5 月 に 制 度 化 予 定 。  

(※ 2 ) 4 . 9 G H z 帯 ： 平 成 1 7 年 1 2 月 1 日 か ら 三 大 都 市 圏 で 登 録 制 度 開 始 。 平 成 1 9 年 1 2 月 以 降 、 全 国 展 開 を 予 定 。  

   5 . 0 3 G H z 帯 ： 平 成 2 4 年 1 1 月 3 0 日 ま で の 暫 定 使 用 。  
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（参考資料 ３）  基幹網、支線網構築における光ファイバケーブル選択のポイント  

■光ファイ バの種類  

-  光 ファイバの伝送モード  

・  光 ファイバには、シングルモード (SM)/マルチモード (MM)の二種類の伝送モードがあり、それぞれ

の伝 送モード 用の光ファ イバとし て、シング ルモード （ SM）型光 ファイバ とグレーテ ッドイン デ

ックス（ GI）型光ファイバがある。  

・  モ ー ドにより 伝送距離、 使用機器 （適用規格 ）が異な るため、用 途、シス テム等に合 わせて選 択

す る 。一般的 にシングル モード型 光ファイバ は、遠距 離、大容量 伝送に適 しているた め、地域 公

共 ネットワークの拠点間接続には、シングルモード型光ファイバを利用する。  

以 下にイーサネット仕様における適用光ファイバを示す。  

 

表  35 イーサネット仕様における適用光ファイバ  

SX LX

GI (短波長) ○

GI (長波長) ○ ○

GI (ダブルウィンドウ) ○ ○ ○

シングルモード SM (長波長) ○ ○

1000BASE

マルチモード

伝送モード 100BASE

-FX

 

 

-  光 ファイバの構造  

・  光 フ ァイ バは 、 光 の 伝 搬 路 と な る 部 分 （ コ ア ） と 、 光 を コ ア 内 に 閉 じ こ め る た め の 部 分 (クラ ッド )

の 2 層から構成されている。  

 

            表  36 光ファイバのクラッド径・コア径と特徴  

          

クラッド径 コア径 長波長 短波長 内容

50μm ○ ○ 日本での標準

62.5μm ○ × 米国での標準. 輸入機器に多い.

シングルモード 10μm ○ × シングルモードは1種類のみ

125μmマルチモード

※コア径62.5μmのケーブルと50μmのケーブル同士の接続は可能.ただし光損失に注意が必要  

                         
 

コア径 

クラッド 

径 

光ファイバの構造 

 コア 

クラッド 

被覆 

 

 

-  シングルモード型光ファイバの種類  

  ・   現 在 、一 般 的に 公 衆通 信 の幹 線 系光 フ ァイ バ 通信 で はシ ン グル モ ード 型 石英 光 ファ イ バが用い

ら れ ているが、基 幹網、 支線網の構築 にあた っては、その 伝送距 離、伝送容量 により 以下の光フ

ァ イバより選択する。  

光ファイバの種類  最大伝送距離 伝送容量  適    用  

石 英 系 シ ン グ ル モ ー ド

1310nm ゼロ分散形光ファイ

バ素線  

例） SSMA-9.3/125 

20～ 40km 

程度  

～ 10Gbps 

 

一 般 に 波長 1310nm の 光 伝 送 装置 を 使 用す る 場

合 に 適用 され る 通常の シ ング ルモ ー ド型光 フ ァ

イバ。  

更 に 、そ の拡 張 型とし て 光フ ァイ バ のプル ー フ

図  21 光ファイバの構造  
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レ ベ ルを 上げ た り、構 造 に工 夫を 加 えるこ と で

許容曲げ半径を従来 30mm から 15mm まで小さく

したタイプ (耐屈曲形 )も多く用いられる。  

石 英 系 シ ン グ ル モ ー ド

1310nm ゼロ 分 散・低 OH 形

光ファイバ素線  

例 ） SSMA･U-9.3/125 

20～ 40km 

程度  

～ 180Gbps 通 常 のシ ング ル モード 型 光フ ァイ バ の拡張 型 。

1.38μ m 帯にある吸収損失の低減化を図り 1310

～ 1625nm 間の幅広い伝送が可能。耐屈曲形も多

く用いられる。  

石 英 系 シ ン グ ル モ ー ド

1550nm 分散シフト形光ファ

イバ素線  

例） SSMA-8/125 

50km 以上  

（光アン

プにより

数百 km 

以上）  

～ 10Mbps シ ン グル モー ド 型光フ ァ イバ の損 失 が最小 に な

る 波 長 1550nm 付近で 分 散 が 零と な る シン グ ル

モード型光ファイバ。波長 1550nm 用の光伝送装

置を使用し、1310nm ゼロ分散形シングルモード

型光ファイバよりも長距離の伝送に適する。  

    （※）最大伝送距離、伝送容量については、両端の機器性能により、制約があることもある。  

 

・  仕 様   

シ ン グ ル モ ー

ド 型 光 フ ァ イ

バ の 種 類  

最 小

許 容  

曲 げ

半 径  

( m m ) 

公 称  

モ ー ド  

ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ

径  

(μ m ) 

ク ラ ッ ド

径  

(μ m ) 

ク ラ ッ ド  

非 円 率  

( % ) 

コ ア  

偏 心 量  

(μ m ) 

 

ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ  

ｶ ｯ ﾄ ｵ ﾌ  

波 長  

( n m )  

 

ゼ ロ 分 散  

波 長 範 囲  

( n m )  

最 大 ゼ ロ  

分 散  

ス ロ ー プ  

( p s / n m 2

損 失  

( d B / k m ) 
･

k m )  

石 英 系 シ ン

グ ル モ ー ド

1 3 1 0 n m ゼ ロ

分 散 形 光 フ

ァ イ バ 素 線  

例 ) S S M A -  

9 . 3 / 1 2 5  

 

通

常  

 

3 0 

 

8 . 6 

～ 9. 5 

 
1 2 5±1 ≦ 2. 0 ≦ 0. 8 ≦ 12 60 

1 3 00～

1 3 24 
0 . 09 3 

≦ 0 . 4 0 ( 1 3 1 0 n m )  

≦ 0 . 3 0 ( 1 5 5 0 n m )  

（ 注 1）  
耐

屈

曲

形  

1 5 8 . 6 

石 英 系 シ ン

グ ル モ ー ド

1 3 1 0 n m ゼ ロ

分 散 ･ 低 O H

形 光 フ ァ イ

バ 素 線  

例 ） S S M A ･ U -  

9 . 3 / 1 2 5  

 

通

常  

 

3 0 

 

8 . 6 

～ 9. 5 

 
1 2 5±1 ≦ 2. 0 ≦ 0. 8 ≦ 12 60 

1 3 00～

1 3 24 
0 . 09 3 

≦ 0 . 4 0 ( 1 3 1 0 n m )  

≦ 0 . 3 0 ( 1 5 5 0 n m )  

（ 注 1）  

（ 注 2）  

耐

屈

曲

形  

1 5 8 . 6 

石 英 系 シ ン グ ル

モ ー ド 1 5 5 0 n m

分 散 シ フ ト 形 光

フ ァ イ バ 素 線  

例 ） S S M A - 8 / 1 2 5  

3 0 
7 . 8 

～ 8. 5 
1 2 5±1 ≦ 2. 0 ≦ 0. 8 ≦ 12 60 

1 5 25～

1 5 75 
0 . 08 5 

≦ 0 . 5 0 ( 1 3 1 0 n m )  

≦ 0 . 3 0 ( 1 5 5 0 n m )  

（ 注 1）  

      （ 注 1） 1 6 X X n m ( X X は ≦ 2 5 n m )波 長 に お い て 、 損 失 ≦ 0 . 4 0 d B / k m  

   （ 注 2） 1 3 8 3～ 1 4 8 0 n m 間 O H ピ ー ク 波 長 で の 損 失 が 水 素 処 理 後 に 、 1 3 1 0 n m に 規 定 さ れ る 損 失 よ り 小 さ い こ と 。  
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■光ファイ バケーブルの構造について  

-  テ ープ心線  

ケーブル内に高密度に光ファイバ心線を集合し、融着接続器により複数本の心線を同時にするこ

とができるよう、複数本（２心、４心、８心など）の心線（ＵＶ素線）を一括被覆したもの。  

融着作業の効率化が図れ、接続時間が短縮される。  

               
２心ﾃ ｰﾌ�゚� ４心ﾃ ｰﾌ�゚�

ＵＶ素線ﾌ゚��
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（参考資料 ４）海底光ケーブル  

 

■海底光ケ ーブルの特徴  

 －  海底 光ケーブルは、光ファイバを水圧、温度、張力などの外力から保護するとともに、中継器等へ

の給電装置としても機能する必要がある。  

表 32 に海底光ケーブルの構造特性を示す。  

 

表 37 海底光ケーブルの構造特性  

 

光  

伝  

送  

損  

失  

光 伝 送 損 失  

使 用 波 長 、伝 送 速 度 などにより異 なる  分 散  

カットオフ波 長  

電  

気  

特  

性  

直 流 抵 抗  1 . 0Ω/m以 下  

絶 縁 耐 圧  10kV以 上  

機  

械  

特  

性  

耐 張 力  100kN以 上  

耐 水 圧  800kg/c㎡  

許 容 曲 げ半 径  0 .5m以 下  

耐 側 圧  100kg/cm以 上  

水 走 り防 止  水 圧 550kg/c㎡の場 合 で1,000m以 下 など  

信  

頼  

性  

設 計 寿 命  25年 以 上  

 

■海底光ケ ーブルの構造  

 －  海底 光ケーブルの構造は、中心に光ファイバ心線を収容した光ファイバユニットを収容し、その周

囲を使用環境によって分類されるケーブル外皮で覆われている。  

   水深 3,000m 以上の深海では、危険が少ないため無外装ケーブルを使用し、3,000m 以浅では漁労や

錨 な ど に よ る ケ ー ブル 損 傷 対 策 と し て 一重 外 装 も し く は 二 重外 装 ケ ー ブ ル 、 フ ィッ シ ュ バ イ ト 対 策

ケーブルが使用される。  
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              図  24 海底光ケーブルの種類と特徴  



 

 64 

（ 参考資料 ５） IPv6 について  

■ IPv6 の必要性  

-  IPv4 ア ドレスの枯渇  

・  IPv4 アド レス 数（約 43 億）に対し、世界の人口は約 60 億人存在している。人口一人にアドレス

を付与することができないのが現状。  

・  携 帯電話、 PDA、 情報家電など、様々なデバイスからインターネットへのアクセスが可能になっ

て きており、将来的には、様々なデバイスにアドレスを付与する必要がある。  

 

■ IPv6 で実現す ること  

-  様々な機器が IP ネットワークに接続できる  

・  家 電のインターネット接続、  電力 /ガス /水道の自動検針などが実現  

・  携 帯電話からエアコンの温度調整、  ビデオ予約などが可能。  

 

 
図  25 IPv6 の利活用イメージ  

 

-  セキュリティの向上  

・  IPsec(IP Security Protocol) による安全な通信（相手確認、  暗号化）が可能。   

-  サ ービス品質の向上  

・  QoS（ Quality of Service)を効 率よく 実装 できる 仕組み （フロ ーラベ ル）の 活用に よる、 動画 ／

ストリーミングや音声などの高品質な通信が可能。   

 

■国家プロ ジェクトとしての高まり  

-  e-Japan 戦略 の 施策例  

・  IPv6 のテストベッドのためのギガビットネットワーク（ JGN）の整備  

・  情 報家電の IPｖ 6 化に関する総合的な研究開発  

・  自 治体、企業、住民を含めた IPv６移行実証実験  

・  総 務省イントラネットの IPv６対応  など  

-  重 点計画  －  2006（ H18 年 7 月 26 日  IT 戦略本部）  

・ IPv6 によるユビキタス環境に向けたセキュリティ確保に関する実証実験  

・電子政府のシステムの IPv6 対応化  
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（ 参考資料 ６）バリアフリー  

-  拠 点装置のバリアフリー化全般については、以下の資料を考慮することが望ましい。  

・  高 齢者・障害者等に配慮した電気通信アクセシビリティガイドライン（第２版）（平成１６年５月

２ ６日  情報通信アクセス協議会）  

（ http://www.ciaj.or.jp/access/Guide2/index.html）  

・  高 齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス  

第１部：共通指針（平成１６年５月２０日  日本工業規格）  

第２部：情報処理装置（平成１６年５月２０日  日本工業規格）  

第３部：ウェブコンテンツ（平成１６年６月２０日  日本工業規格）  

第４部：電気通信機器（平成１７年１０月２０日  日本工業規格）  

（ http://www2.nict.go.jp/v/v413/103/jis）  

   （参 考）  

     工業標準化法（抄）  

（日本工業規格の尊重）  

第六十七条   国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、そ

の買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつ

て第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重し

てこれをしなければならない。  

・  総 務省みんなの公共サイト運用モデル（ウェブアクセシビリティ維持・向上のための取組モデル） 

（ http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/w_access/）  
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（ 参考資料 ７）ＡＳＰ（ Application Service Provider）  

 ＡＳＰと は、 Application Service Provider の略であり、ｉＤＣ（インターネットデータセンター）

におけるハ ウジングサービスのように、システム自体はユーザが「所有」するが、「保有」はせずに、専

門の事業者 に設置スペースを含めた運用管理を委託するという形態や、アプリケーションを含めたシス

テムを複数 の地方公共団体が共同で開発し、共同で利用・運用するという形態を総称するもので、今後

の地方公共 団体を中心とした地域情報化の有効な手段だと考えられている。  

 

 なお、狭 義には、ＩＴシステムの設備を自ら購入・設置し、運用管理するのではなく、ネットワーク

経由でアプ リケーションソフトの機能だけを利用するサービス形態を指す場合もあり、その場合にはそ

うしたサー ビスを提供する事業者（ Provider）のことを示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  26 ＡＳＰによるネットワーク運用イメージ  

 

 こうした 狭義のＡＳＰの特徴としては、以下の通りである。  

①  ユ ーザはシステムを「所有」するのではなく「利用」する。  

②  主 に民間企業が不特定多数のユーザを対象に、ネットワークを介してサービスを提供する。  

③  ユ ーザはランニングコストをサービス提供者に支払う（レンタルアプリケーション）。  

④  基 本的には、アプリケーションソフトはカスタマイズされずに提供される。  

 

 レンタル アプリケーションを利用すると、ユーザのパソコンには個々のアプリケーションソフトをイ

ンストール する必要がないので、情報システム部門の大きな負担となっていたインストールや管理、ア

ップグレー ドにかかる費用・手間を節減することが出来る。地方公共団体においては、自ら業務システ

ムを構築す る場合とＡＳＰを用いてアウトソースする場合のコスト比較および業務として第三者に決し

て知られて はいけない内容なのか、もしくは守秘義務契約で外部に出せる内容なのかを検討する必要が

ある。  
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（ 参考資料 ８）ネットワークレイヤについて  

■ネットワ ークレイヤとは？  

-  OSI 参照モデルで規定  

・  OSI 参照モデルは通信規格の標準化団体である ISO/IEC、  ITU-T が 1980 年代に共同開発したプロ

トコ ル体系で 、 2 つのコ ンピュー タシステム を相互接 続する際に 必要な通 信機能を７ 階層に分 け

て定義した論理モデル  

・  レ イヤ 2、  レイヤ 3 とは、この中の 2 層、  3 層の通信プロトコルを指す  

・  

第7層 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ層
ユーザに対して各種サービスを提供する。
例）メッセージ通信、ファイル転送

第6層 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ層
アプリケーションで扱う情報に関する仕様
などが規定される。
例）符号化規約、データ変換、圧縮

第5層 セッション層
エンドシステム間の対話制御などに関する
仕様などが規定される。
例）対話管理、同期、通信方式

第4層 ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ層
エンドシステム間でのデータ転送に関する
仕様などが規定される。
例）多重化、ｻｰﾋﾞｽ品質によるﾌﾟﾛﾄｺﾙｸﾗｽ

第3層 ﾈｯﾄﾜｰｸ層
ネットワーク内でのデータ伝送・制御に関
する仕様などが規定される。
例）コネクション、通信経路、ﾃﾞｰﾀ転送制御

第2層
ﾃﾞｰﾀ
ﾘﾝｸ層

接続システム間でのデータ転送に関する仕様
などが規定される。
例）ﾃﾞｰﾀﾌﾚｰﾑ、ｱｸｾｽ方式、伝送ｴﾗｰ制御

第1層 物理層
物理的規格・仕様や電気的規格・仕様などが
規定される。
例）通信形態､同期方式､伝送方式､ｺﾈｸﾀ形状

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
依存

ﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
依存

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ
依存

LLC副層

MAC副層

 

   図  27 OSI 参照モデル  

 

■各レイヤ で適用される機器  

-  各階層毎に適用される機器  

・  OSI レイヤによって適用される機器は次の通り  

 

 

図  28 各 OSI 階層で適用される機器  
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（ 参考資料 ９）トポロジと実際の物理的な網敷設ルートについて  

通常、光ファイバは幹線道路沿いに敷設されるため、論理的なトポロジと実際の物理的な敷設ルート

が一致しな い場合がある。例えば、センター施設と拠点がそれぞれ１対１で接続されているスター型の

トポロジ構 成をとっていたとしても、経路上、同じルートを通る光ファイバは一括して被膜で覆い、見

た目上一本 のケーブルとして扱うのが通常である。このため、計算式により算出された幹線部分の心線

数よりも、 実際に敷設された幹線部分の心線数が多く見えることがあり、注意する必要がある。  

 

センター

施設

（光ファイバ敷設形状）

施設 施設

センター

16 16 16

161616

8 8

88

リング型トポロジ

センター

24 16 8

8 8 8
8

8
8

スター型トポロジ

センター施設

一次施設

二次施設

光ファイバ心線（1接続8心）

（矢印：データの流れ）

光ファイバケーブル

8 光ファイバ心線数

センター施設

一次施設

二次施設

光ファイバ心線（1接続8心）

（矢印：データの流れ）

光ファイバケーブル

8 光ファイバ心線数

センター

一次施設 二次施設一次施設

8

16 816

8 8
バス型トポロジ

8 88二次施設

二次施設 二次施設 二次施設

一次施設 一次施設 一次施設

 
図  29 一般的なネットワーク構成例におけるトポロジ構成イメージ  
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（ 参考資料 １０）映像伝送とマルチキャスト  

地域公共ネットワーク利用の高度化に伴い、映像情報の利活用が更に進むと考えられるが、通常のネ

ットワーク では、映像ストリーム１本ごとに送信元と受信先が１対１対応となる伝送方式（ユニキャス

ト）が一般 的である。ユニキャスト方式では、受信端末（施設）の増加に比例して、映像伝送に要する

ネットワー ク帯域が増加するため、他のサービスの利用帯域へ影響について配慮が必要となる。また、

多数の送信 を同時に行うためには、送信側の設備増大が必要となる場合がある。  

同じ映像を特定多数の受信先へ伝送する場合、ネットワーク帯域を効率的に利用可能な方式として、

マルチキャ スト方式が期待されている。マルチキャスト方式では、ネットワーク上のルータが映像情報

を受信数分 コピーして配信するため、送信元は一つの映像情報を送信するだけで済み、またネットワー

ク上のトラ フィック量も最小限に抑制できる。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              図  30 ユニキャスト方式からマルチキャスト方式への移行イメージ  
 

マルチキャスト方式での伝送を行う際には、方式に対応したネットワーク機器がネットワーク上およ

び個々の施 設に必要となるため、導入にあたっては、映像伝送によるネットワークの通信容量や他のサ

ービスへの 影響、整備コストおよび方式採用による効果の度合いなどを検討する必要がある。  
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（ 参考資料 １１）光波長多重技術（ Wavelength Division Multiplexing）  

光ファイバによる通信では、２心の光ファイバによる双方向伝送（送信側・受信側）が一般的である

が、最近 では光波長多重技術により１心での双方向伝送が可能である。光波長多重技術（ＷＤＭ）とは、

一本の光フ ァイバの中に波長の異なる多数の光波を、お互いに干渉することなく多重化して伝送する技

術である。  

この技術により、光ファイバの伝送容量を増大できるとともに、従来は複数の光ファイバに分割して

伝送してい た通信を 1 本の光ファイバで行なうことができるようになるため、既存の光ファイバを有効

活用して大 容量化・高速化などの将来的な拡張が可能となる。  

なお、光波長多重の実現には、同方式のネットワーク機器の導入が必須である。最近では、ＦＴＴＨ

サービスの 普及により、２波多重方式用の機器は比較的安価に入手することが可能となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  31 従来の光ファイバ伝送技術  イメージ図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  32 光波長多重技術  イメージ図  

 

現在では２波多重方式だけでなく、３波以上の多重方式も製品化が進みつつある。しかし、３波多重

以上の機器 はまだまだ高価であり、３波以上の多重方式を公共ネットワークで利用するには、導入にお

ける費用対 効果を見極めたうえで採用の可否を判断する必要がある。  

 

なお、上記のデータ通信だけでなく、テレビ映像も多重化して光ファイバ上に伝送可能な３波多重方

式の製品も 現れている。  
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（参考資料１２）災害時の防災無線と地域公共ネットワークの連携  
 
防災行政用無線（同報系、移動系）と地域防災無線といった個別に構築された無線網、またはアナロ

グ・デジタ ルといった異なる方式による無線網を、地域公共ネットワーク（ＩＰ網）によって、災害時

の緊急通信 網として統合することができる。  
 
■防災行政無線（同報系／移動系）又は地域防災無線のエントランス回線としての利用  

●市町村合併に伴う既設防災行政無線又は地域防災無線の統制機能の一本化  
 
 
 

 

 

 

 

 

● 役場と中継局のエントランス回線  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■防災行政無線（同報系） の代替システムとしての利用（一部利用及び既設防災無線の廃止を含む） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、実現にはＩＰ網が帯域保証、マルチキャストといった一定の技術要件を満たしている事、サー

バ、ゲート ウェイが必要であり、導入にあたっては無線設備の仕様・整備コスト、など既存設備との統

合に関する 検討が必要である。  

Ａ市  

地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク  

Ａ 市 役 所  
（ 旧 Ｂ 町 役 場 ）  

Ａ 市 支 所  
（ 旧 Ｃ 村 役 場 ）  

Internet  

市 町 村 整 備 の F TT H 
（ イ ン タ ー ネ ッ ト で 提 供 ） 

Ａ 市 役 所  

同 報 ス ピ ー カ ー  

防 災 告 知 シ ス テ ム  
（ 戸 別 受 信 の 代 替 ）  

地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク  

Ａ 市 役 所  
地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク  
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（参考資料 １３）地域イントラネット基盤施設整備事業で民間事業者等への開放を前提として地域公共     

ネットワークを整備する場合の考え方ついて  
 

総務省所管の国庫補助事業の一つとして、地域公共ネットワークを整備するための「地域イントラネ

ット基盤施 設整備事業」があるが、同事業においては、ケーブルテレビ事業者（地方公共団体又は第三

セクターに 限る。）や高速・超高速インターネットアクセスサービス提供事業者に対して光ファイバ網等

を開放する ことを前提として整備することが可能である。  
以下に、同事業を活用した際の光ファイバが開放される範囲についての考え方を示す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図  33 地域イントラネット基盤施設整備事業で、開放を前提として整備する場合の補助対象イメージ  

 
【基本的な 考え方】  

 地 域 イン トラネ ット基 盤施設 整備事 業にお いて、 民間事 業者等 に開放 される 光ファ イバは 、同 事

業 に おい て整備 された 役所本 庁舎、 支所、 学校、 公民館 等の公 共施設 間を接 続した 地域公 共ネ ッ

トワークの範囲内のものに限定される。（青線区間）  

 地 域 公共 ネット ワーク の範囲 外にあ る公共 施設以 外の施 設等（ 例：サ ービス 提供事 業者の 施設 、

加入者宅（上図の住宅 A～ D）等）に接続する心線および地域公共ネットワークから分岐してそれ

らの施設等に接続する心線は、補助対象外となる。（赤線区間）  

 

役所

支所

学校 公民館

サービスセンタ

サービス提供事業者 サービス提供
事業者

凡例

太線：基幹回線
（バックボーン

回線）
細線：
加入者引き込み線
青線：補助対象
赤線：補助対象外

補助対象外

住宅E

住宅D

地域イントラネッ
ト基盤施設整備事
業で整備した公共
施設間から分岐し
て、公共施設以外
の施設等に接続す
る心線は、補助対
象外。

住宅C

住宅B

補助対象外

補助対象外

住宅A地域イントラネット基盤施設整備事
業で整備した公共施設間から分岐し
て、公共施設以外の施設等に接続す
る心線は、補助対象外。

補助対象外

青線区間内であれば、公共施設を接続する光ファイバ心線以外に住宅A～F
向けの心線、サービス提供事業者間の心線を見込んで整備することができる。

補助対象外
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（参考資料 １４）地域イントラネット基盤施設整備事業等で整備した地域公共ネットワークの光ファイ

バ網等を開放する際の手続き  
 
 地 域 イントラネット基 盤 施 設 整 備 事 業 等 により整 備 された地 域 公 共 ネットワークの光 ファイバ網 等 に未 利 用

部 分 がある場 合 、電 気 通 信 事 業 者 等 に対 し簡 易 な手 続 きによる開 放 を、また、あらかじめケーブルテレビ事 業

者 や高 速 ・超 高 速 インターネットアクセス提 供 事 業 者 への開 放 を目 的 とした整 備 も可 能 とし、ユビキタスネットワ

ーク社 会 の早 期 実 現 に寄 与 する。  

 

■  開 放 手 続 （「地 域 イントラネット基 盤 施 設 整 備 事 業 」の場 合 ）  

(1 )   ケ ー ブ ルテ レビ 事業 者 （地 方公 共団 体又 は 第三 セク ター に 限 る 。） へ開 放す るこ と を前 提と して、

地域イントラ事業等を実施する場合  

①  補 助金交付申請の際にケーブルテレビ事業者へ開放する旨記載  

②  開 放する時点で総務大臣あて報告書を提出  

(2 )  高速・超高速インターネットアクセス提供事業者へ開放することを前提として地域イントラ事業等

を実施する場合  

①  補 助金交付申請の際に高速・超高速インターネットアクセス提供事業者へ開放する旨記載  

②  開 放する時点で総務大臣あて報告書を提出  

 (3) 補助 事業の実施当初は想定していなかったが光ファイバ等の余剰分を活用しケーブルテレビ事業

者 等に開放する場合  

    開放しようとする際に総務大臣あて届出書を提出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  34 地域公共ネットワークの民間開放イメージ  
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（ 参考資料 １５）地域 WiMAXについて  

 地域の特性、ニーズに応じたブロードバンドサービスを提供することによるデジタル・デバイドの

解 消 、 地 域 の 公 共 サ ー ビ ス の 向 上 等 当 該 地 域 の 公 共 の 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て 、

2575MHz から 2595MHz までの周波数のうちの 10MHz を「固定系地域バンド」として使用。  
 

図 35 2.5GHz 帯の電波使用  

 
 

 固定系地域バンドでは、当分の間 WiMAX 方式を 対象としており、この周波数帯に上記の目的で開

設される無線局を「地域 WiMAX」と呼称。  
地域 WiMAX の免許については、平成 20 年 3 月 3 日から送信所の所在地を管轄する総合通信局又

は沖縄総合通信事務所にて受付けを開始。  
  なお、同年 4 月 7 日までは公募期間とし、同日までに提出された申請は時間的に前後なく受け付

けたものとして審査。また、同年 4 月 8 日以降に提出された申請は受付順に審査。  
 

図 36 地域 WiMAX の利用イメージ  

地域が抱える課題の解決のために活用

コミュニティバスの運
行支援

救急車両の運行支援

地域情報・防災情報の提供

児童・高齢者見守りサ
ービス

地域の公共サービスの向上等

自治体

ライブカメラ

ホットスポット

出先機関

消防署

学校

バス停

地域イントラネット

災害現場

“地域の特性、ニーズに応じたブロードバンドサービスを提供することにより、デジタル・
ディバイドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の福祉の増進に寄与”

デジタル・ディバイドの解消

基地局

中継局

ラストワンマイルのブロードバンドサービス

地域型サービス

《地方都市部》

地域型サービス

《条件不利地域》

地域のユビキタス環境の整備

地域格差の是正

出先機関

免許の際に関係地方公共団体の意見を聴取

 

全 国 バ ン ド  
3 0 M H z  

2545MHz 2625MHz 

固 定 系 地 域 バ ン ド  全 国 バ ン ド  
3 0 M H z  

2575MHz 2595MHz 

  

1 0 M H z  
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表 35 主な無線システムの比較（参考）  

 
 

シ ス テ ム  
 
 

 
 

無 線 L A N  

 
 

高 出 力 無 線 L A N 

 
広 帯 域 移 動 無 線  

ア ク セ ス シ ス テ ム  
（ Wi M A X 等 ）  

 
 

準 ミ リ 波 帯 FWA  

 
 

利 用 イ メ ー ジ  

 
① 無 線 ス ポ ッ ト  
② ラ ス ト  

ワ ン マ イ ル  
 

 
① ラ ス ト  

ワ ン マ イ ル  
② 拠 点 間 中 継  

 

 
① ラ ス ト  

ワ ン マ イ ル  
② 拠 点 間 中 継  
 

 
① 拠 点 間 中 継  
 （ 基 幹 回 線 ）  
② ラ ス ト ワ ン マ イ ル  
 

 
伝 送 距 離  

 

 
数 百 m 程 度  

 

 
数 百 ～ 数 K m 程 度  

 
数 K m 程 度  

 
数 百 ～ 数 K m 程 度  

 
伝 送 速 度  

 
1 0～ 5 0 M b p s 程 度  

1 0 0 M b p s 程 度  
 

 
5 0 M b p s～  

1 0 0 M b p s 以 上  

 
下 り 2 0 M b p s 程 度  
上 り 1 0 M b p s 程 度  

 
最 大 1 5 6 M b ps  

 
モ ビ リ テ ィ  

 

 
低 速  

 
低 速  

 
中 速  

 
固 定  

 
 

周 波 数 帯  
 

 
2 . 4 G H z 帯  
5 . 2 G H z 帯  
5 . 3 G H z 帯  
5 . 6 G H z 帯  

 

 
 

4 . 9 G H z 帯  
5 . 0 3 G H z 帯  

 
 

2 . 5 G H z 帯  

 
1 8 G H z 帯  
2 2 G H z 帯  
2 6 G H z 帯  
3 8 G H z 帯  

 
免 許 制 度  

 

 
免 許 不 要  

 
登 録  

 
免 許  

 
免 許  
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（ 参 考 資 料 １ ６ ） 光 伝 送 路 管 理 装 置 に つ い て  

 

光伝送路網を電子地図とデータベースを用いて、光ケーブルのルート、光ファイバの接続、その使用

状況（用途 ，利用者等）の情報を一元管理する装置である。  

光伝送路管理装置は光伝送路監視装置と情報を連携し、障害発生時の通知や障害発生機器・伝送路の

復旧が迅速 に行えることが望ましい。  

 

光伝送路管理装置により、以下を管理する。  

(1) 光線路の経路  

(2) 線路を収容する設備  

(3) 心線 の 接続 情報  

(4) 心線 の 利用 状況  

(5) 加入者の情報  

 

光伝送路管理装置により、以下の効果が図られる。  

(1) 心線の利用状況を管理し、開通／廃止に関する作業を支援する  

(2) 影響範囲の検索が行え、利用者への通知業務などを支援する  

(3) 支障移転などで変化する光伝送路網の情報を一元管理し最新状態に維持する  

(4) 光伝送路網に関する設備の管理を支援する  

 

図 37 光伝送路管理装置の構成イメージ  
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（ 参 考 資 料 １ ７ ） 光 伝 送 路 監 視 装 置  

 

光ファイバケーブルの保守を迅速、かつ、効率的に行えるよう作業支援する装置であり、光ファイバ

の 損 失 や 反 射 な ど の 光 学 的 特 性 を 長 手 （ 距 離 ） 方 向 に わ た っ て 測 定 す る OTDR（ Optical Time Domain 

Reflectometer）と、光ファイバケーブル中の複数の心線から１心を選択して OTDR と結合する光スイッ

チとを使っ て、光伝送路の状態を自動監視する装置である。  

 

光伝送路監視装置により、以下の効果が図られる。  

(1)  人員を多数かけずに、光ファイバケーブルの保守を行える。  

(2)  伝送障害時に、伝送装置／光伝送路の切り分けが迅速に行える。  

(3)  光伝送路上に物理的に発生した障害（損失／反射異常、断線）を検知し、その発生地点が分かる。

光 伝送路の復旧を迅速に、かつ効率よく行える。  

(4)  自然災害等前後で心線の時系変化を確認でき、予防保全を行える。  

 

図  38 光伝送路監視装置の構成イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表  39 光伝送路監視装置の装置構成  

監視装置  試験装置  

・ サーバ PC、監視ソフトウェアで構成される  

・ 複 数の試験装置の制御を行い、設定条件に従っ

て 光伝送路の監視を管理・運転する  

・ 試 験装置から OTDR 測定データを受信し、心線

の障害有無を解析する  

・ OTDR 機能 、 光ス イッ チ 機 能を 有 し、 監視 装 置

の命令に従い、装置に接続された任意の１心に

対して OTDR 測定を行う  
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試 験装置は、センター施設の他、一次施設、二次施設に設置する場合があり、省スペースを考慮する。  

 

図  39 試験装置 と OTDR 波形のイメージ  

         試験装置            OTDR 波形  

 

 

 

 

 

 

                               距離  

 

OTDR から得られる心線の測定データと、同測定心の光伝送路設備情報とを照合する事で、障害の検

知 、 お よ び 、障 害地点 を解 析す る。 この為 、監 視 装 置に は被監 視心 線の 光伝 送路設 備情 報を 予め 入力

しておく必要があるが、CAD 等の光伝送路設計・管理機器と情報連携（設備情報、障害情報）する事で、

設備情報の入力工数が低減し、かつ、光伝送路の復旧アクションがよりスムーズに行えるようになる。  

 

 

監視の形態としては、空心（保守専用心）監視、現用心監視の２つの形態がある。  

 

表  40 光伝送路監視装置の監視形態  

   

 

図  40 試験装置と監視形態のイメージ  

 

空心（保守専用心）監視  現用心監視  

・ 伝 送 サ ー ビ ス に 使 用 し て い な い 光 伝 送 路 中 の

代表心を監視する形態  

・ 光 フ ァ イ バ ケ ー ブ ル の 断 線 等 、 ケ ー ブ ル 全 体

に対して発生する障害の監視を目的とする  

・ ケ ー ブ ル 中 の 外 層 心 を 被 監 視 心 線 と し て 割 り

当てるのが一般的  

・ ク ロ ー ジ ャ 内 に 浸 水 検 知 セ ン サ を 取 り 付 け 、

クロージャ内の浸水を監視する事が可能  

・ 伝 送 サ ー ビ ス に 使 用 し て い る 現 用 心 及 び 将 来

使 用 計 画 の あ る 予 備 心 に 対 し て 、 伝 送 光 波 長

と 異 な る 監 視 光 波 長 を 用 い て 、 伝 送 サ ー ビ ス

に影響を与えずに監視を行う形態  

・ 各伝送回線レベルでの監視を目的とする  

・ 現 用 心 、 予 備 心 に 監 視 光 を 割 り 入 れ る 光 カ プ

ラ 、 伝 送 装 置 手 前 で 監 視 光 を 遮 断 す る フ ィ ル

タなど、光学部材が被監視心線毎に必要  

光ファイバケーブル

試験光： 1.31 or 1.55μm

試験装置
ﾌｧｲﾊﾞｾﾚｸﾀ 測定ユニット

ＯＴＤＲ 管理用ＰＣ

監視装置

監視用心線（浸水検知用心線等）を対象に監視を
行います。 
 

 
空心線監視モデル 

サーバ PC 

 

現用心線監視モデル 光カプラモジュールとターミネーションフィルタを組み合わ
せて、通信光に影響を与えずに監視を行います。 
 

伝送装置 

ﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝﾌｨﾙﾀ 
試験光を遮断 

光カプラモジュール 

試験装置 ﾌｧｲﾊﾞｾﾚｸﾀ 

ＯＴＤＲ 

伝送装置 光ファイバケーブル 

通信光：1.31/1.49/1.55μm 

試験光：1.625μm 

サーバＰＣ 

監視装置 

試験光を合分波 
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（ 参 考 資 料 １ ８ ） 外 部 委 託 時 の ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 に つ い て  

 

地域公共ネットワークの運用管理を外部委託する場合には、外部運用者による不正アクセスを防ぐた

めに、管理 用 VLAN などの管理者用ネットワークを設け、業務ネットワークへのアクセスを制限するなど、

セ キュリテ ィに配慮した構成を検討する必要がある。  

また、管理者用ネットワークは、本環境の装置で障害が発生した場合でも監視が継続できるように、

物理的に別 の装置で構築することが望ましい。  

 

図  39 外部委託時の管理者用 VLAN の構成イメージ  
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